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第1章 宅地造成及び特定盛土等規制法の趣旨 

1.1 法の目的 

【法律】 

（目的） 

第一条 この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は

土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の

生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とす

る。 

 

解説 

令和５年５月に「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、盛土等による災害

から、国民の生命・身体及び財産の保護を図るため、宅地、農地、森林等の土地

の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に 

規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」という。）」が   

施行された。盛土規制法第１条には、その目的が定められている。 
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1.2 用語の定義 

表 1.1 用語一覧 

用語 定義 
宅地 農地等、公共施設用地以外の土地 

農地等 農地、採草放牧地、森林 

公共施設用地 

道路（林道等を含む）、公園、河川（ダム、頭首工等を含む）、その他政令第
２条及び省令第１条に定める施設の用に供されている土地 
<法第２条第１号の政令で定める公共の用に供する施設>  
・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、

漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用
に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの 

・国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省
令で定めるもの 

<政令第２条の主務省令で定めるその他これらに準ずる施設>  
雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す
る法律第２条第２項に規定する防衛施設 
<政令第２条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理するその他の施
設> 
緑地、広場、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑
用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急
傾斜地崩壊防止施設 

崖 
地表面が水平面に対し 30°を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著し

いものを除く。）以外のもの 

宅地造成 

宅地以外の土地（農地、採草放牧地、森林、公共施設用地）を宅地にするた
めに行う土地の形質の変更で政令第３条の要件に該当するもの 
【政令第３条で定める要件】 
① 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１ｍを超える崖を生

ずることとなるもの 
② 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生

ずることとなるもの 
③ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地

の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるときにおける当該
盛土及び切土（①、②に該当する盛土又は切土を除く。） 

④ ①または③に該当しない盛土であって、高さが２ｍを超えるもの 
⑤ ①～④に該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土

地の面積が 500 ㎡を超えるもの 

特定盛土等 
宅地、農地、採草放牧地、森林において行う土地の形質の変更で政令第３条
の要件（上記「宅地造成」のとおり）に該当するもの 

土地の 
形質の変更 

土地について盛土、切土等の物理的な行為を加えて土地の性状、形質を変更
すること。（ただし､土地の形質を維持する行為(第２章 2.3.3 参照)を除く。） 

土石の堆積 

宅地、農地、採草放牧地、森林において行う土石を積み重ねたもので、政令
第４条の要件に該当するもの。（一定期間の経過後に当該土石を除却するも
のに限る。一定期間は「許可の日から５年以内」とする。） 
【政令第４条で定める土石の堆積】 
① 高さが２ｍを超える土石の堆積 
② ①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積

が 500 ㎡を超えるもの 

宅地造成等 宅地造成、特定盛土等、土石の堆積 
盛土等 盛土、切土、土石の堆積 

工事主 工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者 

工事施行主 工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者 

宅地造成等工
事規制区域 

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしう
る区域 

特定盛土等規
制区域 

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、特定盛土等又
は土石の堆積が行われれば、人家等に危害を及ぼしうる区域 
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1.2.1 宅地・農地等・公共施設用地 

【法律】 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

一 宅地 農地、採草放牧地及び森林（以下この条、第二十一条第四項及び第

四十条第四項において「農地等」という。）並びに道路、公園、河川その他

政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地（以下「公共施

設用地」という。）以外の土地をいう。 

 

【政令】 

（公共の用に供する施設） 

第二条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号。以

下「法」という。）第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、

砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁

港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供

する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの及び国又は地

方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定める

ものとする。 

 

【省令】 

（公共の用に供する施設） 

第一条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号。

以下「令」という。）第二条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施

設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安

施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準

ずる施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境

の整備等に関する法律（昭和四十九年法律第百一号）第二条第二項に規定す

る防衛施設とする。 

２ 令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学

校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑

用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地

荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。 

 

解説 

宅地とは、一般的にいわれる宅地（建築物の敷地）のみに限らず、農地、採草

放牧地及び森林並びに道路、公園、河川等の公共施設用地を除いた土地すべてを

含む。 
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農地等とは、農地、採草放牧地及び森林のことをいう。 

 

公共の用に供する施設の用に供されている土地（公共施設用地）とは、道路、

公園、河川、その他政令第２条及び省令第１条に定める公共の用に供する施設の

用に供されている土地のことをいう。 
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1.2.2 崖 

【政令】 

（定義等） 

第一条 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し三十度を超える

角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいい、

「崖面」とはその地表面をいう。 

２ 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 

３ 小段その他の崖以外の土地によつて上下に分離された崖がある場合にお

いて、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面

の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみ

なす。 

４ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をい

う。以下この項において同じ。）とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の

勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。 

 

解説 

崖とは、地表面が水平面に対し 30°を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化

の著しいものを除く。）以外のものをいう。 

なお、崖の途中に小段等の水平面があり、崖が分離されている場合であっても、

一体の崖とみなすことがある。 

 

分離された崖の考え方は次の①、②を参照すること。 

①一体の崖とみなすケース 

下層の崖面の下端からの 30°を示す線分 ABよりも上層の崖面の下端 P

が上方にある場合、一体の崖とみなす。 

 

 
図 1.1 一体の崖とみなすケース 

  

Ａ 

Ｐ 

Ｂ 

30° 水平面 
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②別の崖とみなすケース 

下層の崖面の下端からの 30°を示す線分 ABよりも上層の崖面の下端 P

が下方にある場合、別の崖とみなす。 

 

 
図 1.2 別の崖とみなすケース 

 

  

Ｂ 

水平面 Ａ 

Ｐ 

30° 

水平面 30° 
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1.2.3 宅地造成・特定盛土等・土地の形質の変更 

【法律】 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

一 略 

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地

の形質の変更で政令で定めるものをいう。 

三 特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の

変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を

発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。 

 

【政令】 

（宅地造成及び特定盛土等） 

第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、

次に掲げるものとする。 

一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超え

る崖を生ずることとなるもの 

二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超え

る崖を生ずることとなるもの 

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土

地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおけ

る当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土を除く。） 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超え

るもの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は

切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの 

 

解説 

宅地造成は、宅地以外の土地（農地・採草放牧地・森林・公共施設用地）を

宅地にするために行う土地の形質の変更であり、特定盛土等は、宅地・農地・

採草放牧地・森林において行う土地の形質の変更であり、いずれも政令第３条

の要件に該当するものをいう。 

 

土地の形質の変更とは、土地について盛土、切土等の物理的な行為を加え

て土地の性状、形質を変更することをいう。（ただし、土地の形質を維持する

行為（第２章 2.3.3参照）を除く。） 

 

また、政令第３条で定める要件は、次の①から⑤に該当するものをいう。 
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①盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１ｍを超える崖ができる

もの 

 

 

 

 

②切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖ができる

もの 

 

 

 

 

③上記①及び②に該当しない盛土又は切土であって、盛土と切土とを同時にす

る場合において、当該盛土又は切土をした土地の部分に高さが２ｍを超える

崖ができるもの 

 

 

崖＝30 ﾟ超 

崖＝30 ﾟ超 

高さ 

1m 超 

盛土 

高さ 

2ｍ超 

切土 

崖＝30 ﾟ超 

切土 

切土 
盛土 

高さ 

2ｍ超 
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④上記①又は③に該当しない盛土であって、高さが２ｍを超えるもの 

 

 

 

※盛土等の高さは、盛土等を行う土地の区域のうち、最も高い位置の法肩と、最

も低い位置の法尻との比高とする。 

 

 

⑤上記①から④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は

切土をする土地の面積が 500㎡を超えるもの 

 

 
 

 

また、土地の形質の変更に関連する用語の定義は、次の（1）～（7）のとおり。 

 

 

盛土とは、周辺の原地盤面よりも高く土を盛り上げる行為とする。 

埋戻しとは、周辺の原地盤面まで土を充填する行為とする。 

※土地の形質の変更の判断は、埋戻し部分を除く、盛土部分で行う。 

 

 

 

盛土 
切土 

面積 500 ㎡超え 

（盛土又は切土のみの場合も含む） 

高さ 

2ｍ超 

盛土 

（崖を生じないもの） 
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①RC擁壁の設置 

 

 

 

②建築物の建替え 

 

 

 

③建築物の除却 

 

 

 

 

崖面の下端 

既存建築物 

建替え後 

盛土 

埋戻し 

原地盤 

原地盤 

埋戻し 

崖面の下端 

既存崖面 

盛土 

既存建築物 

崖面の下端 

原地盤 

盛土 

埋戻し 
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土地の形質の変更を行う土地の範囲又は土石の堆積を行う土地の範囲を

いう。 

 

工事をする土地及び工事に関連する土地の区域をいい、工事に関連する土

地とは、土地の形質の変更を行わない土地を含み、工事に関連して一体的に

利用する土地をいう。 

同一工事主が同時期に行う工事であって、一方の造成だけが規制対象規模

である場合、工事をする土地は、規制対象規模未満を含むＡ及びＢとする（図

1.3参照）。施行区域は、造成がない土地も含み、一体的に利用する土地をい

う。 

 

 

 

 

 

図 1.3 施行区域の概念図 

 

 

谷や沢を埋め立てて行う盛土をいう。 

 

勾配 1/10 以下の平坦地において行われる盛土で、谷埋め盛土に該当しな

いものをいう。 

 

勾配 1/10 超の傾斜地盤上において行われる盛土で、谷埋め盛土に該当し

ないものをいう。 

施行区域 

工事をする土地Ａ 

規制対象規模 

工事をする土地Ｂ 

規制対象規模未満 造成なし 

工事をする土地の面積 

＝Ａ＋Ｂ 

原地盤 盛土 

切土 
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渓流等とは、山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅

地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きいもので、以下

に該当するものをいい、渓床勾配 10°以上の勾配を呈す一連の谷地形を中

心に、その中心線からの距離が 25ｍ以内（全幅 50ｍ）の範囲をいう。 

・山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

・山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が上記の土地に類

する状況を呈している土地 

・上記２つの土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあ

って、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大き

い土地 

 

 

 

図 1.4 渓流等の概念図 

（図出典）「盛土等防災マニュアルの解説」（令和５年 10 月、盛土等防災研究会編集）p220 
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1.2.4 土石の堆積 

【法律】 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

一～三 略 

四 土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるも

の（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。）をいう。 

 

【政令】 

（土石の堆積） 

第四条 法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとす

る。 

一 高さが二メートルを超える土石の堆積 

二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面

積が五百平方メートルを超えるもの 

 

解説 

土石の堆積とは、宅地又は農地等において行う土石を積み重ねたもので、①、

②に該当するものをいう（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。

一定期間は「許可の日から５年以内」とする。） 

残土の埋立てなど、除却を前提としない堆積については、土地の形質の変更と

して取り扱う。 

 

① 最大時に堆積する高さが２ｍを超える土石の堆積 

 

 

 

  

高さ 

2ｍ超 
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② ①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が

500㎡を超えるもの 

 

 
 

 

なお、次に掲げるものについては、土石の堆積とはみなさない。 

・試験、検査等のための試料の堆積 

・屋根及び壁で囲まれた空間その他の閉鎖された場所における土石の堆積 

・岩石のみを堆積する土石の堆積であって勾配が 30°以下のもの 

・主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷地内におい

て堆積された商品又は製品の原材料となる土石の堆積 

 

ただし、主たる商品又は製品が土石に該当する土質改良プラント等の工場等

については、敷地内において商品又は製品の原材料となる土石を堆積する場合

や、商品又は製品である土石を堆積する場合のいずれについても、土石の堆積と

みなす。 

廃棄物処理施設から製品として出荷された土石を一時的に堆積する場合にお

いても、面積規模や高さ等によっては盛土規制法の対象となる。 

 

土砂若しくは岩石又はこれらの混合物を指す。盛土規制法においては、植

物遺骸由来の有機物や改良材を含む土砂、土石と同様の性状にした建設副産

物も土石として取り扱う。 

 

土石のうち土砂とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

・地盤を構成する材料のうち、粒径 75ｍｍ未満の礫、砂、シルト及び粘土

（以下「土」という。） 

・地盤を構成する材料のうち、粒径 75ｍｍ以上のもの（以下「石」という。）

を破砕すること等により土と同等の性状にしたもの 

・地盤を構成する材料のうち、土に植物遺骸等が分解されること等により生

じた有機物が混入したもの 

・土にセメント、石灰若しくはこれらを主材とした改良材、吸水効果を有す

面積 500 ㎡超 
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る有機材料又は無機材料等の土質性状を改良する材料その他の性状改良

材を混合等したもの 

・建設廃棄物等の建設副産物を土と同等の性状にしたもの 

 

土石のうち岩石とは、石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたもの

をいう。 

 

※ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物や産業副産物

等については土石の堆積の対象外 
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1.2.5 工事主・工事施行者 

【法律】 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

一～六 略 

七 工事主 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負

契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 

八 工事施行者 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の

請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 

 

解説 

 

盛土規制法において、工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで

自らその工事をする者をいう。 

 

盛土規制法において、工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工

事をする者をいう。 
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1.2.6 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域 

【法律】 

（宅地造成等工事規制区域） 

第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（以下この章及び次章において「宅地

造成等」という。）に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街

地となろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接し、又は

近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地

等区域」という。）であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う

必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 

 

（特定盛土等規制区域） 

第二十六条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏

まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、

渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その

他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石

の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の

区域の居住者その他の者（第五項及び第四十五条第一項において「居住者

等」という。）の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認めら

れる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。 

 

解説 

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼし

うる区域 

 

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、特定盛土等

又は土石の堆積が行われれば、人家等に危害を及ぼしうる区域 

 

県は区域内で新たに行われる工事に関する規制や、既存の盛土等に対する勧

告・改善命令等を行う。 

 

千葉県では、全域が 「宅地造成等工事規制区域」であり、特定盛土等規制区域

は指定されていない。 

（図 1.5参照） 
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図 1.5 千葉県における規制区域の指定状況 

 

※千葉県における宅地造成等工事規制区域内において、対象規模の盛土等を伴う工事を行

う場合は、千葉県知事又は地域振興事務所長の許可が必要となる。ただし、千葉市、船橋

市、柏市は各市の許可となる。
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第2章 工事の許可等 

2.1 許可申請手続の要否の判定 

 

図 2.1を参照し、許可申請手続の要否を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

図 2.1 盛土規制法に基づく許可申請手続の要否判定フロー  

工事は、千葉県※の宅地造成等工事規制区域内で行う 

公共施設用地（第 1 章表 1.1参照）に該当する 

工事は、以下に該当する 

・災害のおそれのない工事（2.3.1 参照） 

・道路拡幅に伴う工事（2.3.2 参照） 

・その他の許可不要となる工事（2.3.3 参照） 

・規制対象とならない土石の堆積（2.3.4 参照） 

 

工事は、以下の①～⑦に該当する 

 

土地の形質の変更 

 ① 盛土で高さ１ｍ超の崖を生じる 

 ② 切土で高さ２ｍ超の崖を生じる 

 ③ 盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ超の崖を生じる（①､②を除く） 

 ④ 盛土で高さが２ｍ超となる（①､③を除く） 

 ⑤ 盛土又は切土する土地の面積が 500 ㎡超となる（①～④を除く） 

 

土石の堆積 

 ⑥ 最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ面積が 300 ㎡超となる。 

 ⑦ 最大時に堆積する面積が 500 ㎡超となる。 

都市計画法に基づく 

開発許可を受けた 

許可を受けたものとみ

なすため、申請手続き

は不要 

許可申請 

手続が必要 

許可申請 

手続が不要 

本手引き 

適用外※ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

(①～⑤に該当) 

はい 

(⑥⑦に該当) 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

※千葉市、船橋市、柏市除く 

※工事を行う土地が所在する 

政令市・中核市または都道府県

へお問い合わせください 
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2.2 許可を要する工事 

2.2.1 宅地造成等に関する工事の許可 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する

工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めると

ころにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造

成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定め

る工事については、この限りでない。 
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解説 

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等（第 1章 表 1.1参照）

に関する工事は、工事に伴う災害を防止する観点から、その工事に着手する前に、

許可を受ける必要がある。 

許可を要する工事は表 2.1に示すとおり。 

 

表 2.1 許可を要する工事 

 宅地造成等工事規制区域 イメージ図 用途例 

土
地
の
形
質
の
変
更 

①盛土で、高さが１ｍを超える崖を生

ずるもの 

 

住宅団地、ショッピン

グモール、工業団地、

スキー場、ゴルフ場、

キャンプ場、残土処分

場、発電施設（太陽

光、風力等） 等 

②切土で、高さが２ｍを超える崖を生

ずるもの 

 

③盛土と切土を同時に行う場合、盛土

の高さが１ｍ以下であっても、切土と

合わせて高さが２ｍを超える崖を生

ずるもの（①、②を除く） 

 

 

 

 

 

④①、③に該当しない盛土で、高さが

２ｍを超えるもの(崖を生じないも

の) 

 

⑤①～④に該当しない盛土又は切土

で、当該盛土又は切土をする土地の面

積が 500 ㎡を超え、かつ、盛土又は切

土をする前後の地盤面の標高差が 30

㎝を一部でも超えるもの。 

 

土
石
の
堆
積 

①高さが２ｍを超える土石の堆積で

あって、当該土石の堆積を行う土地の

面積が 300 ㎡を超えるもの 

 
ストックヤード、工事

現場外における仮置

き、土石に該当する製

品等の堆積 等 

②①に該当しない土石の堆積であっ

て、当該土石の堆積を行う土地の面積

が 500 ㎡を超え、かつ、地盤面と土石

の表面との標高差が 30 ㎝を一部でも

超えるもの。 
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既存の崖に盛土又は切土を行う場合には、以下の図に示すとおり、盛土又は切

土を行うことにより発生した崖の高さにより、許可対象となるか否かを判断す

る。 

 

   

図 2.2 崖の高さ（既存の崖に盛土又は切土を行う場合） 

 

 

また、分離された崖が一体の崖である場合には、図 2.3に示すとおり、一体の

崖としての高さで許可対象となるか否かを判断する。 

 

 

 

図 2.3 崖の高さ（一体の崖） 

  

許可対象行為（一体の崖） 

水平面に対し 

30 ﾟをなす面 崖面 

崖の高さ 

30° 

崖面 

崖面の下端 

盛土 

崖の高さ 盛土 
30 ﾟ超 

既存崖 既存崖 

崖の高さ 30 ﾟ超 切土 
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なお、面積が 500㎡を超えても、高さが２ｍ以下で、盛土又は切土をする前後

の地盤面の標高の差が 30cmを超えない盛土又は切土をする場合は、災害の発生

のおそれがないと認められる工事であるため、許可は不要である。 

 

 

図 2.4 許可不要の工事 

 

また、土石の堆積を行う土地の面積が 300 ㎡を超えない場合は、高さが２ｍ

超であっても、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事

であるため、許可は不要である。 

 

 

図 2.5 許可不要の工事 

 

併せて、盛土等における高さ、標高差、一体性の考え方については、以下の

とおりである。 

 

盛土等の高さ （Ｈ）は、盛土等を行う土地の区域のうち、最も高い位置の

法肩と、最も低い位置の法尻との比高とする。 

 

 

 

 

図 2.6 高さの考え方 

2m 

以下 
30cm以下 

500㎡超 

土石 

300㎡以下 

2m超 

盛土等 
Ｈ 

現況地盤線 

Ｈ 
盛土等 

現況地盤線 
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ある点における地盤面の標高差は、その地点における、盛土切土をする前

の土地の地盤面から、盛土切土を行った後の地盤面までの標高の差をいう。 

また、土石の堆積については、ある点における地盤面と表面の標高差は、

土石の堆積を行う前の地盤面から、土石の堆積を行った後の表面までの標高

の差をいう。 

 

 
 

図 2.7 標高差の考え方 

 

 

複数の盛土等（盛土、切土、土石の堆積）の一体性の認定については、当

初から規制対象規模を超える盛土等があったか否かに関わらず、次の観点及

び国が示している「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」第３編８

章の内容を踏まえ、総合的に判断する。 

土地所有者の同一性：土地所有者が同一である場合。 

同一事業者：同一事業者、又は同一事業者が行わない場合であっても、計

画の共同性が認められる場合。 

時期：実施時期が重複している場合、又は実施時期が異なった盛土等であ

っても、前の宅地造成等の完了後１年以内に次の盛土等を計画する

場合。 

場所：表 2.2一体性の考え方(1)図 8.1及び表 2.3一体性の考え方(2)図

8.2参照 

 

  

盛土等 

現況地盤線 

標高差 
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表 2.2 一体性の考え方(1) 

盛土等が一体であるか判断するには、「事業者の同一性」、「物理的一体

性」、「機能的一体性」、「時期的近接性」の観点から総合的に判断する。 

「事業者の同一性」とは、事業者が実質的に同一主体と認められる場合で

あり、同一の事業者が行っている場合の他、異なる名義の事業者であっても

親子会社等の関連性がある事業者が行っている場合や同一人物が複数の名義

で行っている場合などがある。 

「物理的一体性」とは、①複数の盛土等が「隣接」しており、外形上一体

の盛土等を形成する場合、②複数の盛土等が図 8.1のように「近接」してお

り、盛土等が崩落した場合に他方の盛土等に作用し、「両者の盛土等が一体

して崩落や土石流化するおそれ」又は「他方の盛土等の安全性に影響を及ぼ

し得るおそれ」のある場合や、③同じ場所に盛土等が繰り返し行われ混然一

体となり「一体不可分」となる場合がある。 

「機能的一体性」とは、事業的、計画的に行われる等、同じ目的をもって

複数の盛土等が行われた土地が利用され、相互に関連している場合を指す。 

「時期的近接性」とは、盛土等が行われた時期が近い場合を指す。 

具体的な判断方法として、「事業者の同一性」が認められ、かつ「物理的

一体性」も認められる場合には一体の盛土等であるとして行政処分の対象と

する（例として、図 8.2 ケース１参照）。また、「機能的一体性」や「時期的

近接性」は、事業者が一体的に盛土等を行っている疑いがあるか否かを判断

する端緒となり、「事業者の同一性」を判断するため補完的に用いる。 

また、「事業者の同一性」が認められない場合であっても、複数の事業者

が同じ土地に盛土等を行い、一体不可分の盛土等が形成された場合について

は、一体とみなし、行政処分の対象とする（例として、図 8.2 ケース２参

照）。この場合、原則、命令相手は規制対象規模を超えた段階で盛土等を行

っていた事業者が対象となる。 
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（出典）不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン（令和５年５月）第３編８章、p.3-102～p.3-103 

 

表 2.3 一体性の考え方(2) 

 

（出典）不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン（令和５年５月）第３編８章、p.3-104 
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2.2.2 許可対象規模未満の造成を含む場合 

許可対象規模の造成に隣接し、かつ、同時に行われる許可対象規模未満の造成

工事を含む場合は、許可対象規模の造成と一体性があるとみなして、許可対象行

為となる。 
 

 

図 2.8 許可対象規模未満の造成を含む場合 

 

2.2.3 原地盤面の考え方（土石の堆積） 

土石の堆積をする地盤の一部に凹凸がある場合、「土石の堆積を行う土地」の

外側に設ける「空地」の両端（A-B）をつなぐ直線を仮想の地盤面とし、当該地

盤面から堆積の高さを測る。 

  

 

 

 

 

図 2.9 堆積地盤の一部に凹凸がある場合の原地盤面の考え方  

(補足) 
土石を堆積する土地の勾配が 1/10を超える場合は、土地の勾配（空地を含む）を 1/10
以下にする造成又は構台等を設置する措置が必要である。構台等⇒ 第 12章 土石の
堆積に関する技術的基準 12.2 堆積した土石の崩壊を防止する措置 

(補足) 
凹凸が連続している地盤に土石を堆積する場合も同様の取扱いとなる。 

A-B間の 

勾配が 1/10以下 

凹地あり 

A-B間の 

勾配が 1/10以下 

凸地あり 

勾配=1/10 

勾配=1/10 

高さ 

高さ 

A B 

A B 

許可対象行為 

許可対象規模未満 

許可対象規模 

盛土 

原地盤 
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2.3 許可が不要となる工事 

2.3.1 災害の発生のおそれがないものと認められる工事等 

【政令】 

（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等） 

第五条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める工事は、次に掲げるもの

とする。 

一 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第十三条第一項の規定による届

出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第三十六条、第三十七条、第

三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産

業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実

施に係る工事 

二 鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第六十三条第一項の規定によ

る届出をし、又は同条第二項（同法第八十七条において準用する場合を含

む。）若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可

を受けた者（同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項

又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。）が

行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事 

三 採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第三十三条若しくは第三十三

条の五第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は

同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受け

た者が行う当該命令の実施に係る工事 

四 砂利採取法（昭和四十三年法律第七十四号）第十六条若しくは第二十条第

一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第二

十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が

行う当該命令の実施に係る工事 

五 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれ

がないと認められる工事として主務省令で定めるもの 

 

【省令】 

（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事） 

第八条 令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるもの

とする。 

一 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項に規定する土

地改良事業、同法第十五条第二項に規定する事業又は土地改良事業に準ず

る事業に係る工事 

二 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第三条若しくは第十条第

一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う

火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二条第一項の許可を受け、若
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しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出

に係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に

係る工事 

三 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第二十一条第一項若

しくは第四項（同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二十三条

第一項若しくは第三項（同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若し

くは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事 

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第

七条第六項若しくは第十四条第六項の許可を受けた者若しくは市町村の委

託（非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。）を

受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に

係る工事又は同法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第

十五条の二の六第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

五 土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号）第十六条第一項の規定によ

る届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若し

くは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

六 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力

発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関

する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）第十五条若しくは第十九条の

規定による廃棄物の保管若しくは処分、第十七条第二項（同法第十八条第五

項において準用する場合を含む。）の規定による廃棄物の保管、同法第三十

条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による除去土壌の保管若しくは

処分又は同法第三十一条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による除

去土壌等の保管に係る工事 

七 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 

八 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な

応急措置として行う工事 

イ 地方住宅供給公社 

ロ 土地開発公社 

ハ 日本下水道事業団 

ニ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

ホ 独立行政法人水資源機構 

ヘ 独立行政法人都市再生機構 

九 宅地造成又は特定盛土等（令第三条第五号の盛土又は切土に限る。）に関

する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後

の地盤面の標高の差が三十センチメートル（都道府県が規則で別に定める

場合にあつては、その値）を超えない盛土又は切土をするもの 



 

2-12 

十 次に掲げる土石の堆積に関する工事 

イ 令第四条第一号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が

三百平方メートルを超えないもの 

ロ 令第四条第二号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面

の標高と堆積した土石の表面の標高との差が三十センチメートル（都道府

県が規則で別に定める場合にあつては、その値）を超えないもの 

ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用す

る土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆

積するもの 

 

解説 

許可の対象となる規模の工事であっても、以下の工事については災害の発生

のおそれがないと認められるため、盛土規制法の許可は不要。 

ただし、許可を要しない工事であっても、規制対象の場合には、土地所有者等

に対して土地の保全等の努力義務が課せられ、危険な場合には改善命令等の対

象となる。 
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表 2.4 他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工事 
政令 ① 鉱山保安法 

（第 13 条第１項、第 36 条、第 37 条、第 39 条第１

項、第 48 条第１項・第２項） 

届出をした者が行う当該届出に係る工事 

産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受け

た者が行う当該命令の実施に係る工事 

（鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置の工

事等）） 

② 鉱業法 

（第 63 条第１項・第２項、第 63条の２第１項・第２

項） 

施業案の実施に係る工事 

（鉱物の採取（許可を受けた施業案の実施に係る工

事）） 

③ 採石法 

（第 33 条もしくは第 33 条の５第１項、第 33 条の 13

もしくは第 33 条の 17） 

認可を受けた者が行う当該認可に係る工事 

（岩石の採取（許可を受けた採取計画に係る工事）） 

命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事 

④ 砂利採取法 

（第 16 条もしくは第 20 条第１項、第 23 条） 

認可を受けた者が行う当該認可に係る工事 

（砂利の採取（許可を受けた採取計画に係る工事）） 

都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者

が行う当該命令の実施に係る工事 

省令 ⑤ 土地改良法（第２条第２項、第 15条第２項） 農業集落排水施設整備事業（農業用用排水施設の新

設、管理、廃止又は変更を内容とする事業等）、 

土地改良事業に附帯する事業、 

土地改良事業に準ずる事業 

⑥ 火薬類取締法 

（第３条もしくは第 10 条第１項・第２項、第 12 条

第１項・第２項、第 27 条第１項の許可または届出

に係る工事） 

火薬類の製造施設の設置に係る工事 

（火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置

等） 

⑦ 家畜伝染病予防法 

（第 21 条第１項もしくは第４項、第 23 条第１項も

しくは第３項に係る埋却） 

家畜の死体の埋却に係る工事 

家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染し

たおそれがある物品の埋却に係る工事 

⑧ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（第７条第６項もしくは第 14 条第６項、第８条第１

項、第９条第１項、第 15 条第 1 項もしくは第 15 条

の２の６第１項に係る工事） 

一般廃棄物の処分を業として行う者が行う工事 

⑨ 土壌汚染対策法 

（第 16 条第１項、第 22 条第 1 項もしくは第 23 条第

1 項に係る工事） 

汚染土壌の搬出又は処理等 

⑩ 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋

沖地震に伴う原子力発電所の事故時により放出さ

れた放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法 

（第 15 条もしくは第 19 条、第 17条第２項、第 30 条

第１項もしくは第 38 条第１項、第 31 条第１項も

しくは第 39条第１項 

廃棄物又は除去土壌の保管又は処分 

⑪ 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 

⑫ 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 

地方住宅供給公社、土地開発公社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構 

⑬ 宅地造成又は特定盛土等（令第三条第五号の盛土又は切土に限る。）に関する工事のうち、高さが２ｍ以

下であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30 ㎝を超えない盛土又は切土をするもの 

⑭ 土石の堆積を行う土地の面積が 300 ㎡を超えないもの 

⑮ 土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が 30 ㎝を超えないもの 

⑯ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した

土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの 

  



 

2-14 

[他の法令等により確認が行われるもの] 

以下の法令等に基づく事業をいう。 

①鉱山保安法に基づく鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事

等） 

②鉱業法に基づく鉱物の採取（認可を受けた施業案の実施に係る工事等） 

③採石法に基づく岩石の採取（認可を受けた採取計画に係る工事等） 

④砂利採取法に基づく砂利の採取（認可を受けた採取計画に係る工事等） 

⑤土地改良法に基づく土地改良事業（農業用用排水施設の新設等）、土地改良

事業に準ずる事業 

⑥火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等 

⑦家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却 

⑧廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等 

⑨土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等 

⑩平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所

の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特

別措置法に基づく廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分 

 
[⑪森林施業に必要な作業路網の整備工事] 

以下の森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事をい

う。 

・ 森林作業道 

・ 集材路 

・ 土場 

 

[⑫応急措置工事] 

以下のものが非常災害のために必要な応急措置として行う工事をいう。 

・ 国、地方公共団体 

・ 地方住宅供給公社 

・ 土地開発公社 

・ 日本下水道事業団 

・ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

・ 独立行政法人水資源機構 

・ 独立行政法人都市再生機構 

(補足) 
土地改良事業に準ずる事業の場合には、土地改良事業計画基準等の技術基準に基づき、
適切に設計及び施工が行われることが必要である。 

(補足) 
森林施業に必要な作業路網の整備工事は「千葉県森林作業道作設指針」のほか、国が示
す「主伐時における伐採・搬出指針」、市町村森林整備計画に記載される「作業路網の整
備に関する事項」等に即して整備されるものが対象となる。 
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[一定規模以下の工事] 

土地の形質の変更 

⑬ 面積が 500㎡を超えても、高さが２ｍ以下で、盛土又は切土をする前後の

地盤面の標高の差が 30cmを超えない盛土又は切土をするもの 

 

 

図 2.10 許可不要の工事（ア） 

 

ただし、盛土又は切土をする土地の面積が 500㎡を超え、かつ、盛土又

は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30cm を一部でも超える場合、許

可対象行為となる。 

 

 

図 2.11 一定規模以上の工事（ア） 

 

 

 

図 2.12 一定規模以上の工事（イ） 

  

2m 

以下 30cm以下 

500㎡超 

500㎡超 

500㎡未満 

30cm超 
30cm未満 

原地盤 

500㎡超 

500㎡未満 

30cm超 30cm未満 

原地盤 

30cm １ｍ以下 
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土石の堆積 

⑭ 高さが２ｍを超えても、面積が 300㎡以下のもの 

 

 
図 2.13 許可不要の工事（イ） 

 

⑮ 面積が 500 ㎡を超えても、地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高と

の差が 30cm以下のもの 

 

 

図 2.14 許可不要の工事（ウ） 

 

[⑯工事の施行に付随して行う土石の堆積] 

以下に示すとおり、工事に使用する土石の堆積や工事で発生した土石の仮置

きをいう。 

 

ア 土石の由来（いずれにも該当） 

・工事に使用する土石や当該工事から発生した土石であること 

・当該土石は、本体工事の主任技術者等が当該工事の管理と併せて一体的に管理

するものであること 

 

イ 堆積する場所（いずれかに該当） 

・工事が行われている土地 

・工事が行われている土地の隣地等 

・工事施行計画書等に工事現場として位置づけられた土地(本体の工事が行われ

ている土地から離れた土地を含む） 

 
 

  

(補足) 
工事現場やその付近で、当該工事に使用する土石や当該工事で発生した土石を一時的に
仮置きするものについては、工事と一体的に安全管理がされることから、盛土規制法の
許可対象外とする。 

(補足) 
隣地等とは、工事現場の隣地のほか、道路を挟んだ向かいの土地等を指す。 

土石 ２ｍ超 

300㎡以下 

土石 

30cm以下 

500㎡超 
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図 2.15 土石を堆積する場所 

 

ウ 堆積期間 

・原則として本体工事の着工から完了までの期間 

 

 

 

2.3.2 道路拡幅に伴う工事 

道路管理者が、道路の拡幅工事（公共施設用地内における工事）に必要なもの

として、これと一体的に民有地内において以下の工事を行う場合、当該工事を行

う範囲を含めて「公共施設用地における工事」と取り扱うことから、許可は不要。 

ただし、工事完了後、民有地等の部分は公共施設用地として該当しないことか

ら、既存盛土等として規制対象となり、災害等のおそれがある場合には改善命令

等の対象となる。 

 

［接続道路の整備を行う場合］ 

 

 

 

図 2.16 接続道路の整備を行う場合 

  

(補足) 
例外として、やむを得ず、本体工事完了後も土石の堆積を継続する必要がある場合には、
堆積を継続することができる。この場合には、施主又は主任技術者等が当該土石を安全
に管理することが必要である。 

請負契約や工事施行計画書等に 

工事現場として位置付けられた土地 隣地に類する土地 

離れた土地 

道路 

工事が行われている土地 工事が行われている土地 隣地 
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［切土、擁壁の再築等を行う場合］ 

 

 

 

図 2.17 切土、擁壁の再築等を行う場合 
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2.3.3 その他の許可不要となる工事（土地の形質の変更） 

次の場合については、土地の形質の変更と取り扱わない（盛土規制法の規制対

象外）ことから許可は不要。 
 

[建物の一部が擁壁を兼ねる場合] 

 

 
図 2.18 建物の一部が擁壁を兼ねる場合 

 

[建築物の建築・解体に伴う掘削・埋戻し] 

埋戻しの範囲は埋め戻す周囲の原地盤面までとし、これを超えるものは盛土

として取り扱う。 

 

 

図 2.19 建築物の建築・解体に伴う掘削・埋戻し 

 

[土地の形質を維持する行為] 

次の行為は土地の形質を維持する行為とみなす。 

・グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷均し等 

・農地及び採草放牧地において行われる土地の形質の維持に該当する行為 

⇒通常の営農行為 

※通常の営農行為となる軽微な農地改良については、千葉県農林水産部農地・農

村振興課が作成した「農地転用関係事務指針」を参照するとともに、その範

疇に含まれるか否かについては、各市町村の農業委員会事務局に対して『軽

微な農地改良に係る届出』を提出する前に相談を行うこと。  

崖面 

(補足) 
建築物の解体に伴う埋戻しにより、許可対象規模を超える新たな崖面が発生する場合、
許可が必要となる。 

掘削 
埋戻し 

原地盤 

解体 
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2.3.4 規制対象とならない土石の堆積 

以下の土石の堆積については、盛土規制法の規制対象とならないものとして

取り扱うため、許可は不要。 

・試験、検査等のための試料の堆積 

・屋根及び壁で囲まれた空間その他の閉鎖された場所における土石の堆積 

・岩石のみを堆積する土石の堆積であって勾配が 30°以下のもの 

・主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷地内におい

て堆積された、商品又は製品の原材料となる土石の堆積 

 

 

 

 
図 2.20 規制対象とならない土石の堆積 

  

<参考> 
宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助言）（令
和 5年 5月 26日国官参宅第 12号） 

(補足) 
主たる商品又は製品が土石に該当する土質改良プラント等の工場等については、敷地
内において商品又は製品の原材料となる土石を堆積する場合や、商品又は製品である
土石を堆積する場合のいずれについても、盛土規制法の規制対象となる。 

商品又は製品の 

原材料となる土石 

土石に該当しない商品 

又は製品を製造する工場等 
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2.4 みなし許可 

【法律】 

（許可の特例） 

第十五条 略 

２ 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に

ついて当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法（昭和四十三年

法律第百号）第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたときは、当該宅

地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を

受けたものとみなす。 

 

（変更の許可等） 

第十六条 略 

２～４ 略 

５ 前条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされ

た宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二

第一項の許可又は同条第三項の規定による届出は、当該工事に係る第一項

の許可又は第二項の規定による届出とみなす。 

 

解説 

都市計画法第 29 条第 1 項、第 2 項の許可を受けて行われる工事については、

盛土規制法による許可を受けたものとみなされる。 

同様に、都市計画法に基づく変更の許可、軽微な変更の届出についても、盛土

規制法によるものとみなされる。 

みなし許可となる工事は、盛土規制法に基づく以下の措置が必要となる。 

 

[みなし許可となった場合の必要な措置] 

・定期報告 

・中間検査の受検 

・標識の掲示 
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2.5 関係法令等 

盛土規制法は、盛土等による災害防止を目的として規制を行うものだが、盛土

等の行為は、災害以外にも様々な影響を及ぼす可能性がある。 

自然環境の保全や、良好なまちづくり等の観点から、盛土規制法以外の法令に

おいて、盛土等の行為について許可を要する場合がある。 

関係する主な法令及び条例は以下の表のとおりだが、記載されているものに

限らず、道路法、河川法、下水道法、民法等の法令により認可、許可、届出、同

意等を要することがあるので、それぞれの手続を行い、他法令や条例を含めた違

反がないよう、入念に確認すること。 

 

表 2.5 盛土規制法関係法令等及び担当課一覧 

法令等 担当課 

都市計画法 
都市計画課 

宅地開発事業の基準に関する条例 

自然公園法 自然保護課 

建築基準法 建築指導課 

森林法 
森林課 

千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例 

砂利採取法  

採石法 産業振興課 

千葉県土採取条例  

農地法 
農地・農村振興課 

農業振興地域の整備に関する法律 

砂防法 
河川環境課 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

土壌汚染対策法 水質保全課 

地すべり等防止法 

河川整備課 

森林課 

耕地課 

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災

害の発生の防止に関する条例 ヤード・残土対策課 

千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例 
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第3章 土地の保全等 

3.1 土地の保全等 

【法律】 

（土地の保全等） 

第二十二条 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者

は、宅地造成等（宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。

次項及び次条第一項において同じ。）に伴う災害が生じないよう、その土地

を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 

２ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等

に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の

所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は

改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧

告することができる。 

 

（改善命令） 

第二十三条 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成

若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されてお

らず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のた

め必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるために、これ

を放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認め

られるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、か

つ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度に

おいて、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理者

又は占有者（次項において「土地所有者等」という。）に対して、相当の猶

予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は

土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、土地所有者等以外の者の宅地造成等に関する不完

全な工事その他の行為によつて同項の災害の発生のおそれが生じたことが

明らかであり、その行為をした者（その行為が隣地における土地の形質の変

更又は土石の堆積であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項にお

いて同じ。）に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認

められ、かつ、これを行わせることについて当該土地所有者等に異議がない

ときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又

は一部を行うことを命ずることができる。 

３ 第二十条第五項から第七項までの規定は、前二項の場合について準用す

る。 
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解説 

本条は、宅地造成等に関する工事を行った土地の保全等に関する規定である。

規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴い崖崩れ等の

災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければ

ならないことが義務づけられている。この義務が十分に果たされず、その土地が

危険な状態となっている場合には、許可権者は土地の所有者、管理者又は占有者

等に対して、宅地造成等に伴う災害の防止のため、その程度に応じて防災措置を

とることを勧告し、改善されない場合は命令することがある。 

 

 
 

 

3.1.1 維持管理の主体 

盛土等の維持管理は、土地所有者等が行うこと。土地所有者等が複数に分かれ

る場合は、各所有者が自らの土地を維持管理するとともに、互いに連携しながら

盛土等全体を維持管理することが重要である。 

 

 

 

 

3.1.2 維持管理の方法 

盛土等の維持管理として、日常的に点検や清掃を実施し、必要に応じて補修等

を行うこと。 

点検は、目視により、盛土や擁壁の変状や湧水等の発現、経時変化や進行性

の有無等を、適切な頻度で確認することが望ましい。また、清掃は、施設の機

能維持を目的に、排水溝の枯葉除去等を行うことが望ましい。 

 

 

(補足) 
規制区域の指定前に工事が行われた土地についても、保全の努力義務の対象である。 

<参考> 
盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説（国土交通省・農林水産省・林野庁、令
和 5年 5月） 
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第4章 許可申請等の手続き 

4.1 手続きの流れ 

宅地造成等に関する工事の手続きの流れを図 4.1に示す。 

千葉県では、通常の場合（都市計画法による開発許可を要しない工事の場合）、

みなし許可の場合（都市計画法による開発許可を要する工事の場合）の２通りの

申請手続きがあるため、それぞれの手続きの流れに従い申請等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 宅地造成等に関する工事の申請等の手続きフロー図 

  

規模等の要件を 
満たさない場合 

事前相談 
周辺住民への周知 

土地所有者等の同意取得 
関係市町村への概要説明 

許可申請書の提出 

申請内容の審査 

許可証の交付 

＜通常の場合＞ 

完了検査 

定期報告 

中間検査 

工事着手 

工事完了 

全員 

中間検査 

定期報告 
 

盛土規制法の許可を受けた
ものと見なされた工事であ
っても、規模等の要件を満
たす場合は、定期報告、中
間検査が必要となる。 

規模等の要件を 
満たさない場合 

盛土規制法に基づく住民周知や 
土地所有者等全員の同意は不要 

開発許可申請書の提出 

申請内容の審査 

開発許可通知 

＜みなし許可の場合＞ 

都市計画法の完了検査 

工事着手 

工事完了 

都市計画法に基づく土地所
有者等の相当数の同意は必
要 

都市計画法の開発許可を受
けた工事は、盛土規制法の
許可を受けたものとみなさ
れる。 
⇒別途、盛土規制法の許可
を受ける必要はない 

都市計画法の完了検査の検
査済証は、盛土規制法の完
了検査の検査済証とみなさ
れる。 
⇒別途、盛土規制法の完了
検査を受ける必要はない。 
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4.1.1 通常の場合 

通常の場合 （都市計画法による開発許可を要しない工事の場合）は、以下に示

す区分に応じて申請等の手続きを行う（表 4.1、図 4.2 参照）。なお、土石の堆

積に関する工事は、全て通常の場合に含まれる。 

 

表 4.1 許可申請等を所管する窓口と取り扱う手続き（通常の場合） 

区分 窓口 手続き 

市原市以外 面積１ha以上 宅地安全課 許可申請 

中間検査申請・定期報告 

完了検査申請 

面積１ha未満 地域振興事務所 

市原市 宅地安全課 

※面積とは、工事をする土地（第１章参照）の面積をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2 宅地造成等に関する工事の申請等の手続きフロー図（通常の場合） 

  

申請等手続 ～通常の場合～ 

事前相談 

周辺住民に工事の内容を事前周知 
（説明会等） 
土地所有者等全員の同意を得る 

（同意書の取得） 

①申請前 

②申 請 

審査 

③許 可 

工事着手 

④定期報告 

⑤中間検査 

⑥完了検査 

工事完了 

完了検査申請書を県に提出 
↓ 

完了検査の実施 
↓ 

完了検査済証を交付 

許可証を交付 
（不許可の場合は、その旨を文書
で通知） 

中間検査申請書を県に提出 
↓ 

中間検査の実施 
↓ 

中間検査合格証を交付 

許可時点から３ヶ月ごとに
定期報告書を県に提出 

工事完了から 
４日以内 

一定の規模を超える 
    ＋    工事のみ 
特定の工程を含む 

一定の規模を超える工事のみ 
対象工程完了 
から４日以内 

許可申請書を県に提出 

周知や同意の事実を証する 
書類を添付 
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4.1.2 みなし許可の場合 

みなし許可の場合（都市計画法による開発許可を要する工事の場合）は、以下

に示す区分に応じて申請等の手続きを行う（表 4.2、図 4.3参照）。 

 

表 4.2 許可申請等を所管する窓口と取り扱う手続き（みなし許可の場合） 

区分 窓口 手続き 

我孫子市、市川市、印西市、鎌ケ谷

市、木更津市、佐倉市、白井市、流

山市、習志野市、成田市、野田市、

松戸市及び八千代市 

各市 許可申請 

中間検査申請・定期報告 

完了検査申請 

市原市、浦安市、大網白里市及び袖

ケ浦市 

各市 許可申請 

完了検査申請 

宅地安全課 中間検査申請・定期報告 

上記以外の市町村 面積１ha以上 宅地安全課 許可申請 

中間検査申請・定期報告 

完了検査申請 面積１ha未満 土木事務所 

※面積とは、開発区域の面積をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3 宅地造成等に関する工事の申請等の手続きフロー図(みなし許可の場合) 

  

申請等手続 ～みなし許可の場合～ 

①申請前 

②申 請 

審査 

③許 可 

④定期報告 

⑤中間検査 

⑥完了検査 

工事完了 

一定の規模を 
超える工事のみ 

許可申請書を県に提出 

都市計画法の開発許可申請書を提出 
⇒我孫子市､市川市､市原市､印西市､浦安市､

大網白里市､鎌ケ谷市､木更津市､佐倉市､白井
市､袖ケ浦市､流山市､習志野市､成田市､野田市､
松戸市､八千代市の地域内の工事は各市に提出 
 ⇒上記以外は県に提出 

開発許可通知書を交付 
⇒都市計画法の開発許可を受けた工事は､盛

土規制法の許可を受けたものとみなされる｡そ
のため､別途､盛土規制法の許可を受ける必要は
ない。 

許可時点から３か月ごとに定期報告書
を提出 
⇒我孫子市､市川市､印西市､鎌ケ谷市､木更津

市､佐倉市､白井市､流山市､習志野市､成田市､野
田市､松戸市､八千代市の地域内の開発工事は各
市に提出 
 ⇒上記以外は県に提出 

盛土規制法に基づく 
住民周知や所有者同意 

は不要 

都市計画法に基づく
土地所有者等の相当
数の同意は必要 

工事着手 

中間検査申請書を提出 
⇒我孫子市､市川市､印西市､鎌ケ谷市､木更津市､
佐倉市､白井市､流山市､習志野市､成田市､野田市､
松戸市､八千代市の地域内の工事は各市に提出 
 ⇒上記以外は県に提出 

↓ 
中間検査の実施 

↓ 
中間検査合格証を交付 

都市計画法の完了届を提出 
⇒我孫子市､市川市､市原市､印西市､浦安市､大

網白里市､鎌ケ谷市､木更津市､佐倉市､白井市､袖
ケ浦市､流山市､習志野市､成田市､野田市､松戸市､
八千代市の地域内の工事は各市に提出 
 ⇒上記以外は県に提出 

↓ 
完了検査の実施 

↓ 
完了検査済証を交付 

 ↓都市計画法の検査済証は､盛土規制法の検査済
証とみなされる｡そのため､別途､盛土規制法の完
了検査を受ける必要はない｡ 

一定の規模を超える 
    ＋    工事のみ 
特定の工程を含む 

対象工程完了 
から４日以内 

工事完了から 
４日以内 
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4.2 標準処理期間 

標準処理期間とは、申請が行政庁に到達してから行政庁が当該申請に対する

処分を行うまでに、通常要する期間のことである。事前相談に要する期間や、申

請後の不備の訂正等に要する期間は含まない。また、標準処理期間の日数は開庁

日で計算し、土曜日、日曜日及び祝祭日等は含まない。標準処理期間は、あくま

で標準的な処理期間であり、申請内容等によっては、実際の処理日数が標準処理

期間を超える場合もある。 

県では、標準処理期間を表 4.3のように定めている。 

 

表 4.3 標準処理期間 

事務 標準処理期間（日） 

宅地造成又は 

特定盛土等 

工事の許可 
５㏊超 60 

５㏊以下 45 

工事の変更の許可 
５㏊超 60 

５㏊以下 45 

土石の堆積 
工事の許可 30 

工事の変更の許可 30 

・面積とは、工事をする土地（第１章参照）の面積をいう 

・千葉県の休日に関する条例第１条に定める県の休日は含まない 

・申請手数料が納付されるまでの期間は含まない 

・申請書類の補正を指示した日から修正後の書類提出までの期間は含まない 

・不備がなくとも、必要な審査資料の追加を求めた場合、その日から応答があるまでの期

間は含まない 

・申請者の都合により変更等行う場合の修正等に要する期間は含まない 

・事前調整に要する期間は含まない 
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4.3 許可申請に必要な書類等 

許可申請は、所定の様式に必要書類等を添付したものを提出することにより

行う。紙による申請の場合は、正本１部、副本３部の計４部を提出しなければな

らない。なお、宅地造成等に係る土地の所在地が２以上の市町村の管轄区域にわ

たる場合には、正本１部と、当該土地を管轄する市町村及び地域振興事務所の数

に１を加えて得た部数の副本を提出すること。なお、施行区域が千葉市、船橋市、

柏市、または他都県にまたがる場合は、対応について早めに相談すること。 

なお、申請書及び添付書類等に記載された個人情報は、盛土規制法の運用を目

的として、関係機関（関係自治体、関係法令の所管部局等）への情報提供及び許

可情報の公表に利用する。 

 

 

4.3.1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の必要書類等 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な書類等は、表 4.4～

表 4.7のとおりである。 

官公庁等が発行する書類及び実務経験証明書については、取得から３か月以

内のものを提出すること。 

 

 

4.3.2 土石の堆積に関する工事の必要書類等 

土石の堆積に関する工事の許可申請に必要な書類等は、表 4.8～表 4.9のとお

りである。 

官公庁等が発行する書類については、取得から３か月以内のものを提出する

こと。 
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表 4.4 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な書類（1/4） 

◎：必須書類 〇：工事内容に応じて必要となる書類 

綴
じ
順 

書類の種類 

 
根拠規定 内容 備考 

書類の

要否 

１ 許可申請書    

  省令第７

条第１項 

□許可申請書  
◎ 

２ 申請者確認書類   

  省令第７

条第１項

第７号、

第８号 

申請者が個人の場合 

□氏名及び住所を証する書類 

氏名及び住所を証する書類

（本人確認書類）は、住民票

の写し、個人番号カード（表

面のみ）、運転免許証、運転経

歴証明書(交付年月日が平成

24 年４月１日以降のものに

限る。)、在留カード、又は特

別永住者証明書のいずれか

とすること 

◎ 
申請者が法人の場合 

□登記全部事項証明書 

□役員の氏名及び住所を証する書類 

３ 権利者全ての同意を得たことを証する書類   

  省令第７

条第１項

第 10 号 

□公図の写し 

□土地登記全部事項証明書 

□権利関係者一覧表 

□権利者の同意を証する書類 

□同意者の印鑑登録証明書 

 

◎ 

４ 申請者の資力・信用確認書類   

  省令第７

条第１項

第９号、

第 12 号 

□資金計画書 

□誓約書 

□事業経歴書 

□納税証明書 

□残高証明又は融資証明 

□工事請負契約書の写し 

納税証明書については、申請

者が個人の場合は前年の所

得税、申請者が法人の場合は

前年の法人税の証明書を添

付すること ◎ 

申請者が法人の場合 

□財務諸表 
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表 4.5 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な書類（2/4） 

◎：必須書類 〇：工事内容に応じて必要となる書類 

綴
じ
順 

書類の種類 

 
根拠規定 内容 備考 

書類の 

要否 

５ 施行者の能力を証する書類   

  省令第７

条第１項

第 12 号 

□事業経歴書 

□建設業許可通知書の写し又は建設業許可

証明書（建設業法の許可が必要な工事を

行う場合に限る） 

□当該工事に係る契約書の写し 

必要書類は工事施行者

により異なるため、5.4 

を参照すること 

◎ 
施行者が個人の場合 

□住民票の写し 

施行者が法人の場合 

□登記全部事項証明書 

６ 設計者の資格を証する書類   

  省令第７

条第１項

第５号 

□卒業証明書 

□大学院に１年以上在学したことの証明書 

□宅地造成技術講習会修了証書 

□実務経験証明書 

□資格証明書（技術士又は一級建築士） 

高さが５ｍを超える擁

壁の設置、盛土又は切土

をする土地の面積が

1,500 ㎡を超える土地

における排水施設の設

置を措置する場合に必

要 

必要書類は設計者によ

り異なるため、5.6 を参

照すること 

○ 

７ 周辺住民への周知を行ったことを証する書類   

  省令第７

条第１項

第 11 号 

□周知措置報告書  

◎ 

８ 現況写真    

  省令第７

条第１項

第６号 

□盛土又は切土をしようとする土地及びそ

の付近の状況を明らかにする写真 

 

◎ 
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表 4.6 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な書類（3/4） 

◎：必須書類 〇：工事内容に応じて必要となる書類 

綴
じ
順 

書類の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 
書類の 

要否 

９ 位置図 
・方位 

・道路及び目標となる地物 
1/10,000 以上  ◎ 

10 地形図 
・方位 

・土地の境界線 
1/2,500 以上 

等高線は、２ｍの標高差

を示すものとすること 
◎ 

11 

土地の 

平面図 

（造成計画

平面図） 

・方位 

・土地の境界線 

・申請区域線 

・盛土又は切土をする土地

の部分 

・崖 

・擁壁 

・崖面崩壊防止施設 

・排水施設 

・地滑り抑止ぐい又はグラ

ウンドアンカーその他

の土留の位置 

・予定建築物がある場合は

その建築物 

・その他設置する構造物 

1/2,500 以上 

断面図を作成した箇所

に断面図と照合できる

ように記号を付するこ

と 

植栽、芝張り等の措置を

行う必要がない場合は、

その旨を付すること 

擁壁、崖面崩壊防止施設

及び排水施設は、申請書

と照合できるように番

号を付すること 

◎ 

12 

土地の 

断面図 

(造成計画断

面図) 

・盛土又は切土をする前後

の地盤面 

・申請区域線 

・擁壁 

・その他設置する構造物 

1/2,500 以上 

標準的な断面及び標準

的な断面と状況が異な

る各断面について断面

図を作成すること 

◎ 

13 求積図 

・施行区域全体の面積 

・盛土又は切土をする土地

の部分の面積 

指定なし  ◎ 

14 

排水施設の 

平面図 

（排水施設

計画平面図） 

・方位 

・申請区域線 

・各排水施設の位置、種類、

材料、形状、内法寸法、

勾配 

・水の流れの方向 

・吐口の位置 

・放流先の名称 

・予定建築物がある場合は

その建築物 

1/500 以上 
排水施設を設置する場

合に必要となる図面 
○ 

15 
排水関係縦

断図 

・各配水系統ごとの縦断 

・マンホールの位置 

・勾配、計画高、土被り高 

1/500 以上 
排水施設を設置する場

合に必要となる図面 
〇 

16 崖の断面図 

・崖の高さ及び勾配 

・土質（土質の種類が２以

上であるときは、それぞ

れの土質及びその地層

の厚さ） 

・盛土又は切土をする前の

地盤面 

・崖面の保護の方法 

1/50 以上 

崖が生じる場合に必要

となる図面 

擁壁で覆われる崖面に

ついては、土質に関する

事項は示すことを要し

ない 

○ 
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表 4.7 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な書類（4/4） 

◎：必須書類 〇：工事内容に応じて必要となる書類 

綴
じ
順 

書類の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 
書類の 

要否 

17 

擁壁の 

断面図 

( 擁 壁 構 造

図) 

・擁壁の寸法、勾配 

・擁壁の材料の種類及び寸法 

・裏込めコンクリートの寸法 

・透水層の位置及び寸法 

・擁壁を設置する前後の地盤

面 

・基礎地盤の土質 

・基礎ぐいの位置、材料及び

寸法 

1/50 以上 
擁壁を設置する場合に必

要となる図面 
○ 

18 

擁壁の 

背面図 

（擁壁展開

図） 

・擁壁の高さ 

・水抜穴の位置、材料及び内

径 

・透水層の位置及び寸法 

1/50 以上 
擁壁を設置する場合に必

要となる図面 
○ 

19 

崖面崩壊防

止施設の断

面図 

（崖面崩壊

防止施設の

構造図） 

・崖面崩壊防止施設の寸法及

び勾配 

・崖面崩壊防止施設の材料の

種類及び寸法 

・崖面崩壊防止施設を設置す

る前後の地盤面 

・基礎地盤の土質 

・透水層の位置及び寸法 

1/50 以上 

崖面崩壊防止施設を設置

する場合に必要となる図

面 

○ 

20 

崖面崩壊防

止施設の背

面図 

（崖面崩壊

防止施設の

展開図） 

・崖面崩壊防止施設の寸法 

・水抜穴の位置、材料及び内

径 

・透水層の位置及び寸法 

1/50 以上 

崖面崩壊防止施設を設置

する場合に必要となる図

面 

水抜穴及び透水層に係る

事項については、必要に

応じて記載すること 

○ 

21 各種構造図 ・排水施設、道路等の各構造 1/50 以上 
各種構造物を設置する場

合に必要となる図面 
〇 

綴
じ
順 

書類の種類 

 
根拠規定 内容 備考 

書類の 

要否 

22 安定計算書    

  省令第７

条第１項

第３号、

第４号 

□土質試験等に基づく盛土等の安定計算

書 

（下記の①～④に該当す

る場合に必要となる書

類） 

①長大法（盛土高 10ｍ超） 

②崖面を擁壁で覆わない

場合 

③谷埋め型大規模盛土造

成地及び腹付け型大規

模盛土造成地 

④標準形状以外の盛土、

切土で必要のある場合 

○ 

23 構造計算書   

  省令第７

条第１項

第２号 

□擁壁の設計書 

□基礎補強の計算書 

鉄筋コンクリート造等擁

壁を設置する場合に必要

となる書類 

○ 

24 排水能力を確認する書面   

  省令第７

条第１項

第 12 号 

□排水計算書 

□排水端末の接続許可を証する書類 

排水施設を設置する場合

に必要となる書類 ○ 
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表 4.8 土石の堆積に関する工事の許可申請に必要な書類（1/2） 

◎：必須書類 〇：工事内容に応じて必要となる書類 

綴
じ
順 

書類の種類 

 
根拠規定 内容 備考 

書類の

要否 

１ 許可申請書    

  省令第７条第

２項 

□土石の堆積に関する工事の

許可申請書 

 
◎ 

２ 申請者確認書類    

  省令第７条第

２項第５号、

第６号 

申請者が個人の場合 

□氏名及び住所を証する書類 

氏名及び住所を証する書類（本人

確認書類）は、住民票の写し、個人

番号カード（表面のみ）、運転免許

証、運転経歴証明書(交付年月日が

平成 24年４月１日以降のものに限

る。)、在留カード、又は特別永住

者証明書のいずれかとすること 

◎ 申請者が法人の場合 

□登記全部事項証明書 

□役員の氏名及び住所を証す

る書類 

３ 権利者全ての同意を得たことを証する書類   

  省令第７条第

２項第８号 

□公図の写し 

□土地登記全部事項証明書 

□権利関係者一覧表 

□権利者の同意を証する書類 

□同意者の印鑑登録証明書 

 

◎ 

４ 申請者の資力・信用確認書類   

  省令第７条第

２項第７号、

第 10 号 

□資金計画書 

□誓約書 

□事業経歴書 

□納税証明書 

□残高証明又は融資証明 

□工事請負契約書の写し 

納税証明書については、申請者が

個人の場合は前年の所得税、申請

者が法人の場合は前年の法人税の

証明書を添付すること 
◎ 

申請者が法人の場合 

□財務諸表 

５ 施行者の能力を証する書類   

  省令第７条第

２項第 10 号 

□事業経歴書 

□建設業許可通知書の写し又

は建設業許可証明書（建設

業法の許可が必要な工事を

行う場合に限る） 

□当該工事に係る契約書の写

し 

必要書類は工事施行者により異な

るため、5.4 を参照すること 

◎ 

施行者が個人の場合 

□住民票の写し 

施行者が法人の場合 

□登記全部事項証明書 

６ 周辺住民への周知を行ったことを証する書類   

 

 

 省令第７条第

２項第９号 

□周知措置報告書  
◎ 

７ 現況写真    

  省令第７条第

２項第４号 

□土石の堆積を行おうとする

土地及びその付近の状況を

明らかにする写真 

 

◎ 
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表 4.9 土石の堆積に関する工事の許可申請に必要な書類（2/2） 

◎：必須書類 〇：工事内容に応じて必要となる書類 

 
書類の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

書類の 

要否 

８ 位置図 

・方位 

・道路及び目標

となる地物 

1/10,000 以上 

 

◎ 

９ 地形図 
・方位 

・土地の境界線 
1/2,500 以上 

等高線は、２ｍの標高差を示す

ものとすること 
◎ 

10 
土地の 

平面図 

・方位 

・土地の境界線 

・作業構台等 

・空地の位置 

・柵等の位置 

・排水施設（側

溝等） 

・土砂の流出防

止措置 

1/500 以上 

断面図を作成した箇所に断面

図と照合できるように記号を

付すること 

空地、雨水その他の地表水によ

る堆積した土石の崩壊を防止

するための措置及び堆積した

土石の崩壊に伴う土砂の流出

を防止する措置については、申

請書と照合できるように番号

を付すること 

◎ 

11 
土地の 

断面図 

・土石の堆積を

行う土地の地

盤面 

1/500 以上 

 

◎ 

12 求積図 

・土石の堆積を

行う土地の部

分 

指定なし 

 

◎ 

13 各種構造図 
・排水施設等の

各構造 
1/50 以上 

各種構造物を設置する場合に

必要となる図面 
○ 

綴
じ
順 

書類の種類 

 
根拠規定 内容 備考 

書類の 

要否 

14 土石の崩壊防止措置の設計書   

  省令第７条第２項第２号 □構台等の設計書 

□周辺の安全確保

及び柵等の設置

に関する計画 

□堆積箇所の配置

及び空地確保に

関する計画 

堆積した土石の崩壊を防止す

るための措置を講ずる場合に

必要となる書類 

○ 

15 土砂流出防止措置の設計書   

  省令第７条第２項第３号 □鋼矢板の設計書 

□土石周囲の排水、

地表水の浸透防

止措置に関する

計画 

□土石の傾斜部の

安定化に関する

計画 

土石の崩壊に伴う土砂の流出

を防止する措置を講ずる場合

に必要となる書類 

○ 
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表 4.10 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書（規則様式第二） 

作成にあたっての留意点（1/2） 

項目 留意点 

申請者氏名 

１ 工事主住所氏

名（法人役員

住所氏名） 

・工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその

工事をする者を記入すること。 

・法人の場合、「申請者氏名」欄には、当該法人の名称及び代表

者氏名を記入すること。また、「１ 工事主住所氏名（法人役

員住所氏名）」欄には、当該法人の住所、名称及び代表者氏名

を記入するほか、当該法人の役員住所氏名も記入すること。

（記入欄に書ききれない場合は、別紙を作成すること。） 

・工事等で発生した残土を残土処分場等へ持ち込む場合、当該

残土処分場等を営む事業者が申請者となる場合がある。 

２ 設計者住所氏

名 

・法人の場合、当該法人の住所、名称及び代表者氏名を記入す

ること。 

３ 工事施行者住

所氏名 

・工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする

者を記入すること。 

・法人の場合、当該法人の住所、名称及び代表者氏名を記入す

ること。 

４ 土地の所在地

及び地番（代

表地点の緯度

経度） 

・申請地内の全ての土地について、地番まで記入すること。 （記

入欄に書ききれない場合は、別紙を作成すること。） 

・申請地が複数工区に分かれる場合は、工区別に工区内の全て

の土地について、地番まで記入すること。（記入欄に書ききれ

ない場合は、別紙を作成すること。） 

・代表地点の緯度経度は申請地の中心地点を基本とし、世界測

地系に従って測量すること。秒については小数第二位を四捨

五入し、小数第一位までを記入すること。 

５ 土地の面積 ・本手引き第１章の「施行区域」の面積を記載すること。 

・申請地を複数工区に分けたときは、工区毎に面積を記入する

こと。 

６ 工事着手前の

土地利用状況 

・工事着手前の土地利用状況について、具体的に記載すること。 

７ 工事完了後の

土地利用 

・工事完了後の土地利用については、建築物等の建築の有無等

の具体的な内容まで含めて具体的に記載すること。 

８ 盛土のタイプ ・盛土のタイプは次の分類から選択すること。（複数選択可） 

（１）平地盛土：勾配 1/10以下の平坦地において行われる盛土

で、谷埋め盛土に該当しないもの 

（２）腹付け盛土：勾配 1/10 超の傾斜地盤上において行われる

盛土で、谷埋め盛土に該当しないもの 

（３）谷埋め盛土：谷や沢を埋め立てて行う盛土 

９ 土地の地形 ・「渓流等」への該当の有無に○を付けること。「渓流等」の定

義については、本手引きの第７章を参照すること。 
ｓ 
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表 4.11 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書（規則様式第二） 

作成にあたっての留意点（2/2） 

項目 留意点 

10 工事の概要 イ 盛土又は切土の高さ 

・盛土又は切土の高さの定義については、本手引き第１章を

参照すること。 

ロ 盛土又は切土をする土地の面積 

・本手引き第１章の「工事をする土地」の面積を記載するこ

と。 

ハ 盛土又は切土の土量 

・盛土又は切土の土量を記載すること。 

ニ 擁壁 

・番号欄には通し番号を記載すること。なお、この番号は、

土地の平面図や擁壁の断面図などの図面と整合させるこ

と。 

ホ 崖面崩壊防止施設 

・番号欄には通し番号を記載すること。なお、この番号は、

土地の平面図や崖面崩壊防止施設の断面図などの図面と整

合させること。 

ヘ 排水施設 

・番号欄には通し番号を記載すること。なお、この番号は、

土地の平面図や排水施設の平面図などの図面と整合させる

こと。 

ト 崖面の保護の方法 

・政令第 15条第１項に掲げる措置を取る場合は、その方法を

記載すること。 

チ 崖面以外の地表面の保護の方法 

・政令第 15条第２項に掲げる措置を取る場合は、その方法を

記載すること。 

リ 工事中の危害防止のための措置 

・工事施行中の防災対策について記載すること。 

ヌ その他の措置 

・必要に応じて記載すること。 

ル 工事着手予定年月日 

・工事着手予定年月日を記載すること。 

ヲ 工事完了予定年月日 

・工事完了予定年月日を記載すること。 

ワ 工程の概要 

・必要に応じて、工程表を添付すること。 

11 その他必要な

事項 

・他法令による許認可の状況をすべて記入すること。 

・現場管理者の氏名又は名称と連絡先を記入すること。 
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表 4.12 土石の堆積に関する工事の許可申請書（規則様式第四） 

作成にあたっての留意点（1/2） 

項目 留意点 

申請者氏名 

１ 工事主住所

氏名（法人

役員住所氏

名） 

・工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工

事をする者を記入すること。 

・法人の場合、「申請者氏名」欄には、当該法人の名称及び代表

者氏名を記入すること。また、「１ 工事主住所氏名（法人役

員住所氏名）」欄には、当該法人の住所、名称及び代表者氏名

を記入するほか、当該法人の役員住所氏名も記入すること。

（記入欄に書ききれない場合は、別紙を作成すること。） 

２ 設計者住所

氏名 

・法人の場合、当該法人の住所、名称及び代表者氏名を記入する

こと。 

３ 工事施行者

住所氏名 

・工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者

を記入すること。 

・法人の場合、当該法人の住所、名称及び代表者氏名を記入する

こと。 

４ 土地の所在

地及び地番 

（代表地点の

緯度経度） 

・申請地内の全ての土地について、地番まで記入すること。 （記入

欄に書ききれない場合は、別紙を作成すること。） 

・申請地が複数工区に分かれる場合は、工区別に工区内の全ての

土地について、地番まで記入すること。（記入欄に書ききれない

場合は、別紙を作成すること。） 

・代表地点の緯度経度は申請地の中心地点を基本とし、世界測地

系に従って測量すること。秒については小数第二位を四捨五入

し、小数第一位までを記入すること。 

５ 土地の面積 ・本手引き第１章の「施行区域」の面積を記載すること。 

・申請地を複数工区に分けたときは、工区毎に面積を記入するこ

と。 

６ 工事の目的 ・継続的な土石の搬出入が見込まれるストックヤードとして運用

を行うか否かや、工事の現場間での土石の流用のための一時的

な堆積であるか否かなどの、土石の堆積を行う目的を記載する

こと。 

  



 

4-15 

表 4.13 土石の堆積に関する工事の許可申請書（規則様式第四） 

作成にあたっての留意点（2/2） 
項目 留意点 

７ 工事の概要 イ 土石の堆積の最大堆積高さ 

・工事予定期間中に最も高く土石の堆積を行う際の高さを記載

すること。 

・土石の堆積の高さの定義については、本手引き第１章を参照

すること。 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 

・本手引き第１章の「工事をする土地」の面積を記載すること。 

ハ 土石の堆積の最大堆積土量 

・工事予定期間中に最も多くの土石の堆積を行う際の土量を記

載すること。 

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾配 

・土地の勾配の考え方については本手引き第２章を参照するこ

と。 

ホ 勾配が 10 分の１を超える土地における堆積した土石の崩壊

を防止するための措置 

・省令第 32条に掲げる措置を取る場合は、その方法を記載する

こと。 

ヘ 土石の堆積を行う土地における地盤の改良その他の必要な措

置 

・政令第 19条第１項第２号に掲げる措置を取る場合は、その方

法を記載すること。 

ト 空地の設置 

・番号欄には通し番号を記載すること。なお、この番号は、土地

の平面図と整合させること。 

チ 雨水その他の地表水を有効に排除する措置 

・政令第 19条第１項第５号に掲げる措置を取る場合は、その方

法を記載すること。 

リ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置 

・省令第 34条に掲げる措置を取る場合は、その方法を記載する

こと。 

・鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ

番号、種類、高さ及び延長を記入すること。なお、この番号は、

土地の平面図と整合させること。 

ヌ 工事中の危害防止のための措置 

・工事施行中の防災対策について記載すること。 

ル その他の措置 

・必要に応じて記載すること。 

ヲ 工事着手予定年月日 

・工事着手予定年月日を記載すること。 

ワ 工事完了予定年月日 

・工事完了予定年月日を記載すること。 

カ 工程の概要 

・必要に応じて、工程表を添付すること。 

８ その他必要

な事項 

・他法令による許認可の状況をすべて記入すること。 

・現場管理者の氏名又は名称と連絡先を記入すること。 
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4.4 代理申請 

申請書の提出を申請者以外が行うときは、前述の書類等に加えて委任状が必

要である。 

代理の範囲は、申請書類の提出及び連絡調整に限られる。行政書士法において、

行政書士又は行政書士法人でない者が、業として官公署に提出する書類を作成

する業務を行うことは禁止されている（他の法律に別段の定めがある場合を除

く）。 

委任状⇒参考様式 

 

 

  

(補足) 
盛土規制法における設計図書の作成は、行政書士ではなく有資格者が行う必要がある。 
建築を伴う場合には、建築士による書類作成の代理も可能である。（建築士法第 21条） 
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4.5 申請手数料 

申請に当たっては手数料が必要となる。手数料の額は表 4.14のとおりである。 

 

表 4.14 事務別申請手数料① 

1 宅地造成又は特定盛土等 

 (1) 工事の許可(法第 12条第１項) 

 盛土又は切土をする土地の面積 手数料 

 500㎡以内 １件につき 16,000円 

 500㎡超 1,000㎡以内 １件につき 28,000円 

 1,000㎡超 2,000㎡以内 １件につき 40,000円 

 2,000㎡超 3,000㎡以内 １件につき 59,000円 

 3,000㎡超 5,000㎡以内 １件につき 68,000円 

 5,000㎡超 10,000㎡以内 １件につき 93,000円 

 10,000㎡超 20,000㎡以内 １件につき 149,000円 

 20,000㎡超 40,000㎡以内 １件につき 230,000円 

 40,000㎡超 70,000㎡以内 １件につき 361,000円 

 70,000㎡超 100,000㎡以内 １件につき 510,000円 

 100,000㎡超 １件につき 660,000円 

(2) 工事の変更の許可(法第 16条第 1項) 

 １件につき、一から三までの合計額。ただし、合計額が 660,000円を超

えるときは、660,000円 

項目 手数料 

一 工事の設計の変更 宅地造成又は特定盛土等工事許可申請手数

料の 10分の１ 

二 新たな土地の編入に係

る工事の設計の変更 

新たな土地の面積に応じ、宅地造成又は特

定盛土等工事許可申請手数料と同額 

三 その他の変更 10,000円 
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表 4.15 事務別申請手数料② 

2 土石の堆積 

 (1) 工事の許可(法第 12条第１項) 

 

土石の堆積を行う土地の面積 手数料 

500㎡以内 １件につき 11,000円 

500㎡超 1,000㎡以内 １件につき 14,000円 

1,000㎡超 2,000㎡以内 １件につき 16,000円 

2,000㎡超 3,000㎡以内 １件につき 20,000円 

3,000㎡超 5,000㎡以内 １件につき 29,000円 

5,000㎡超 10,000㎡以内 １件につき 33,000円 

10,000㎡超 20,000㎡以内 １件につき 39,000円 

20,000㎡超 40,000㎡以内 １件につき 54,000円 

40,000㎡超 70,000㎡以内 １件につき 74,000円 

70,000㎡超 100,000㎡以内 １件につき 112,000円 

100,000㎡超 １件につき 137,000円 

 (2) 工事の変更の許可(法第 16条第１項) 

  １件につき、一から三までの合計額。ただし、合計額が 137,000円を超え

るときは、137,000円 

  項目 手数料 

  一 工事の設計の変更 土石の堆積工事許可申請手数料の 10分の１ 

  二 新たな土地の編入に係

る工事の設計の変更 

新たな土地の面積に応じ、土石の堆積工事許

可申請手数料と同額 

  三 その他の変更 10,000円 

 

 

表 4.16 事務別申請手数料③ 

3 中間審査(法第 18条第１項) 

 盛土又は切土をする土地の面積 手数料 

3,000㎡以内 １件につき 3,100円 

3,000㎡超 20,000㎡以内 １件につき 6,200円 

20,000㎡超 40,000㎡以内 １件につき 12,400円 

40,000㎡超 70,000㎡以内 １件につき 24,900円 

70,000㎡超 100,000㎡以内 １件につき 43,600円 

100,000㎡超 １件につき 62,300円 
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4.6 許可証の交付又は不許可の通知 

【法律】 

（許可証の交付又は不許可の通知） 

第十四条 都道府県知事は、第十二条第一項の許可の申請があつたときは、遅滞

なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許

可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知

しなければならない。 

３ 宅地造成等に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、す

ることができない。 

４ 第二項の許可証の様式は、主務省令で定める。 

 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 略 

２ 略 

３ 都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必

要な条件を付することができる。 

４ 略 

 

解説 

盛土規制法に基づく許可が必要な工事については、許可証が交付されるまで

工事に着手することはできない。 

工事の着手とは、宅地造成又は特定盛土等の場合は盛土又は切土の行為に着

手することを指す。請負契約の締結又はそれに基づく労務者の雇入れ、若しくは

資材の購入、看板や柵の設置等の行為は、工事の着手とは扱わない。 

審査の結果、許可申請の内容が法で定める基準に適合しているときは、許可証

を交付する。許可に当たり、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を

付ける場合があるので、当該条件を遵守して工事を行うこと。 

不許可の場合は、その理由を明示した上で書面による通知を行う。 

 

宅地造成等に関する工事の許可は、工事の施行に伴う災害を防止するため、

表 4.17及び表 4.18に示すものを基本に、必要な条件を付した上で通知する。 
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表 4.17 許可に付する条件（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

１．宅地造成又は特定盛土等に関する工事は、申請書及び添付図書の内容に従って

行うこと。 

２．工事施行中は、危険、火災、風水害等の防止のために適切な措置を講ずるこ

と。特に、工事施行中の防災対策については、工事着手以前に関係機関と十分

協議のうえ決定し、その旨を工事施行者に周知徹底させるとともに警備体制を

確立し、防災施設工事の施行を先行する等、防災に万全の措置を講ずること。 

３．工事の施行によって、道路、河川その他公共施設を損傷したとき又は施行区域

の周辺地域の農林水産物等その他に被害を及ぼしたとき若しくは人の生活環境

が損なわれたときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者

（以下「工事主」という。）の責任において、補償又は原状回復を行うこと。 

４．従前からある公共施設の廃止、つけ替え等の工事の施行に当たっては、交通

上、用排水上その他の危険、公害、混乱等を生じないよう十分注意すること。 

５．工事の施行中において、当初設計の前提とした土質、地盤等に著しく相違した

箇所が生じた場合には、その状況を遅滞なく報告すること。 

６．軟弱な土地の造成及び盛土の造成については、あらかじめ地質調査、地耐力試

験等を十分に行い、その結果を遅滞なく報告すること。 

７．工事の施行に当たっては、現場管理者を現場に常駐させ、十分監督させるこ

と。 

８．この許可に係る工事を中止し、又は廃止する場合には、工事によって損なわれ

た公共施設の機能を速やかに回復するとともに、土地の形質の変更等によって

周辺の地域に交通、用排水上の支障をきたし、また、土砂くずれ、溢水等によ

る被害を及ぼすおそれのないように適切な措置を講ずること。 

９．工事主又は工事施行者は、別表に掲げる（Ａ）欄の工事が（Ｂ）欄の工程に達

するごとに、その他知事又は出先機関の長（以下「検査者」という。）が指示し

た工事については検査者が指示した工程に達するごとに、当該部分の位置、構

造、寸法、使用土砂等の工事施行状況が設計図書に適合していることが確認で

きる写真を撮影し、撮影年月日その他必要事項を記入して保管しておき、検査

者が提出を求めたときは、直ちにこれを提出すること。ただし、検査者が必要

がないと認めたもの及び工事完了後において外部から容易に確認できるもの

は、この限りではない。 

10．擁壁、人孔その他相当の重量のある構造物を設置する場合、その施行に当たっ

ては、設置される構造物の構造が当該箇所の地形、地質等の適合した設計であ

るか否か検討し、その安定性を確認した上で施行すること。 

11．上記のほか、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行に関する法令、条例

等を遵守するとともに、工事の施行に当たって疑義を生じたときは検査者の指

示を受けること。 

12．工事施行者が未定の状態で許可を受けた場合、工事着手までに工事施行者を決

定し、工事施行者を決定した旨及び工事施行者の能力の確認のための書類を届

け出ること。 

13．工事施行者は、工事を完成させるために必要な能力を有しつづけること。 

14．当該許可に係る工事の着手するときは、許可済の標識を施行区域内の見やすい

場所に掲示すること。 
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別表（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

(Ａ)工事区分 (Ｂ)工程 

工事施行中の 

防災措置工事 

１ 防災措置工事を完了したとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

擁壁工事 １ 根切りを完了したとき 

２ 杭打、割栗石突き固めその他基礎工事をするとき及び所要

の地耐力を確認したとき 

３ 基礎の配筋が完了したとき 

４ 壁の配筋が完了したとき 

５ 練積み造の場合、その前面の地盤の高さまで築造したとき 

６ 練積み造の場合、下端より３分の１の高さまで築造したと

き 

７ その他検査者が必要と認める工程 

崖面崩壊防止施設

工事 

１ 根切・床付け・背面地盤の処理を完了したとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

基礎地盤工事 １ 伐開、除根及び除草後の基盤処理を行うとき 

２ 軟弱な地盤の改良等の工事を行うとき 

３ 急傾斜面の段切りを行うとき 

４ その他検査者が必要と認める工程 

盛土工事 １ 締固めを行うとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

切土工事 １ 検査者が必要と認める工程 

暗渠排水管工事 １ 床掘を完了したとき 

２ 杭打、割栗石突き固めその他基礎工事をするとき 

３ 暗渠を敷設するとき 

４ その他検査者が必要と認める工程 

基盤排水層工事 １ 基盤排水層を設置する工事をするとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

水平排水層 １ 水平排水層を設置する工事をするとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

その他検査者が 

指定する工事 
１ 検査者が必要と認める工程 
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表 4.18 許可に付する条件（土石の堆積に関する工事） 

１．土石の堆積に関する工事は、申請書及び添付図書の内容に従って行うこと。 

２．工事施行中は、危険、火災、風水害等の防止のために適切な措置を講ずるこ

と。特に、工事施行中の防災対策については、工事着手以前に関係機関と十分

協議のうえ決定し、その旨を工事施行者に周知徹底させるとともに警備体制を

確立し、防災施設工事の施行を先行する等、防災に万全の措置を講ずること。 

３．工事の施行によって、道路、河川その他公共施設を損傷したとき又は施行区域

の周辺地域の農林水産物等その他に被害を及ぼしたとき若しくは人の生活環境

が損なわれたときは、土石の堆積に関する工事の許可を受けた者（以下「工事

主」という。）の責任において、補償又は原状回復を行うこと。 

４．工事の施行中において、当初設計の前提とした土質、地盤等に著しく相違した

箇所が生じた場合には、その状況を遅滞なく報告すること。 

５．軟弱な地盤の改良をした場合は、地質調査、地耐力試験等を十分に行い、その

結果を遅滞なく報告すること。 

６．工事の施行に当たっては、現場管理者を現場に常駐させ、十分監督させるこ

と。 

７．この許可に係る工事を中止し、又は廃止する場合には、工事によって損なわれ

た公共施設の機能を速やかに回復するとともに、土石の堆積によって周辺の地

域に交通、用排水上の支障をきたし、また、堆積した土石の崩壊に伴う土砂の

流出、溢水等による被害を及ぼすおそれのないように適切な措置を講ずるこ

と。 

８．工事主又は工事施行者は、別表に掲げる（Ａ）欄の工事が（Ｂ）欄の工程に達

するごとに、その他知事又は出先機関の長（以下「検査者」という。）が指示し

た工事については検査者が指示した工程に達するごとに、当該部分の位置、構

造、寸法等が設計図書に適合している状況が確認できる写真を撮影し、撮影年

月日その他必要事項を記入して保管しておき、検査者が提出を求めたときは、

直ちにこれを提出すること。ただし、検査者が必要がないと認めたもの及び工

事完了後において外部から容易に確認できるものは、この限りではない。 

９．構台、鋼矢板その他相当の重量のある構造物を設置する場合、その施行に当た

っては、設置される構造物の構造が当該箇所の地形、地質等の適合した設計で

あるか否か検討し、その安定性を確認したうえで施行すること。 

10．上記のほか、土石の堆積に関する工事の施行に関する法令、条例等を遵守する

とともに、工事の施行に当たって疑義を生じたときは検査者の指示を受けるこ

と。 

11．工事施行者が未定の状態で許可を受けた場合、工事着手までに工事施行者を決

定し、工事施行者を決定した旨及び工事施行者の能力の確認のための書類を届

け出ること。 

12．工事施行者は、工事を完成させるために必要な能力を有しつづけること。 

13．当該許可に係る工事の着手するときは、許可済の標識を施行区域内の見やすい

場所に掲示すること。 
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別表（土石の堆積に関する工事） 

(Ａ)工事区分 (Ｂ)工程 

工事施行中の 

防災措置工事 

１ 防災措置工事を完了したとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

構台等工事 １ 土石の堆積を行う面を有する構台等の設置を完了したとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

鋼矢板等工事 １ 鋼矢板等の設置を完了したとき 

２ その他検査者が必要と認める工程 

その他検査者が 

指定する工事 
１ 検査者が必要と認める工程 
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4.7 許可情報の公表 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 略 

２・３ 略 

４ 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定める

ところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される

土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村

長に通知しなければならない。 

 

【省令】 

（宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法） 

第九条 法第十二条第四項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。次

条において同じ。）の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切

な方法により行うものとする。 

（宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項） 

第十条 法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 

二 工事の許可年月日及び許可番号 

三 工事施行者の氏名又は名称 

四 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 

六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 

七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量 

 

解説 

地域の住民や関係市町村長が不法・危険盛土等を認識しやすい環境を整備す

ることを目的として、許可を行った工事に関する事項を公表するとともに、関係

市町村長への通知を行う。 

 

[公表する事項] 

①宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 

②工事の許可年月日及び許可番号 

③工事施行者の氏名又は名称 

④工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

⑤盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 

⑥盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 

⑦盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量 

⑧土地の平面図 
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⑨土地の断面図 

⑩擁壁の断面図 

⑪擁壁の背面図 

⑫工事の進捗状況（検査履歴等） 

⑬崖面崩壊防止施設の使用有無 

 

なお、土石の堆積に関する工事の場合は⑩⑪の公表はない。 
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第5章 許可基準 

5.1 住民への周知 

【法律】 

（住民への周知） 

第十一条 工事主は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主

務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地

の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する

工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 

 

【省令】 

（住民への周知の方法） 

第六条 法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域

の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法によ

り行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号に規定する土地において

同号に規定する盛土をする場合又は都道府県（地方自治法（昭和二十二年法

律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条及び次

条第一項において「指定都市」という。）又は同法第二百五十二条の二十二

第一項の中核市（以下この条及び次条第一項において「中核市」という。）

の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。）の

条例若しくは規則で定める場合にあっては、第一号に掲げる方法により行

うものとする。 

一 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。 

二 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係

る土地の周辺地域の住民に配布すること。 

三 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周

辺の適当な場所に掲示するとともに、当該内容をインターネットを利用し

て住民の閲覧に供すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法 

 

審査基準 

（周知する住民の範囲） 

住民への周知は、盛土等の区分に応じて、原則として以下の表に掲げる範囲

に存する住民（生活の拠点としているものをいう。）を含み行うこと。 
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表 5.1 住民への周知を行う範囲 

盛土等の区分 住民への周知を行う範囲 

（以下の全ての範囲を原則として含むこと） 

ア ・平地盛土 

・切土 

・土石の堆積 

(ｱ)盛土等の境界から盛土等の最大高さｈに対して水

平距離２ｈの範囲内（参考図１、２のＬの範囲） 

ただし、ｈが５ｍを超えない場合は、水平距離ｈの

範囲内までとしてもよい 

(ｲ)施行区域の隣接地 

 

参考図１（平地盛土及び土石の堆積の例） 

 

参考図２（切土の例） 

 

 

２ｈの範囲

L≦2h

地盤勾配1/10以下

盛土等の
最大高さ

ｈ

Ｌ住民への周知を行う範囲
境界からの水平距離

Ｌ

L≦2h h

住民への周知を行う範囲
境界からの水平距離

Ｌ

切土の
最大高さ

ｈ

Ｌ

２ｈの範囲
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イ ・腹付け盛土（区分ウ

に該当しないもの） 

(ｱ)盛土の境界から盛土の最大高さｈに対して

水平距離５ｈの範囲内（参考図３のＩの範囲） 

ただし、ｈが 50ｍを超える場合は、水平距離

250ｍの範囲内までとしてもよい 

(ｲ)施行区域の隣接地 

 

参考図３（腹付け盛土で区分ウに該当しないものの例） 

 

 

ウ ・渓流等における盛土 

・谷埋め盛土 

・腹付け盛土のうち、

参考図３の I 範囲に

渓流等の渓床が存在

するもの 

(ｱ)下流の渓床勾配が２°以上の範囲におけ

る、谷地形の底部の中心線からの距離が 25

ｍ以内の範囲（参考図４のｇの範囲） 

(ｲ)施行区域の隣接地 
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 参考図４（渓流等における盛土の例） 

 

 

（周知する内容） 

ア 住民への周知の内容には、原則として以下に掲げるものを含むこと。 

(ｱ)工事主の氏名又は名称 

(ｲ)工事が施行される土地の所在地 

(ｳ)工事施行者の氏名又は名称 

(ｴ)工事の着手予定年月日及び完了予定年月日 

(ｵ)盛土又は切土の高さ/土石の堆積の最大堆積高さ 

(ｶ)盛土又は切土をする土地の面積/土石の堆積を行う土地の面積 

(ｷ)盛土又は切土の土量/土石の堆積の最大堆積土量 

(ｸ)工事を行う目的 

(ｹ)工事における安全対策 

(ｺ)工事主又は工事主が問合せ窓口として設ける組織等（工事施行者）の名

称、所在地及び電話番号 

イ 説明会は、周辺地域の住民が集まりやすい時間帯及び場所で開催すると

ともに、説明会の開催そのものに対しても適切に周知を行うものであるこ

と。 

ウ 住民への周知は、適切な周知期間を確保したものであること。 

 

  

２５ｍ以内の範囲

ｇ

２°

住民への周知を行う範囲
渓床勾配２°以上

の範囲

ｇの範囲
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行政指導指針 

（周辺住民への説明会の実施） 

第４条 宅地造成等に関する工事の施行に係る土地（面積が 3,000 ㎡以上の

ものに限る。）の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、原則と

して宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催する方法によ

り行うものとする。 

 

解説 

工事の許可申請に当たっては、施行区域（第１章参照）の周辺地域の住民に対

し、工事の内容を周知させるための措置を講じる必要がある。周知を行った内容

については、許可申請時に周知措置報告書を提出して報告すること。 

また、工事の内容を周知させるための他の法令や条例などに基づく措置を取

る場合、その周知措置が本法に基づく審査基準を満たしており、かつ、その周知

措置が本法に基づく周知を兼ねている旨を明示していれば、本法に基づく周知

措置を行ったとすることができる。 

宅地造成等に関する工事の変更許可の申請（法第 16条第１項）をするときは、

あらかじめ住民への周知を行うことは法に規定されていないが、当初許可の申

請の前に行った周知の内容から大幅な変更が生じた場合は、再度の周知を行う

事が望ましい。 

 

 

 

[周知の方法] 

次のいずれかの方法により行うこと。災害が生ずるおそれが特に大きい土地

（「渓流等」。第７章を参照。）において、高さ 15ｍ超の盛土をする場合は①によ

る周知を必須とする。また、施行区域の面積が 3,000 ㎡以上の場合も①による

周知を行うことが望ましい。 

① 説明会の開催 

② 書面の配布 

③ 工事を行う土地又はその周辺での掲示＋ウェブページへの掲載 

 

 
 

[周知措置報告書に記載する内容] 

① 申請者住所・氏名 

(補足) 
住民とは、生活の拠点としている者を指しており、単に土地を所有しているだけの者は
住民に含まれない。 
 

(補足) 
工事内容を掲載するウェブページは、工事主自身で準備すること。また、ウェブページ
には周知範囲を示す図面等を掲載すること。 
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② 工事施行者住所・氏名 

③ 土地の所在地・地番 

④ 周知範囲（周知範囲を示す図面・周知範囲の設定方法） 

⑤ 周知の方法 

⑥ 周知期間（説明会を開催した場合は、開催日時・場所） 

⑦ 周知内容（説明会資料・配布書面・掲示内容等） 

⑧ 寄せられた質問・要望事項及び応答・対応等 

 

平地盛土とは、勾配 1/10以下の平坦地において行われる盛土で、谷埋め盛土

に該当しないものをいう。腹付け盛土とは、勾配 1/10超の傾斜地盤上において

行われる盛土で、谷埋め盛土に該当しないものをいう。谷埋め盛土とは、谷や沢

を埋め立てて行う盛土をいう。 

 

工事における安全対策としては、具体的には次の内容を周知すること。 

・地下水排水、地盤改良等による盛土等の崩落防止対策 

・工事の許可申請書に記載の工事中の危害防止対策 

・県又は市による検査を受け、技術的基準を満たした工事を実施すること 

 

「適切な周知期間」とは、具体的には次の期間とする。 

・工事内容の現地への掲示の場合は、現場に許可の標識を設置するまで 

・インターネットへの掲載の場合は、工事完了まで 

 

  



 

5-7 

5.2 技術基準への適合 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する

工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めると

ころにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造

成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定め

る工事については、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認

めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令

の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 

一 当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が次条の規定に適合する

ものであること。 

二～四 略 

３・４ 略 

 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する

工事（前条第一項ただし書に規定する工事を除く。第二十一条第一項におい

て同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、

その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政

令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う

災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で

都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定めるも

のの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 

 

解説 

工事の許可申請に当たっては、技術的基準に適合した工事の計画を立てる必

要がある。県では、政令での規定に加えて細則に基づく技術的基準の強化・付加

を行っている。 

技術的基準の詳細は、第７章～第 12章を参照すること。 
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表 5.2 政令に規定する技術的基準 

政令 技術的基準 

第７条 地盤について講ずる措置 

第８条 擁壁の設置 

第９条 鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 

第 10条 練積み造の擁壁の構造 

第 11条 設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用 

第 12条 擁壁の水抜穴 

第 13条 任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用 

第 14条 崖面崩壊防止施設の設置 

第 15条 崖面及びその他の地表面について講ずる措置 

第 16条 排水施設の設置 

第 17条 特殊の材料又は構法による擁壁 

第 18条 特定盛土等に関する工事（第７条から第 17条までの規定の準用） 

第 19条 土石の堆積に関する工事 

第 20条 規則への委任 

 

表 5.3 細則に規定する技術的基準 

細則 技術的基準 

第 10条第１項 擁壁等の設置の緩和 

第 10条第２項 すべり止め擁壁の設置・計画流水量の算定 

 

表 5.4 本手引に記載の技術的基準 

手引き 技術的基準 

第７章 地盤に関する技術的基準 

第８章 擁壁に関する技術的基準 

第９章 崖面崩壊防止施設に関する技術的基準 

第 10章 崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準 

第 11章 排水工に関する技術的基準 

第 12章 土石の堆積に関する技術的基準 
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5.3 資力・信用 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 略 

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認

めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令

の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 

一 略 

二 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用

があること。 

三・四 略 

３・４ 略 

 

審査基準 

（工事主の資力・信用の判断） 

以下に掲げる書類により、工事主の資力及び信用を確認する。 

ア 資金計画書 

イ 法人の場合は、前年度の財務諸表 

ウ 預金残高証明書又は融資証明書 

エ 個人の場合は、所得税の納税証明書、法人の場合は、法人税の納税証明

書 

オ 個人の場合は、住民票の写し若しくは個人番号カード（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年

法律第 27 号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下こ

の号において同じ。）の写し又はこれらに類するものであって、氏名及

び住所を証する書類、法人の場合は登記全部事項証明書及び役員の住民

票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであ

って、氏名及び住所を証する書類 

カ 事業経歴書 

キ 誓約書 

ク その他知事が必要と認める書類 

 

 

解説 

工事の許可申請に当たっては、工事を行うために必要な資力及び信用が工事

主に求められる。 

 

工事主の資力及び信用の有無の判断に当たる書類は、表 5.5 に示す書類とす

る。 
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表 5.5 工事主の資力・信用を確認するための書類の項目 

申請者が個人の場合 申請者が法人の場合 

□資金計画書 

□誓約書 

□住民票の写し等 

□事業経歴書 

□納税証明書 

□残高証明又は融資証明 

□その他知事が必要と認める書類 

□資金計画書 

□誓約書 

□登記全部事項証明書 

□役員の住民票の写し等 

□財務諸表 

□事業経歴書 

□納税証明書 

□残高証明又は融資証明 

□その他知事が必要と認める書類 
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5.4 工事施行者の能力 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 略 

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認

めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令

の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 

一・二 略 

三 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力

があること。 

四 略 

３・４ 略 

 

審査基準 

（工事施行者の能力の判断） 

以下に掲げる書類により、工事施行者の能力を確認する。 

ア 工事施行者が建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の許可

を受けていることを証する書類（同項の許可が必要な工事の場合に限

る。） 

イ 事業経歴書 

ウ 個人の場合は、住民票の写し、法人の場合は、登記全部事項証明書 

エ その他知事が必要と認める書類 

 

解説 

工事の許可申請に当たっては、工事施行者に工事を完成するために必要な能

力が求められる。 

工事施行者が未定の状態でも許可申請をすることは可能だが、工事を完成す

るために必要な能力がある工事施行者を定めない限り、工事に着手することは

できない。 

 

工事施行者の能力の有無の判断に当たる書類は、表 5.6に示す書類とする。 
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表 5.6 工事施行者の能力を確認するための書類の項目 

工事施行者が個人の場合 工事施行者が法人の場合 

□住民票の写し 

□事業経歴書 

□建設業許可通知書の写し又は建設

業許可証明書 （建設業法の許可が必

要な工事を行う場合に限る） 

□その他知事が必要と認める書類 

□登記全部事項証明書 

□事業経歴書 

□建設業許可通知書の写し又は建設

業許可証明書 （建設業法の許可が必

要な工事を行う場合に限る） 

□その他知事が必要と認める書類 

 

 

表 5.7 工事の内容と合致する建設業許可の種類 

申請しようとする工事 建設工事の種類 

複数の専門工事を含む工事 

（例）盛土・切土工事と擁壁設置工事 

土木工事一式 

建築確認を必要とする新築及び増改築に伴う 

工事であって、複数の専門工事を含む工事 

（例）新築に伴う盛土・切土工事 

建築工事一式 

切土・盛土を含む工事 とび･土工･コンクリート

工事 擁壁（鉄筋コンクリート造等）設置を含む工事 

鋼矢板・構台の設置を含む工事 

擁壁（間知石積み）設置を含む工事 石工事 
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5.5 土地所有者等の同意 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 略 

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認

めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令

の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 

一～三 略 

四 当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十

九号）第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備

又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴

うものを除く。）をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上

権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的と

する権利を有する者の全ての同意を得ていること。 

３・４ 略 

 

【政令】 

（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等） 

第五条 略 

２ 法第十二条第二項第四号（法第十六条第三項において準用する場合を含

む。）の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 

一 土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規定する

土地区画整理事業 

二 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第二十六条第一項の規定に

よる告示（他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示と

みなされるものを含む。）に係る事業 

三 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条第一号に規定する第

一種市街地再開発事業 

四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

（昭和五十年法律第六十七号）第二条第四号に規定する住宅街区整備事業 

五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律

第四十九号）第二条第五号に規定する防災街区整備事業 

六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律

第四十九号）第二条第三項に規定する地域福利増進事業のうち同法第十九

条第一項に規定する使用権設定土地において行うもの 
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審査基準 

（土地所有者等の同意） 

施行区域において、原則として以下に掲げる権利者全ての同意を取得して

いること。 

[同意を必要とする権利者] 

施行区域の所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は採石権、

永小作権、地役権その他の使用及び収益を目的とする権利 

 

解説 

工事の許可申請に当たっては、あらかじめ、当該土地の所有権等を有する者全

ての同意を原則得る必要がある。土地区画整理事業などの政令で定める一部の

事業の施行に伴う工事である場合、同意は不要となる。 

 

［同意の有無を確認するための書類］ 

① 公図の写し 

② 土地の登記全部事項証明書 

③ 該当する権利者を記載した一覧表（権利関係者一覧表） 

④ 各同意者の実印を押印した同意書 

⑤ 各同意者の印鑑登録証明書 

 

※土地の権利が未登記であったり、共有や未相続である等の場合や、住所氏名

の変更登記がなされていない場合は、その権利関係や内容を明らかにする契約

書や協議書等あるいは戸籍事項証明書や相続関係図を添付し、必要な権利者の

同意に漏れのないよう留意すること。 

 

 

 

  

(補足) 
地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する
権利をいう。地役権とは、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の土地の便
益に供することができる権利をいう。使用貸借による権利とは、賃料を支払わないで他
人の物を使用収益できる権利をいう。 
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5.6 設計者の資格 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 略 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で

都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定めるも

のの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 

 

【政令】 

（資格を有する者の設計によらなければならない措置） 

第二十一条 法第十三条第二項（法第十六条第三項において準用する場合を

含む。次条において同じ。）の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 

一 高さが五メートルを超える擁壁の設置 

二 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地にお

ける排水施設の設置 

 

（設計者の資格） 

第二十二条 法第十三条第二項の政令で定める資格は、次に掲げるものとす

る。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除

く。）又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学において、

正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技

術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。 

二 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。次

号において同じ。）において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の

課程（夜間において授業を行うものを除く。）を修めて卒業した後（同法に

よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。同号において同じ。）、

土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者であるこ

と。 

三 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門

学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校にお

いて、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築

の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。 

四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和十八年勅令第三十六号）による中等学校において、正規の土木又は建築に

関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して七年以上の

実務の経験を有する者であること。 

五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者で

あると認めた者であること。 
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【省令】 

（設計者の資格） 

第三十五条 令第二十二条第五号の規定により、主務大臣が同条第一号から

第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認め

た者は、次に掲げる者とする。 

一 土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、都市

計画法施行規則（昭和四十四年建設省令第四十九号）第十九条第一号トに規

定する講習を修了した者 

二 前号に掲げる者のほか主務大臣が令第二十二条第一号から第四号までに

掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者 

 

【建設省告示第 1005号（令和５年５月 26日改正）】 

〇宅地造成等規制法施行令第十八条第一号から第四号までに掲げる者と同等

以上の知識及び経験を有する者を定める件（昭和 37年 3月 29日） 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号）第二十二

条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上

の知識及び経験を有する者を次のとおり定める。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除

く。）の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)

による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して土木又は建築に関

する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して一年以上の実務の経

験を有する者 

二 技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）による第二次試験のうち技術部

門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。）、

森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）又は水産部門（選

択科目を「水産土木」とするものに限る。）とするものに合格した者（技術

士法施行規則の一部を改正する省令（平成十五年文部科学省令第三十六号）

の施行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を林業部門

（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）とするものに合格した者及

び技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成二十九年文部科学省令第

四十五号）の施行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を

農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）とするものに合格

した者を含む。） 

三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の資格を有す

る者 

四 前三号に掲げる者のほか、主務大臣が宅地造成及び特定盛土等規制法施

行規則第三十五条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると

認める者 
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審査基準 

（設計者の資格） 

政令第 21条各号に掲げる工事の設計者は、次に掲げるいずれかの資格を有

すること。 

ア 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）による大学（短期大学を除く。カに

おいて同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第 388号）による大学におい

て、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築

の技術に関して２年以上の実務の経験を有する者 

イ 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。ウ

において同じ。）において、正規の土木又は建築に関する修業年限３年の

課程（夜間において授業を行うものを除く。）を修めて卒業した後（同法

による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ウにおいて同

じ。）、土木又は建築の技術に関して３年以上の実務の経験を有する者 

ウ イに該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学

校又は旧専門学校令（明治 36年勅令第 61号）による専門学校において、

正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の

技術に関して４年以上の実務の経験を有する者 

エ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和 18年勅令第 36号）による中等学校において、正規の土木又は建築に関

する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して７年以上の

実務の経験を有する者 

オ 土木又は建築の技術に関して 10年以上の実務の経験を有する者で、都市

計画法施行規則（昭和 44年建設省令第 49号）第 19条第１号トに規定す

る講習を修了した者 

カ 学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令による大学

の大学院若しくは研究科に１年以上在学して土木又は建築に関する事項

を専攻した後、土木又は建築の技術に関して１年以上の実務の経験を有

する者 

キ 技術士法（昭和 58年法律第 25号）による第二次試験のうち技術部門を建

設部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。）、森

林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）又は水産部門（選

択科目を「水産土木」とするものに限る。）とするものに合格した者（技

術士法施行規則の一部を改正する省令（平成 15年文部科学省令第 36 号）

の施行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を林業部門

（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）とするものに合格した者

及び技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成 29年文部科学省令第

45 号）の施行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を農

業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）とするものに合格

した者を含む。） 

ク 建築士法(昭和 25年法律第 202号)による一級建築士の資格を有する者 
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解説 

専門的知識及び経験を必要とする工事の設計のためには、一定の資格が求め

られる。 

 

[一定の資格が必要な工事] 

① 高さが５ｍを超える擁壁の設置 

② 盛土又は切土をする土地の面積が 1,500 ㎡を超える土地における排水施設

の設置 

 

設計者の資格は表 5.8の書類によって確認する。 

 

表 5.8 設計者の資格を確認するための書類の項目 

設計者の資格 
設計者の資格を 

証する書類 

大学の土木・建築課程を卒業後、土木・建築の技術に関

して、２年以上の実務経験を有する者 

□卒業証明書 

□実務経験証明書 

短期大学(３年制)の土木・建築課程を卒業後、土木・建

築の技術に関して、３年以上の実務経験を有する者 

短期大学、高等専門学校、旧制専門学校の土木・建築課

程を卒業後、土木・建築の技術に関して、４年以上の実

務経験を有する者 

高等学校、中等教育学校、旧制中等学校の土木・建築課

程を卒業後、土木・建築の技術に関して、７年以上の実

務経験を有する者 

土木・建築の技術に関して、10 年以上の実務経験を有

する者で、都市計画法施行規則第 19条第１号トに規定

する講習を修了した者 

□講習会修了証書 

□実務経験証明書 

大学院等で土木・建築関係を１年以上専攻した後、土

木・建築の技術に関して、１年以上の実務経験を有する

者 

□大学院に１年以上

在学したことの証

明書 

□実務経験証明書 

技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部

門、農業部門（農業農村工学）、森林部門（森林土木）

又は水産部門（水産土木）とするものに合格した者 

□技術士の資格証明

書 

建築士法による一級建築士の資格を有する者 
□一級建築士の資格

証明書 
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5.7 土石の堆積に関する工事の期間 

【法律】 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

一～三 略 

四 土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるも

の（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。）をいう。 

五～九 略 

 

審査基準 

（土石の堆積に関する工事の期間） 

ア 土石の堆積に関する工事の計画は、工事予定期間（着手予定年月日から完

了予定年月日までの期間をいう。）が５年以内であること。 

イ 土石の堆積に関する工事の計画の変更は、変更前の完了予定年月日から

変更後の完了予定年月日までの期間が５年以内であること。 

 

解説 

土石の堆積に関する工事は、一定期間の経過後に当該土石を除却するものに

限る。 

千葉県では、土石の堆積に関する工事予定期間（着手予定年月日から完了予定

年月日までの期間をいう。）が５年以内のものを一定期間の経過後に当該土石を

除却するものとして運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 土石の堆積の期間の考え方 

 

５年を超えて土石を堆積しようとする場合は、完了予定年月日を迎える前に、

堆積期間の延長に関する変更許可を受けなければならない。堆積期間の延長に

関する変更許可を受ける場合、変更前の完了予定年月日から変更後の完了予定

年月日までの期間を５年以内としなければならない。堆積期間の延長に関する

変更許可申請は、完了予定年月日を迎える半年前以降から受け付ける。 
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なお、工事予定期間が延びない場合に限り、軽微な変更として工事予定期間を

変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2 変更許可を行う場合の期間の考え方 

 

 

技術的基準の詳細は、第 12章を参照すること。 
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第6章 その他の手続き 

6.1 規制区域指定の際の工事の届出 

【法律】 

（工事等の届出） 

第二十一条 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制

区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指

定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工

事について都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主

務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する

工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表すると

ともに、関係市町村長に通知しなければならない。 

３・４ 略 

 

【省令】 

（宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事

の届出の方法） 

第五十二条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条

第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を

提出しなければならない。 

２ 前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土

等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に

掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明ら

かにする写真その他の書類を添付しなければならない。 

３ 土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届

出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならな

い。 

４ 前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関

する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる

図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにす

る写真その他の書類を添付しなければならない。 

 

（宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事

の届出に係る公表事項） 

第五十四条 法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるも

のとする。 

一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 

二 工事の届出年月日 

三 工事施行者の氏名又は名称 
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四 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日 

五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 

六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 

七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量 

 

【細則】 

（届出） 

第八条 略 

４ 法第二十一条第一項の規定により届出をした工事主又は同条第三項の規

定により届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとする場合に

おいては、直ちに、文書によりその旨を知事に届け出なければならない。 

 

解説 

規制区域の指定の際、当該区域内において許可対象となる工事（※）に着手し

ている場合は、指定日から 21日以内に届出書を提出しなければならない。 

届出が受理された場合は、工事主の氏名又は名称、工事が施行される土地の所

在地などが公表されるほか、関係市町村長に通知される。 

なお、届出書及び添付書類に記載された個人情報は、盛土規制法の運用を目的

として、関係機関（関係市町村、関係法令の所管部局等）への情報提供及び許可

情報の公表に利用する。 

※第２章を参照 

 

[宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出] 

・届出書に表 6.1のＡに記載の図面を添付して提出すること。 

・次の①から⑤のいずれかに該当する規模の工事である場合は、表 6.1 のＡ～

Ｄに掲げる図面等を添付すること。 

 

① 盛土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

② 切土をした土地の部分に高さが５ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

③ 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが５ｍを超える崖を生ず

ることとなるもの（①又は②に該当する盛土又は切土を除く。） 

④ ①又は③に該当しない盛土であって、高さが５ｍを超えるもの 

⑤ ①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土で、当該盛土又は切土をする土

地の面積が 3,000㎡を超えるもの 

  

(補足) 
工事の概況を把握するとともに、公表により一般の第三者が土地等の取引に際して不測
の損害を被ることのないように保護すること、関係市町村と工事の内容を常時、容易か
つ正確に共有することを目的としている。 
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表 6.1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書に添付する図面等 

 図面等の種類 明示すべき事項 備考 

Ａ 位置図 ・縮尺 

・方位 

・道路及び目標となる地物 

縮尺は、1/10,000以上と

すること 

Ｂ 地形図 ・縮尺 

・方位 

・土地の境界線 

縮尺は、1/2,500 以上と

すること 

等高線は、２ｍの標高差

を示すものとすること 

※一定の規模を超える

場合に添付 

Ｃ 土地の平面図 ・縮尺 

・方位 

・土地の境界線 

・盛土又は切土をする土地

の部分 

・崖 

・擁壁 

・崖面崩壊防止施設 

・排水施設 

・地滑り抑止杭又はグラウ

ンドアンカーその他の土

留の位置 

縮尺は、1/2,500 以上と

すること 

植栽、芝張り等の措置を

行う必要がない場合は、

その旨を付すること 

※一定の規模を超える

場合に添付 

Ｄ 工事を行う土地

及び周辺の写真

等 

 盛土又は切土をしてい

る土地及びその付近の

状況が分かるものとす

ること 

※一定の規模を超える

場合に添付 

 

[土石の堆積に関する工事の届出] 

・届出書に表 6.2のＡに記載の図面を添付して提出すること。 

・次の①又は②に該当する規模の工事である場合は、表 6.2 のＡ～Ｄに掲げる

図面等を添付すること。 

 

① 高さが５ｍを超える土石の堆積で、その面積が 1,500㎡を超えるもの 

② ①に該当しない土石の堆積で、その面積が 3,000㎡を超えるもの 
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表 6.2 土石の堆積に関する工事の届出書に添付する図面等 
 図面等の種類 明示すべき事項 備考 

Ａ 位置図 ・縮尺 

・方位 

・道路及び目標となる地物 

縮尺は、1/10,000以上と

すること 

Ｂ 地形図 ・縮尺 

・方位 

・土地の境界線 

縮尺は、1/2,500 以上と

すること 

等高線は、２ｍの標高差

を示すものとすること 

※一定の規模を超える

場合に添付 

Ｃ 土地の平面図 ・縮尺 

・方位 

・土地の境界線 

・勾配が 10 分の１を超え 

る土地で堆積を行う場合

に土石の崩壊防止のため

の措置を講ずる位置およ

びその内容 

・空地の位置 

・柵等の位置 

・雨水その他の地表水を有

効に排除する措置を講ず

る位置およびその内容 

・土砂の流出防止措置を講

ずる位置およびその内容 

縮尺は、1/500 以上とす

ること 

※一定の規模を超える

場合に添付 

Ｄ 工事を行う土地

及び周辺の写真

等 

 土石の堆積を行ってい

る土地及びその付近の

状況が分かるものとす

ること 

※一定の規模を超える

場合に添付 

 

[工事の届出の変更] 

届出に係る事項の変更をしようとするときは、 「宅地造成等に関する届出工事

の変更届出書」 （参考様式）に変更に関する図面等を添付して、遅滞なく当該変

更後の工事の計画を届け出ること。 

ただし、変更後の内容がその内容単体で許可対象となる場合は、当該内容につ

いて改めて法第 12条第１項の許可を得る必要があるため留意すること。  
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6.2 擁壁等を除却する工事の届出 

【法律】 

（工事等の届出） 

第二十一条 略 

２ 略 

３ 宅地造成等工事規制区域内の土地（公共施設用地を除く。以下この章にお

いて同じ。）において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるも

のを行おうとする者（第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受

け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。）は、その工事に着

手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道

府県知事に届け出なければならない。 

４ 略 

 

【政令】 

（届出を要する工事） 

第二十六条 法第二十一条第三項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面

崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するため

の排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。 

２ 前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防止施設の前面の上端と下

端（当該前面の下部が地盤面と接する部分をいう。）との垂直距離によるも

のとする。 

 

【省令】 

（擁壁等に関する工事の届出） 

第五十五条 法第二十一条第三項の規定による届出をしようとする者は、別

記様式第十七の届出書を提出しなければならない。 

 

【細則】 

（届出） 

第八条 略 

４ 法第二十一条第一項の規定により届出をした工事主又は同条第三項の規

定により届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとする場合に

おいては、直ちに、文書によりその旨を知事に届け出なければならない。 

 

解説 

次の工事を行う場合は、工事に着手する日の 14日前までに届出書を提出しな

ければならない。一部除却であっても届出が必要である。 
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[届出が必要な工事] 

①規制区域内の土地において行う、高さが２ｍ超の擁壁又は崖面崩壊防止施設

の除却工事 

②規制区域内の土地において行う、雨水その他の地表水又は地下水を排除する

ための排水施設の除却工事 

③規制区域内の土地において行う、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーそ

の他の土留の除却工事 

 

なお、法第 12 条第１項に基づく工事の許可・法第 16 条第１項に基づく変更

許可を受けている場合や、法第 16条第２項に基づく工事の変更届出書を提出し

ている場合は、この届出書を提出する必要はない。また、政令第５条に掲げる許

可不要工事で、盛土規制法第 12条第１項の許可を受けないで行うもの（※）に

ついても、この届出書を提出する必要はない。 

※第２章 表 2.4『他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工

事』を参照 

 

[擁壁等を除却する工事の届出] 

・届出書に表 6.3に記載の図面等のうち必要なものを添付して提出すること。 
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表 6.3 擁壁等を除却する工事の届出書に添付する図面等 

 図面等の種類 明示すべき事項 備考 

Ａ 位置図 ・縮尺 

・方位 

・道路及び目標となる地物 

 

Ｂ 地形図 ・縮尺 

・方位 

・土地の境界線 

等高線は、２ｍの標高

差を示すものとするこ

と 

 

Ｃ 土地の平面図 ・縮尺 

・方位 

・土地の境界線 

・盛土又は切土をする土地

の部分 

・崖 

・擁壁 

・崖面崩壊防止施設 

・排水施設 

・地滑り抑止杭又はグラウ

ンドアンカーその他の土

留の位置 

擁壁、崖面崩壊防止施

設、排水施設及び地滑

り抑止杭等について

は、除却をする予定の

ものも明示すること 

Ｄ 工事を行う土地

及び周辺の写真

等 

 擁壁等を除却する土地

及びその付近の状況が

分かるものとすること 

Ｅ 安全性説明書 ・工事の内容 

・擁壁等を除却しても安全

性が確保される理由 

任意様式とする 

 

[工事の届出の変更] 

届出に係る事項の変更をしようとするときは、「擁壁等に関する届出工事の

変更届出書」に変更に関する図面等を添付して、遅滞なく当該変更後の工事の

計画を届け出ること。 

ただし、変更後の内容がその内容単体で許可対象となる場合は、当該内容に

ついて改めて法第 12条第 1項の許可を得る必要があるため留意すること。 
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6.3 公共施設用地から宅地又は農地等への転用の届出 

【法律】 

（工事等の届出） 

第二十一条 略 

２・３ 略 

４ 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に

転用した者（第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受け、又は同

条第二項の規定による届出をした者を除く。）は、その転用した日から十四

日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出

なければならない。 

 

【省令】 

（公共施設用地の転用の届出） 

第五十六条 法第二十一条第四項の規定による届出をしようとする者は、別

記様式第十八の届出書を提出しなければならない。 

 

解説 

宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用

した場合は、転用した日から 14 日以内に、届出書を提出しなければならない。 

なお、法第 12 条第１項に基づく工事の許可・法第 16 条第１項に基づく変更

許可を受けている場合や、法第 16条第２項に基づく工事の変更届出書を提出し

ている場合は、この届出書を提出する必要はない。また、政令第５条に掲げる許

可不要工事で、盛土規制法第 12条第１項の許可を受けないで行うもの（※）に

ついても、この届出書を提出する必要はない。 

※第２章 表 2.4『他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工

事』を参照 

 

[公共施設用地から宅地又は農地等への転用の届出] 

・届出書に表 6.4に記載の図面等のうち必要なものを添付して提出すること。 

 

表 6.4 公共施設用地から宅地又は農地等への転用の届出書に添付する図面等 

 図面等の種類 明示すべき事項 備考 

Ａ 位置図 ・縮尺 

・方位 

・道路及び目標となる地物 

 

Ｂ 工事を行う土地

及び周辺の写真

等 

 転用する土地及びその

付近の状況が分かるも

のとすること 
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第7章 地盤に関する技術的基準 

7.1 崖面天端の排水 

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に

関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ず

る措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除

く。）をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面に

は、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れ

るよう、勾配を付すること。 

 

審査基準 

（崖面天端の排水） 

盛土又は切土をした崖面の天端には、その崖の反対方向に２％以上の下り

勾配を付すること。 

 

解説 

雨水その他の地表水が崖面を表流し崖面を侵食すること及び崖面の上端付近

で雨水その他の地表水が崖地盤へ浸透することを防止するための措置について

規定している。 

 

 

参考：「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会編集、初版） 

図 7.1 崖面の排水例 
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7.2 盛土 

7.2.1 地滑り抑止杭等 

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基

準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水

又は地下水（以下「地表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又

は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。 

イ・ロ 略 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウ

ンドアンカーその他の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置そ

の他の措置を講ずること。 

 

審査基準 

（盛土の地滑り抑止杭等） 

土砂災害警戒区域等において地滑り等の危険性が予見される場合は、必要

に応じて、次に掲げる地滑り抑止杭等を設置すること。 

 

ア 地滑り抑止杭 

設計に当たっては、工事の性質に応じて、「河川砂防技術基準 計画編」；国

土交通省、「地すべり防止技術指針」；国土交通省、「地すべり防止技術指針及

び同解説」；国立研究開発法人 土木研究所、 「土地改良事業計画設計基準 計

画「農地地すべり防止対策」」；農林水産省 等を参照すること。 

 

(ｱ)杭の構造は、地滑りの規模及び周辺の状況に応じて選定するものとす

る。また、外力に対し杭の全断面が有効に働くように設計するものとす

る。 

(ｲ)杭の基礎部への根入れ長さは、杭に加わる土圧による基礎部破壊を起

こさないよう決定するものとする。 

(ｳ)対象となる地滑り地域の地形及び地質等を考慮し、所定の計画安全率

が得られるよう設計するものとする。 

 

[地滑り抑止杭の必要抑止力] 

安全率   𝐹𝐹𝑠𝑠 = ∑{𝑐𝑐･𝑙𝑙+(𝑊𝑊−𝑢𝑢･𝑏𝑏) cos𝛼𝛼･ tan𝜙𝜙}+𝑃𝑃𝑟𝑟
∑𝑊𝑊･ sin𝛼𝛼

 

抑止力   𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 ∑𝑊𝑊 ･ sin𝛼𝛼 − ∑{𝑐𝑐･𝑙𝑙 + (𝑊𝑊 − 𝑢𝑢･𝑏𝑏) cos𝛼𝛼 ･ tan𝜙𝜙} 
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𝐹𝐹𝑠𝑠 ：安全率［-］ 

𝑃𝑃𝑟𝑟 ：抑止力［kN/ｍ］ 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 ：計画安全率［-］ 

𝑐𝑐 ：粘着力［kN/㎡］ 

𝜙𝜙 ：せん断抵抗角［°］ 

𝑙𝑙 ：各分割片で切られた滑り面の弧長［ｍ］ 

𝑢𝑢 ：間げき水圧［kN/㎡］ 

𝑏𝑏 ：分割片の幅［ｍ］ 

𝑊𝑊 ：分割片の単位長さ重量［kN/ｍ］ 

𝛼𝛼 ：分割片で切られた滑り面の中点と滑り円の中心を結ぶ直線と鉛

直線のなす角［°］ 

 

 

イ グラウンドアンカー工 

設計に当たっては、「河川砂防技術基準 設計編」；国土交通省、「道路土工 

切土工・斜面安定工指針」； （社）日本道路協会、「グラウンドアンカー設計・

施工基準」；土質工学会基準 を参照すること。 

 

(ｱ)地滑り地が急勾配で、杭工、シャフト工では十分な地盤反力が得られ

ない場合や、緊急性が高く早期に効果の発揮が望まれる場合等に、適切

な位置に計画すること。 

(ｲ)定着長は 3.0～10.0ｍを原則とする。 

(ｳ)地滑りでは永久アンカーを用い、二重防食で耐久性のあるものとする

こと。 

(ｴ)受圧板は、アンカーの引張力に十分に耐えられるように設計すること。 

 

[グラウンドアンカー工の必要アンカー力] 

 

安全率 

𝐹𝐹𝑆𝑆 =
𝛴𝛴𝑐𝑐･𝑙𝑙 + 𝛴𝛴(𝑤𝑤 − 𝑢𝑢･𝑏𝑏)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼･𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙 + 𝛴𝛴𝛴𝛴{𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼 + 𝜃𝜃) + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡(𝛼𝛼 + 𝜃𝜃) 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙}

𝛴𝛴𝑊𝑊･ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 𝛼𝛼
 

 

必要アンカー力（単位奥行きあたり[kN/m]） 

𝛴𝛴𝑟𝑟 =
𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠･𝛴𝛴𝑊𝑊･ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 𝛼𝛼 − {𝛴𝛴𝑐𝑐･𝑙𝑙 + 𝛴𝛴(𝑤𝑤 − 𝑢𝑢･𝑏𝑏)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼･𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙}

𝛴𝛴{𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼 + 𝜃𝜃) + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡(𝛼𝛼 + 𝜃𝜃)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙}  

 

𝐹𝐹𝑠𝑠 : 安全率[-] 

𝛴𝛴𝑟𝑟 : 必要アンカー力[kN/m] 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 : 計画安全率[-] 
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𝑐𝑐 : 粘着力[kN/㎡] 

𝑙𝑙 : 各分割片で切られたすべり面の弧長[m] 

𝑏𝑏 : 分割片の幅[m] 

𝑊𝑊 : 分割片の単位長さ重量[kN/m] 

𝑢𝑢 : 間隙水圧[kN/㎡] 

𝛼𝛼 : 分割片で切られたすべり面の中点と滑り円の中心を結ぶ

直線と鉛直線のなす角[°] 

𝜙𝜙 : せん断抵抗角[°] 

𝛴𝛴 : アンカー力[kN/m] 

𝜃𝜃 : アンカーテンドンと水平面のなす角度[°] 
 

 

解説 

盛土を行う場合、必要に応じて、地滑り抑止杭又はグラウンドアンカーその他

の土留の設置等を行うこととされている。 
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7.2.2 段切り 

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基

準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 略 

二 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をす

る前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、段切りその他の

措置を講ずること。 

 

審査基準 

（段切り） 

著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする

前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、次に掲げる措置を講

ずること。 

(ｱ)原地盤面勾配が 15°以上の場合、原則として段切りを行うこと。 

(ｲ)段切り寸法は、原則、高さ 0.5ｍ以上、幅 1.0ｍ以上とすること。 

(ｳ)段切り面には、法尻方向に向かって３～５％程度の排水勾配を設けるこ

と。 

 

解説 

著しく傾斜している土地に盛土をする場合は、原地盤と盛土の間で滑りが生

じる可能性があるため、段切りを行う必要がある。 

 

 

 

参考：「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会編集、初版） 

図 7.2 段切りの例 

 

  

水勾配３～５％

水勾配３～５％

1.0ｍ以上

0.5ｍ以上

盛土の地盤面

原地盤面
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7.2.3 盛土法面 

審査基準 

（盛土法面） 

盛土法面は、原則ア 盛土法面の標準形状に適合させること。標準形状に適

合させることができない場合においては、イ 盛土法面の安定性の検討を行い

必要な安全率を満足させること。なお、高さ 10ｍを超える盛土（以下「長大

法」という。）の場合にはイを必須とする。 

 

ア 盛土法面の標準形状 

(ｱ)盛土法面の勾配は原則 30°以下とし、盛土材料に応じて表 7.1に示す勾

配から適切に選定すること。 

(ｲ)盛土高５ｍごとに、幅 1.5ｍ以上の小段を設けること。 

(ｳ)盛土高 15ｍごとに、幅 3.0ｍ以上の小段を設けること。 

(ｴ)小段の勾配は、小段排水方向に向かって下り勾配で２～５％を付するこ

と。 

 

表 7.1 盛土材料及び盛土高に対する標準法面勾配の目安 

盛土材料 盛土高(m) 勾配 摘要 

粒度の良い砂(S)､

礫及び細粒分混じ

り礫(G) 

5m以下 1：1.8 基礎地盤の支持力が

十分あり、浸水の影響

がなく、道路土工盛土

工指針に示す締固め

管理基準値を満足す

る盛土に適用する。 

()内の統一分類は代

表的なものを参考に

示したものである。 

標準法面勾配の範囲

外の場合は安定計算

を行う。 

5～15m 1：1.8～1：2.0 

粒度の悪い砂(SG) 10m以下 1：1.8～1：2.0 

岩塊(ずりを含む) 10m以下 1：1.8 

10～20m 1：1.8～1：2.0 

砂質土(SF)､硬い粘

質土､硬い粘土(洪

積層の硬い粘質土､

粘土､関東ローム

等) 

5m以下 1：1.8 

5～10m 1：1.8～1：2.0 

火山灰質粘性土(V) 5m以下 1：1.8～1：2.0 

 

イ 盛土法面の安定性の検討 

(ｱ) 以下の式により安定計算を行い、最小安全率が常時 1.5以上、地震時 1.0

以上であることを満足すること。 

設計水平震度は kh＝0.25とする。 

平地部の盛土等、適切に地下水排除工を設けることにより盛土内の地

下水位の上昇が考えられないような場合には、盛土内の間隙水圧は考慮

しないものとする。 

ただし、表 7.2に示す条件である場合は、盛土内に発生する間隙水圧
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として、静水圧を見込むものとする。 

(ｲ) 安定計算に用いる土質定数は、土質試験により求めること。 

 

表 7.2 間げき水圧を考慮する盛土及び間げき水圧の考え方 

盛土 間げき水圧 設定水位 設定水位等に関する補足 

常時流水等が認

められる傾斜地

盤上の盛土 

𝑈𝑈𝑠𝑠 盛土内の静

水圧 

盛土高の 3

分の 1を基

本 

現場条件等※により、設

定水位を盛土高の 2分の

1にすることも考えられ

る。 

渓流等における

高さ 15ｍ超の盛

土 

𝑈𝑈𝑠𝑠 盛土内の静

水圧 

盛土高の 3

分の 1を基

本 

現場条件等※により、設

定水位を盛土高の 2分の

1にすることも考えられ

る。 

盛土が 50,000㎥を超え

るような場合は、三次元

浸透流解析等もあわせて

設定水位を検討する。 

𝑈𝑈𝑒𝑒 地震時に盛

土内に発生

する過剰間

げき水圧 

液状化に対

する安全率

等により過

剰間げき水

圧を設定 

盛土条件の更新が行えな

い等、やむを得ない場合

に限り、過剰間げき水圧

を考慮した安定計算を行

う。 

基礎地盤の液状

化が懸念される

平地部等の盛土 

𝑈𝑈𝑠𝑠 基礎地盤内

の静水圧 

既存の地盤

調査結果等

により水位

を設定 

盛土内の間げき水圧につ

いては、平地部の盛土

等、地下水位の上昇が考

えられない場合は見込ま

ない 

𝑈𝑈𝐿𝐿 液状化（基

礎地盤）に

により発生

する過剰間

げき水圧 

液状化に対

する安全率

等により過

剰間げき水

圧を設定 

基礎地盤が緩い飽和砂質

土等の場合に液状化判定

を行う。 

※現場条件等：多量の湧水等があり集水性が高い地形である場合等を指す 

 

(ｱ) 常時 

𝐹𝐹𝑆𝑆 =
𝑀𝑀𝑅𝑅

𝑀𝑀𝐷𝐷
=

Σ{𝑐𝑐･𝑙𝑙 + (𝑊𝑊 cos𝛼𝛼 − 𝑈𝑈𝑆𝑆･𝑙𝑙) tan𝜙𝜙}
Σ𝑊𝑊 sin𝛼𝛼
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𝐹𝐹𝑠𝑠 : 安全率 

𝑀𝑀𝑅𝑅 : 土塊の抵抗モーメント（kN・m/m） 

𝑀𝑀𝐷𝐷 : 土塊の滑動モーメント（kN・m/m） 

𝑐𝑐 : 盛土の粘着力（kN/㎡） 

𝜙𝜙 : 盛土の内部摩擦角（°） 

𝑙𝑙 : 各スライスの滑り面の長さ（m） 

𝑊𝑊 : 各スライスの単位長さ重量（kN/m） 

𝛼𝛼 : 各スライスの滑り面の中点と滑り面を円弧とする円の

中心とを結ぶ直線が鉛直線となす角度（°） 

𝑈𝑈𝑠𝑠 : 常時の地下水の静水圧時における間隙水圧（kN/㎡） 

 

(ｲ) 地震時 

𝐹𝐹𝑆𝑆 =
𝑀𝑀′𝑅𝑅
𝑀𝑀′𝐷𝐷

=
Σ[𝑐𝑐･𝑙𝑙 + {𝑊𝑊(cos𝛼𝛼 − 𝑘𝑘ℎ･sin𝛼𝛼) − 𝑈𝑈𝑆𝑆･𝑙𝑙} tan𝜙𝜙]

Σ(𝑊𝑊 sin𝛼𝛼 + 𝑘𝑘ℎ･𝑊𝑊･ℎ/𝑟𝑟)  

 

𝐹𝐹𝑠𝑠 : 安全率（地震時） 

𝑀𝑀′𝑅𝑅 : 土塊の抵抗モーメント（kN・m/m） 

𝑀𝑀′𝐷𝐷 : 土塊の滑動モーメント（kN・m/m） 

𝑐𝑐 : 盛土の粘着力（kN/㎡） 

𝜙𝜙 : 盛土の内部摩擦角（°） 

𝑙𝑙 : 各分割片の滑り面の長さ（m） 

𝑊𝑊 : 各分割片の単位長さ重量（kN/m） 

𝛼𝛼 : 各分割片の滑り面の中点と滑り面を円弧とする円の中心

とを結ぶ直線が鉛直線となす角度（°） 

𝑘𝑘ℎ  設計水平震度（地震力の作用位置は分割片の重心位置） 

𝑈𝑈𝑠𝑠 : 常時の地下水の静水圧時における間隙水圧（kN/㎡） 

ℎ : 各分割片の滑り面を円弧とする円の中心と各分割片との

重心との鉛直距離（m） 

𝑟𝑟 : 滑り面の半径（m） 
 

 

解説 

盛土をする際の法面が標準形状以外や長大法となる盛土を行う場合には、地

盤の安定計算を実施することが必要である。 
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参考：「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会編集、初版） 

図 7.3 盛土法面の標準形状 
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7.2.4 盛土全体の安定性の検討 

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に

関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ず

る措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 略 

二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴

い災害が生ずるおそれが特に大きいものとして主務省令で定める土地にお

いて高さが十五メートルを超える盛土をする場合においては、盛土をした

後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の

安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめ

ること。 

 

【省令】 

（宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地） 

第十二条 令第七条第二項第二号（令第十八条及び第三十条第一項において

準用する場合を含む。）の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。 

一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類

する状況を呈している土地 

三 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあっ

て、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

 

審査基準 

（渓流等における盛土） 

(ｱ)渓流等における盛土の高さは、原則 15ｍ以下とすること。 

(ｲ)盛土高が 15ｍを超える場合は、以下の事項を考慮して、7.2.3イ 盛土法

面の安定性の検討ならびに表 7.3により安定性の検討を行うこと。 

 

表 7.3 地震時における盛土の強度低下を考慮した安定計算に用いる 

盛土の強度定数・間げき水圧・水平震度 

安定計算 盛土材料 
全応力法 

強度定数 間げき水圧 水平震度 

安定計算① 粗粒土 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑢𝑢、𝜑𝜑𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑈𝑈𝑠𝑠、𝑈𝑈𝑒𝑒 
次の両ケースで計算する。 

・考慮しない 

（𝑈𝑈𝑒𝑒を考慮する場合） 
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・考慮する（標準𝑘𝑘ℎ=0.25、
𝑈𝑈𝑒𝑒は考慮しない） 

安定計算② 細粒土 𝐶𝐶𝑟𝑟、𝜑𝜑𝑟𝑟 𝑈𝑈𝑠𝑠 ･考慮する（標準𝑘𝑘ℎ=0.25） 

 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑢𝑢、𝜑𝜑𝑐𝑐𝑢𝑢 ： 圧密非排水試験(CU)より求められる強度定数[-] 

𝐶𝐶𝑟𝑟、𝜑𝜑𝑟𝑟 ： 繰り返し載荷（繰り返し非排水三軸試験）後の単調載荷試

験（圧密非排水試験）より求められる、低下後の強度定数

[-] 

𝑈𝑈𝑠𝑠 ： 常時の地下水の静水圧時における間げき水圧[kN/㎡] 

𝑈𝑈𝑒𝑒 ： 地震時に発生する過剰間げき水圧[kN/㎡] 

𝐾𝐾ℎ ： 地震時の水平震度[-] 

 

a 安定計算の条件 

(a) 盛土基礎地盤及び周辺斜面を対象とした地質調査、盛土材料調査、土

質試験などを行った上で二次元の安定計算を実施し、基礎地盤を含む盛土

の安定性を確保すること。 

(b) 表 7.2 により、間隙水圧を考慮した安定計算を実施すること。ただし、

地震時の安定性の検討において、液状化や繰り返し載荷による盛土の強度

低下を考慮した安定計算を実施する場合は、この限りでない。 

(c) 地震時における盛土内の間隙水圧の上昇や繰り返し載荷による盛土強

度低下の有無を判定するために必要な土質試験を表 7.4 により実施する

こと。 

(d) 土質試験の結果により、盛土の強度低下が生じると判定された場合、

強度低下が生じない盛土となるよう設計条件（盛土形状・盛土材料等）の

変更を行うこと。なお、設計条件の変更が行えないやむを得ない事情があ

る場合に限り、表 7.3により盛土材料に応じて、液状化や繰り返し載荷に

よる盛土の強度低下を考慮した安定計算を実施すること。 

 

表 7.4 地震時の液状化等による盛土の強度低下の判定にかかわる土質試験 

試験 盛土材料 試験方法・特徴等 試験結果の適用 

試験① 粗粒土 ・繰り返し非排水三軸試験 

・地盤工学会で規格化され

ている一般的な試験方法

である。 

・盛土材料の液状化強度比

を求める。 

・液状化強度比と地震時せ

ん断応力比より液状化判

定（安全率 FLの算出）

を行う。 

・FLより、地震時に発生す

る過剰間げき水圧を測定

する。 

試験② 細粒土（粗

粒土） 

・繰り返し載荷後の単調載

荷試験（※繰り返し非排

・繰り返し載荷の影響を受

けた強度定数と、圧密非
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水三軸試験後に圧密非排

水三軸試験を実施する試

験） 

・土地改良事業整備指針

「ため池整備」に示され

ている試験方法である

が、規格化されてはいな

い特殊な試験である。 

・繰り返し載荷の影響を受

けた盛土材料の強度定数

を求める。 

排水三軸試験の強度定数

を比較する。 

・強度低下する場合は、繰

り返し載荷過程で生じた

ひずみと、低下した強度

定数（Cr、Φr）の関係

を整理。 

・自身応答解析等により発

生ひずみを算定し、ひず

みレベル等に応じた強度

定数を設定。 

 

b 地表水・地下水への対処 

(a) 渓流等を埋め立てる場合には、本川、支川を問わず、在来の渓床に必

ず暗渠排水工を設けること。 

(b) 法面の末端が流水に接触する場合には、法面は、盛土の高さにかかわ

らず、豪雨時に想定される水位に対し、安全性を十分確保できる高さまで

構造物で処理すること。 

 

行政指導指針 

（渓流等における盛土） 

第５条 渓流等における盛土の高さが 15ｍを超える場合は、次の各号に掲げ

る事項を考慮して、安定性の検討を行うものとする。 

一 盛土基礎地盤及び周辺斜面を対象とした一般的な調査（地質調査、盛土

材料調査、土質試験等）に加え、盛土の上下流域を含めた地表水や湧水等

の水分調査や、崩壊跡地や土石流跡地、地すべり地等の盛土の安定性に影

響する事象の有無を把握することが望ましい。 

二 盛土量が５万㎥超となる場合は、三次元解析（変形解析や浸透流解析等）

により、二次元の安定計算モデルや計算結果（滑り面の発生位置等）の妥

当性について検証することが望ましい。なお、二次元解析（変形解析や浸

透流解析等）での評価が適当な場合には、二次元解析を適用する。 

三 三次元解析を行うためには、より広範囲で数多くの調査・試験等を行い、

周辺も含めた計画地の三次元的な地質構造及び地下水特性の把握するこ

とが望ましい。 

 

解説 

渓流等における盛土は、盛土の上流域から雨水や地表水が集中し、盛土内まで

に地下水が上昇するおそれがあるため、適切な措置を求めるものである。 
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［渓流等］ 

ここでいう渓流等は、常時流水の有無にかかわらず地表水や地下水が集中し

やすく、施工した盛土が万一崩壊した場合に土石流化するおそれがある地形で

あり、渓流及びそれに接する集水地形（ゼロ次谷等）の総称である。 

ゼロ次谷とは、常時流水のない谷型の地形を指し、地形図の等高線の凹み具合

から、等高線群の間口よりも奥行が小さくなる地形のことである。 

 

［渓流等の範囲］ 

① 渓床勾配 10°以上の勾配を呈し、ゼロ次谷を含む一連の谷地形の底部の中心

線（上端は谷地形の最上部まで含む） 

② ①からの距離が 25ｍ以内の範囲 

 

 

出典：「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方（案）」（国土交通省） 

図 7.4 渓流等の範囲 
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審査基準 

（谷埋め型大規模盛土造成地及び腹付け型大規模盛土造成地または長大法） 

(ｱ)次の a～b に掲げる盛土に該当する場合は、以下の方法により盛土全体

の安定計算を行い、地震時の最小安全率が 1.0以上であることを確認す

ること。設計水平震度は Kh=0.25とする。 

(ｲ)安定計算に用いる土質定数は、土質試験により求めること。 

 

a 谷埋め型大規模盛土造成地の安定解析 

𝐹𝐹𝑆𝑆 =
𝑀𝑀′𝑅𝑅
𝑀𝑀′𝐷𝐷

=
𝛴𝛴⟨[𝑐𝑐･𝑙𝑙 + {𝑊𝑊(cos𝛼𝛼 − 𝑘𝑘ℎ･ sin𝛼𝛼) − 𝑈𝑈𝑆𝑆･𝑙𝑙} tan𝜙𝜙]･𝑅𝑅𝑡𝑡⟩
𝛴𝛴𝑊𝑊･𝑅𝑅𝑤𝑤 − 𝛴𝛴(𝑊𝑊 cos𝛼𝛼 − 𝑘𝑘ℎ･ sin𝛼𝛼)･𝑅𝑅𝑟𝑟 + 𝛴𝛴𝑘𝑘ℎ･𝑊𝑊･𝑅𝑅𝑒𝑒

 

𝛼𝛼 = tan−1(𝐻𝐻 𝐿𝐿⁄ ) 
 

𝐹𝐹𝑆𝑆 : 安全率（地震時） 

𝑀𝑀′𝑅𝑅 : 地震時の土塊の抵抗モーメント（kN・m/m） 

𝑀𝑀′𝐷𝐷 : 地震時の土塊の滑動モーメント（kN・m/m） 

𝑐𝑐 : 盛土の粘着力（kN/㎡） 

𝜙𝜙 : 盛土の内部摩擦角（°） 

𝑙𝑙 : 各分割片の滑り面の長さ（m） 

𝑊𝑊 : 各分割片の単位長さ重量（kN/m） 

𝑘𝑘ℎ : 設計水平震度（地震力の作用位置は分割片の重心位置） 

𝑈𝑈𝑠𝑠 : 常時の地下水の静水圧時における間隙水圧（kN/㎡） 

ℎ : 各分割片の滑り面を円弧とする円の中心と各分割片との重心

との鉛直距離（m） 

𝑅𝑅𝑡𝑡 : 分割されたそれぞれの滑り面のモーメントの腕の長さ（m） 

𝑅𝑅𝑊𝑊 : 各分割片の滑り面上の自重によるモーメントの腕の長さ（m） 

𝑅𝑅𝑟𝑟 : 各分割片の滑り面上の底面反力によるモーメントの腕の長さ

（m） 

𝑅𝑅𝑒𝑒 : 各分割片の滑り面上に作用する地震力によるモーメントの腕

の長さ（m） 

𝐻𝐻 : 各分割片の滑り面の最下流端と最上流端の標高差を計測した

数値（m） 

𝐿𝐿 : 各分割片の滑り面の標高差を計測した２地点間の水平距離を

計測した数値（m） 

 

b 腹付け型大規模盛土造成地または長大法の安定解析 

   7.2.3イ盛土法面の安定性の検討を参照のこと。 
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解説 

次に掲げる盛土に該当する場合は、盛土全体の安全性の検討を行う必要があ

る。 

 

[盛土全体の安全性の検討が必要な盛土] 

① 谷埋め型大規模盛土造成地 

盛土をする土地の面積が 3,000㎡以上であり、かつ、盛土をすることにより、

当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の

内部に浸入することが想定されるもの。 

 
出典：「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」（国土交通省） 

図 7.5 谷埋め型大規模盛土造成地のイメージ 

 

② 腹付け型大規模盛土造成地 

盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20°以上の角度をなし、かつ、盛土の

高さが５ｍ以上となるもの。 

 
出典：「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」（国土交通省） 

図 7.6 腹付け型大規模盛土造成地のイメージ 

 

③ 長大法 

盛土の高さが 10ｍを超えるもの。  
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7.3 切土 

7.3.1 切土法面 

審査基準 

（切土法面） 

切土法面は、原則ア切土法面の標準形状に適合させること。標準形状に適合

させることができない場合においては、イ切土法面の安定性の検討を行い必

要な安全率を満足させること。 

 

ア 切土法面の標準形状 

(ｱ)切土法面の勾配は、原則 30°以下とすること。ただし、切土法面の勾配

を 30°超とする場合は、第８章擁壁の設置に関する技術的基準 8.1 擁壁

の設置義務の審査基準アを満足すること。 

(ｲ)切土高５ｍごとに幅 1.5ｍ以上の小段を設けること。 

 

イ 切土法面の安定性の検討 

標準形状以外の場合、7.2.3イ盛土法面の安定性の検討を参照のうえ、

切土法面の安定性を検討すること。 

 

解説 

切土をする際の法面の形状を定めており、これ以外の形状の切土を行う場合

には、地盤の安定計算を実施する必要がある。 
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7.3.2 切土の安定 

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に

関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ず

る措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一・二 略 

三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑

りが生じないよう、地滑り抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講

ずること。 

 

審査基準 

（切土の安定） 

切土をした後の地盤に、滑りやすい土質の層があると想定される場合には、

次に掲げる措置を講じること。 

ア 滑りやすい層に地滑り抑止ぐい等を設置するなど滑り面の抵抗力を増

大させる措置 

イ 粘土質等の滑りの原因となる層を砂等の良質土と置き換える措置 

ウ 地盤面からの雨水その他の地表水の浸透を防ぐため地盤面を不透水性

の材料で覆う措置 

 

解説 

切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があると想定される場合には、法

面の安定度を増すための措置を講ずることが必要である。ここで、滑りやすい土

質の層とは、主に以下のとおりである。 

① 斜面と同じ方向に傾斜した層（流れ盤）に粘土層が分布する場合 

② 崖錐等の固結度の低い崩積土からなる地山において、自然状態よりも急な

勾配で切土をする場合 

③ 切土による法面又は崖の上端に続く地盤面に砂層、礫層等の透水性が高い

土層が連続する場合 

 

 



 

8-1 

第8章 擁壁に関する技術的基準 

8.1 擁壁の設置義務 

【政令】 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基

準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除

く。）をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁

壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が

別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するも

のの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度

以下のもの（その端から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果

崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖

面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 略 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分

がある場合における同号イ（２）の規定の適用については、同号イ（１）に

該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものと

みなす。 

 

別表第一 

 
土質（上欄） 

擁壁を要しない 

勾配の上限 

（中欄） 

擁壁を要する 

勾配の下限 

（下欄） 

 

 軟岩（風化の著しいものを除く。） 60度 80度  

 風化の著しい岩 40度 50度  

 砂利、真砂土、関東ローム、硬質 

粘土その他これらに類するもの 
35度 45度 

 

     

 

審査基準 

（擁壁の設置義務） 

盛土又は切土をした土地に生ずる崖面には擁壁を設置し、これらの崖面を

覆うこと。 
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ただし下記に該当する場合は擁壁の設置は不要となる。 

ア 切土をした土地に生ずる崖あって、その土質が表 8.1の上欄に掲げるも

のに該当し、かつ次のいずれかに該当するものの崖面 

(ｱ)その土質に応じ勾配が、表 8.1中欄の角度以下のもの 

(ｲ)その土質に応じ勾配が表 8.1 中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下

のもの。 

ただしその上端から下方に垂直距離５ｍ以内の部分に限る。 

イ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖

の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ウ 政令第 14条第１号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

 

表 8.1 擁壁設置不要となる崖面（切土法面に限る） 

土質 

崖の上端からの垂直距離 

５ｍ超 

（１号崖） 

５ｍ以下 

（２号崖） 

軟岩（風化の著しいも

のを除く） 

  

風化の著しい岩 

  

砂利、真砂土、関東ロ

－ム、硬質粘土、その

他これらに類するもの 

  
 

 

解説 

・１号がけ（政令第 8条第 1項第一号イ（１）に該当する崖）により、上下に分

離された２号がけ（同号イ（２）に該当する崖）の適用についてはその上下の

崖は連続しているものとみなす。 

 

  



 

8-3 

 

図 8.1 上下に分離された崖の部分がある場合の考え方 

 

  

擁壁不要 

擁壁必要 
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8.2 擁壁の構造 

【政令】 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基

準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除

く。）をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁

壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ～ハ 略 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練

積み造その他の練積み造のものとすること。 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十

二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁

壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用

しない。 

 

審査基準 

（擁壁の構造） 

擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積造その他

の練積造のものとすること。 

（認定擁壁の構造） 

省令第 13条第 1項で認められた認定擁壁は、認められた築造仕様書のとお

り施行を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2 擁壁の種類  

半重力式 

もたれ式 

片持ばり式 

控え壁式 

重力式 

もたれ式 

コンクリートブロック造 

間知石練積み造 

鉄筋コンクリート造擁壁 

無筋コンクリート造擁壁 

練積み造擁壁 

認定擁壁 

擁壁 

政令第十七条 

政令第八条 
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8.3 コンクリート造（鉄筋コンクリート造）等の擁壁の構造 

8.3.1 要求性能 

【政令】 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の

擁壁の構造は、構造計算によって次の各号のいずれにも該当することを確か

めたものでなければならない。 

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧

等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又

はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の

二以下であることを確かめること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最

大摩擦抵抗力その他の抵抗力の三分の二以下であることを確かめること。 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を

超えないことを確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、

土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えな

いことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければなら

ない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合

の土圧については、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係

数を用いて計算された数値を用いることができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力

については、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九

十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生

ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算

された数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、

実況に応じて計算された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の

摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。 
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別表第二 

 土質 単位体積重量（一立方メートルにつき） 土圧係数  

 砂利又は砂 一・八トン 〇・三五  

 砂質土 一・七トン 〇・四〇  

 シルト、粘土又

はそれらを多量

に含む土 

一・六トン 〇・五〇 

 

別表第三（第九条、第三十条、第三十五条関係）  

 土質 摩擦係数  

 岩、岩屑、砂利又は砂 〇・五  

 砂質土 〇・四  

 シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面

から少なくとも十五センチメートルまでの深さの土を砂利

又は砂に置き換えた場合に限る。） 

〇・三 

 

 

【建築基準法施行令】 

（構造設計の原則） 

第三十六条の三 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の

種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築

物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧

並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるよ

うにすべきものとする。 

２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合

い良く配置すべきものとする。 

３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動

が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱性をもたすべき

ものとする。 

 

（鋼材等） 

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければ

ならない。 

表一 

  許容応力度 
長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

 

 種類  圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断  

 略  

 
この表において、Ｆは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュ

ートン）を表すものとする。 
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表二 
 

  
長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 
 

 種類 許容応力度 

圧縮 

引っ張り 

圧縮 

引っ張り  

   せん断補強以外に

用いる場合 

せん断補強に用い

る場合 

せん断補強以外に 

用いる場合 

せん断補強に用い

る場合 
 

  

 

丸鋼 

Ｆ／１．５（当該

数値が一五五を超

える場合には、一

五五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一五五を超

える場合には、一

五五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数値が二

九五を超える場合

には、二九五） 

 

 

異形 

鉄筋 

径二十八ミリ

メートル以下

のもの 

Ｆ／１．５（当該

数値が二一五を超

える場合には、二

一五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が二一五を超

える場合には、二

一五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数値が三

九〇を超える場合

には、三九〇） 

 

 
径二十八ミリ

メートルを超

えるもの 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数値が三

九〇を超える場合

には、三九〇） 

 

 鉄線の径が四ミリメ

ートル以上の溶接金

網 

－ Ｆ／１．５ Ｆ／１．５ － 

Ｆ（ただし、床版に

用いる場合に限

る。） 

Ｆ  

 この表において、Ｆは、表一に規定する基準強度を表すものとする。  

 

（コンクリート） 

第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければな

らない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋

の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることがで

きる。 

 
長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミリメート

ルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミリメート

ルにつきニュートン） 
 

 圧縮 引っ張り せん断 付着 圧縮 引っ張り せん断 付着  

 Ｆ／３ 

Ｆ／３０ 

（Ｆが二一を超えるコンクリートにつ

いて、国土交通大臣がこれと異なる数

値を定めた場合は、その定めた数値） 

〇・七（軽量骨

材を使用する

ものにあつて

は、〇・六） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応

力度のそれぞれの数値の二倍（Ｆが二一を超えるコンクリート

の引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数 

値を定めた場合は、その定めた数値）とする。 

 

 この表において、Ｆは、設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。  

 

【建設省告示第 1450号】 

コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を

定める件（平成 12年 5月 31日） 

第二 令第九十一条第一項に規定する設計基準強度が一平方ミリメートルに

つき二十一ニュートンを超えるコンクリートの長期に生ずる力に対する引

張り及びせん断の各許容応力度は、設計基準強度に応じて次の式により算出

した数値とする。ただし、実験によってコンクリートの引張又はせん断強度

を確認した場合においては、当該強度にそれぞれ三分の一を乗じた数値とす

ることができる。 

Ｆs＝0.49＋（Ｆ／100） 

（この式において、Ｆs及びＦは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｆs コンクリートの長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミ

リメートルにつきニュートン） 

Ｆ  設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）） 
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【建設省告示第 2464号】 

鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件（平成

12年 12月 26日） 

第一 鋼材等の許容応力度の基準強度 

一 鋼材等の許容応力度の基準強度は、次号に定めるもののほか、次の表の数

値とする。 
 鋼材等の種類及び品質 基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）  

 （略） （略）  

 

異形鉄筋 

ＳＤＲ二三五 二三五  

 ＳＤ二九五Ａ 
二九五 

 

 ＳＤ二九五Ｂ  

 ＳＤ三四五 三四五  

 ＳＤ三九〇 三九〇  

 （略） （略）  

 
この表において、(略）SD 二九五 A、SD 二九五 B、SD 三四五及び SD 三九〇は、JIS G 三一一二（鉄筋コンクリート用棒鋼）―一

九八七に定める(略）SD 二九五 A、SD 二九五 B、SD 三四五及び SD 三九〇を、（略）それぞれ表すものとする。（略） 
 

 

【建築基準法施行令】 

（地盤及び基礎ぐい） 

第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣

が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければ

ならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種

類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。 

 

 

地盤 

長期に生ずる力に対す

る許容応力度 

（単位 一平方メート

ルにつきキロニュート

ン） 

短期に生ずる力に対する許

容応力度 

（単位 一平方メートルに

つきキロニュートン） 

 

 岩盤 一、〇〇〇 

長期に生ずる力に対する許

容応力度のそれぞれの数値

の二倍とする。 

 

 固結した砂   五〇〇  

 土丹盤   三〇〇  

 密実な礫層   三〇〇  

 密実な砂質地盤   二〇〇  

 砂質地盤（地震時

に液状化のおそれ

のないものに限

る。） 

   五〇 

 

 堅い粘土質地盤   一〇〇  

 粘土質地盤    二〇  

 堅いローム層   一〇〇  

 ローム層    五〇  
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【国土交通省告示第 1113号】 

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方

法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定

める方法等を定める件（平成 13年７月２日） 

第一 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査

の方法は、次の各号に掲げるものとする。 

一 ボーリング調査 

二 標準貫入試験 

三 静的貫入試験 

四 ベーン試験 

五 土質試験 

六 物理探査 

七 平板載荷試験 

八 載荷試験 

九 くい打ち試験 

十 引抜き試験 

第二 地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の(一)項、(二)項又は(三)項

に掲げる式によるものとする。ただし、地震時に液状化するおそれのある地

盤の場合又は(三)項に掲げる式を用いる場合において、基礎の底部から下

方２メートル以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷

重が１キロニュートン以下で自沈する層が存在する場合若しくは基礎の底

部から下方２メートルを超え５メートル以内の距離にある地盤にスウェー

デン式サウンディングの荷重が 500 ニュートン以下で自沈する層が存在す

る場合にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮し

て建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確

かめなければならない。 

  
長期に生ずる力に対する地盤の許

容応力度を定める場合 

短期に生ずる力に対する地盤の許

容応力度を定める場合 
 

 (一) 𝑞𝑞𝑡𝑡 =
1
3
�ic𝛼𝛼CNC + i𝛾𝛾𝛽𝛽𝛾𝛾1BNr + iq𝛾𝛾2DfNq� qa =

2
3
�iC𝛼𝛼CNC + i𝛾𝛾𝛽𝛽𝛾𝛾1BNr + iq𝛾𝛾2DfNq�  

 (二) qa = qt +
1
3
N′γ2Df  

 

 (三) qa = 30 + 0.6Nsw qa = 60 + 1.2Nsw  

この表において、qa、ic、iγ、iq、α、β、C、B、Nc、Nr、γ1、γ2、Df、qt、

N'及びNswは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 qa ：地盤の許容応力度（単位 キロニュートン/平方メートル）  

 ic、iγ及び iq ：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて 
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次の式によって計算した数値。 

 
イ ic = iq = �1 −

𝜃𝜃
90
�
2

 
 

 
ロ iγ = �1 −

𝜃𝜃
𝜑𝜑
�
2

 
 

これらの式において、𝜃𝜃及び𝜙𝜙は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

𝜃𝜃：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角（𝜃𝜃が𝜙𝜙を超える場合は𝜙𝜙
とする。）（単位 度） 

𝜙𝜙：地盤の特性によって求めた内部摩擦角（単位 度） 

α及びβ：基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる支持力係数 

 基礎荷重面の形状 円形 円形以外の形状  

 
係数：α 1.2 1.0＋0.2･

𝐵𝐵
𝐿𝐿
 

 

 
係数：β 0.3 0.5 − 0.2･

𝐵𝐵
𝐿𝐿
 

 

 この表において、Ｂ及びＬは、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及

び長辺又は長径の長さ（単位 メートル）を表すものとする。 

 

Ｃ：基礎荷重面下にある地盤の粘着力（単位 キロニュートン／平方メート

ル） 

Ｂ：基礎荷重面の短辺又は短径（単位 メートル） 

Nc、Nr及び Nq：地盤内部の摩擦角に応じて次の表に掲げる支持力係数 

 

  内部摩擦角  

 支持力 

係数 
0度 05度 10度 15度 20度 25度 28度 32度 36度 

40度 

以上 

 

 Nc 5.1 6.5 8.3 11.0 14.8 20.7 25.8 35.5 50.6 75.3  

 Nr 0.0 0.1 0.4 1.1 2.9 6.8 11.2 22.0 44.4 93.7  

 Nq 1.0 1.6 2.5 3.9 6.4 10.7 14.7 23.2 37.8 64.2  

 この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じた Nc、Nr及び Nqは、

表に掲げる数値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。 

 

 

γ1：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 

キロニュートン／立方メートル） 

γ2：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積

重量（単位 キロニュートン／立方メートル） 

Ｄｆ：基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（単位 メート

ル） 

ｑｔ：平板載荷試験による降伏荷重度の２分の１の数値又は極限応力度の３
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分の１の数値のうちいずれか小さい値（単位 キロニュートン／立方メ

ートル） 

Ｎ’：基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表に掲げる係数 

  地盤の種類  

 
係数 密実な砂質地盤 

砂質地盤 

（密実なものを除く） 
粘土質地盤 

 

 Ｎ' 12 6 3  

 

Nsw ：基礎の底部から下方２メートル以内の距離にある地盤のスウェーデン

式サウンディングにおける１メートルあたりの半回転数（150を超える

場合は 150とする。）の平均値（単位 回） 

 

審査基準 

下記のア～エについて、地上高さ２ｍ超の擁壁については表 8.2に該当す

ることを、地上高さ１ｍ超～２ｍ以下の擁壁については表 8.3に該当するこ

とをそれぞれ確認するものとする。 

ア 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

イ 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

ウ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

エ 土圧等によって擁壁が破壊されないこと。 

 

表 8.2 地上高さ２ｍ超の擁壁の構造 

常時 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.5 倍以上

であること。 

擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.5 倍以上であ

ること。 

最大接地圧が、地盤の長期許容応力度以下であること 

擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力

度以内に収まっていること。 

中地震時 

(設計水平震度

kh＝0.20) 

擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の短期許容応力

度以内に収まっていること。 

大地震時 

(設計水平震度

kh＝0.25) 

擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.0 倍以上

であること。 

擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.0 倍以上であ

ること。 

最大接地圧が、地盤の極限支持力度以下であること。 

擁壁躯体の各部に作用する応力度が終局耐力(設計基準強

度及び基準強度)以内に収まっていること。 
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表 8.3 地上高さ１ｍ超～２ｍ以下の擁壁の構造 

常時 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.5 倍以上

であること。 

擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.5 倍以上であ

ること。 

最大接地圧が、地盤の長期許容応力度以下であること。 

擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力

度以内に収まっていること。 
  

 

 

 

8.3.2 構造計算に必要な数値、数式等 

審査基準 

（単位体積重量と土圧係数） 

土圧等については、原則実況に応じて計算された単位体積重量γ、内部摩擦

角φ、粘着力 Cを使用すること。 

ただし、土質試験を行うことが困難な場合等の土圧については、土質に応じ

表 8.4 の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることが

できることとする。 

 

表 8.4 土質に応じた単位体積重量及び土圧係数 

土質 単位体積重量(１㎥につき) 土圧係数 

砂利又は砂 1.8ｔ 0.35 

砂質土 1.7ｔ 0.40 

シルト、粘土又はそれら

を多量に含む土砂 
1.6ｔ 0.50 

（当該表の土圧係数には、５kN/㎡の積載荷重が含まれる） 

 

審査基準 

（地盤の許容応力度） 

地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法によって、原則土質試験又

は原位置試験等による地盤調査を行い、その結果に基づいて定めること。 

ただし申請時には、地盤の種類に応じてそれぞれ表 8.5 の数値を用いるこ

とができることとする。 

 

表 8.5 地盤に応じた許容応力度 

地盤 

長期に生ずる力に 

対する許容応力度 

（単位 kN/㎡） 

短期に生ずる力に 

対する許容応力度 

（単位 kN/㎡） 

岩盤 1000 長期に生ずる力に対
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固結した砂 500 する許容応力度のそ

れぞれの数値の二倍

とする。 

土丹盤 300 

密実な礫層 300 

密実な砂質地盤 200 

砂質地盤（地震時に液状化

のおそれのないものに限

る。） 

50 

堅い粘土質地盤 100 

粘土質地盤 20 

堅いローム層 100 

ローム層 50 

   
 

 

審査基準 

（摩擦係数） 

ア 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力について

は、原則実況に応じて計算された数値を使用すること。 

イ 摩擦係数μについては、土質試験結果から以下の式により求めるこ

と。 

摩擦係数μ＝tanφB φB：基礎地盤の内部摩擦角 

ただしその地盤の土質に応じ表 8.6 の摩擦係数を用いて計算された

数値を用いることができることとする。 

 

表 8.6 土質に応じた摩擦係数 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 0.5 

砂質土 0.4 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面か

ら少なくとも十五センチメートルまでの深さの土を砂利又

は砂に置き換えた場合に限る。） 

0.3 
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【積載荷重】 

・積載荷重については、実状に応じて適切に設定を行うこと。 

・擁壁上部に建築物等の積載荷重がある場合は、当該荷重を考慮した各種

計算を行うこと 

・建築物及び工作物の積載荷重は、固定荷重として常時及び地震時ともに

同じ値を用いること。 

 

【地震時の荷重】 

・設計時に用いる地震時荷重は、①地震時主働土圧による荷重又は②擁壁

の自重に起因する地震時慣性力に常時の土圧を加えた荷重のうち、いず

れか大きい方とすること。 

・設計に用いる設計水平震度 khは、中地震時 0.2以上、大地震時 0.25以

上とすること。 

 

【土圧の作用面と壁面摩擦角】 

・土圧の作用面は、原則として躯体コンクリート背面とし、片持ばり式の

場合には、安定性の検討を行う場合のみ仮想背面に作用するものとする

こと。 

・土圧の作用位置は、土圧分布下端より分布高さＨの 1/3とすること。 

・壁面摩擦角δは、表 8.7に示すところにより決定すること。 

 

 
図 8.3 土圧作用面（重力式擁壁等） 

 

図 8.4 土圧作用面（片持ばり式） 

[引用]道路土工 擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成 24 年 7 月）、一部加工 
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表 8.7 壁面摩擦角 

擁壁の種類 検討項目 土圧作用面の状態 
壁面摩擦角 

常時δ 地震時δE 

重力式等 
安 定 性 

土とコンクリート 2φ/3 φ/2 
部材応力 

片持ばり式 
安 定 性 土と土 

β' 

(図 8.4 参照) 
式による 

部材応力 土とコンクリート 2φ/3 φ/2 

φ：裏込め土のせん断抵抗角 

 

表 8.8 仮想法面摩擦角β'の設定法 

背後の法面勾配 β' 

一様な場合 法面勾配β（図 8.5参照） 

変化する場合 

仮定したすべり線と上部平面の交点から法肩までの距離

を二分した点と仮想背面と法面の交点を結んだ線と水平

面の勾配（図 8.5参照） 

 

 

図 8.5 背後の法面形状が変化する場合のβ'の設定方法 

[引用]道路土工擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成 24 年 7 月）、一部加工 

 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛿𝛿𝐸𝐸 =
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡φ･ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡(𝜃𝜃 + 𝛥𝛥 − 𝛽𝛽′)

1 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡φ･ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜃𝜃 + 𝛥𝛥 − 𝛽𝛽′)
 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 𝛥𝛥 =
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡(𝛽𝛽′ + 𝜃𝜃)
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡φ

 

ただし、β'＋θ≧φとなるときは、δE＝φとする。 

 

δE ：壁面摩擦角（°） 

φ ：せん断抵抗角（°） 

β' ：仮想法面傾斜角（°） 

θ ：地震合成角（°） 
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【主働土圧】 

主働土圧の算定は、試行くさび法又はクーロンの土圧公式により行うこと。 

[試行くさび法による算出] 
以下の式により、ωを変化させて最大となるＰを求める。最大となるときのＰ

が主働土圧の合力ＰAとなる。 

 

𝑃𝑃 =
𝑊𝑊･ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡(𝜔𝜔 −φ)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔 −φ− 𝛼𝛼 − 𝛿𝛿) 

Ｗ ：くさび重量（積載荷重を含む） 

ω ：滑り面が水平面に対してなす角度 

φ ：土の内部摩擦角 

α ：宅地擁壁背面の鉛直面のなす角度 

 

 
図 8.6 試行くさび法 

[引用]道路土工 擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成 24 年 7 月、）一部加工 

 

[クーロンの土圧公式による算出] 
以下の式により、擁壁の単位幅当たりに作用する主働土圧の合力を求める。 

𝑃𝑃𝐴𝐴 =
1
2
𝐾𝐾𝐴𝐴･𝛾𝛾･𝐻𝐻2 

𝐾𝐾𝐴𝐴 =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(φ− 𝛼𝛼)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝛼𝛼･ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼 + 𝛿𝛿)�1 + �sin(φ + 𝛿𝛿)･ sin(φ− 𝛽𝛽)
cos(𝛼𝛼 + 𝛿𝛿)･ cos(𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) �

2 

 

 
 

背面土に積載荷重ｑが作用する場合は、全主働土圧ＰA は以下のとおりＰA1 と

ＰA2の合計とすること。  

(補足) 
クーロンの土圧公式は、擁壁背面の盛土形状が一様な場合で裏込め土の粘着力がない
場合に適用可能。また、φ＜βの場合も適用できない。 
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𝑃𝑃𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝐴𝐴1 + 𝑃𝑃𝐴𝐴2 
𝑃𝑃𝐴𝐴1 = 𝐾𝐾𝐴𝐴･𝑞𝑞･𝐻𝐻 

𝑃𝑃𝐴𝐴2 =
1
2
𝐾𝐾𝐴𝐴･𝛾𝛾･𝐻𝐻2 

ＰA ：全主働土圧（kN/ｍ） 

ＫA ：主働土圧係数 

γ ：裏込め土の単位体積重量（kN/㎥） 

Ｈ ：宅地擁壁高さ（ただし、仮想背面を考える場合はその高さ）（ｍ） 

ｑ ：積載荷重（kN/㎡） 

φ ：土の内部摩擦角（°） 

α ：宅地擁壁背面と鉛直面のなす角（°） 

δ ：壁面摩擦角（°） 

β ：地表面と水平面のなす角（°） 

 

 
 

【受動土圧】 

擁壁前面の埋戻し土による受働土圧は考慮しないこととする。 

 

【地震時主働土圧】 

以下の式により、地震時の主働土圧合力を求める。滑り面を求める際には、

法肩の前後２か所において土圧合力ＰE の極値が存在することがあるので留

意すること。 

① 粘着力を考慮しない場合 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐴𝐴 =
sin(𝜔𝜔𝐸𝐸𝐴𝐴 −φ + 𝜃𝜃)𝑊𝑊

cos(𝜔𝜔𝐸𝐸𝐴𝐴 −φ− 𝛼𝛼 − 𝛿𝛿) cos 𝜃𝜃
 

 
図 8.7 地震時主働土圧の考え方 

[引用]建築基礎構造設計指針（（一社）日本建築学会、2019 年 11 月）、一部加工  

<参考> 
建築士のための擁壁設計入門（藤井 衛＋渡辺桂勝＋品川恭一、2019 年 3月） 
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② 粘着力を有する場合 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐴𝐴 =
𝑊𝑊 sec 𝜃𝜃 sin(𝜔𝜔𝐸𝐸𝐴𝐴 −φ + 𝜃𝜃) − 𝑐𝑐𝑙𝑙 cosφ

cos(𝜔𝜔𝐸𝐸𝐴𝐴 −φ − 𝛼𝛼 − 𝛿𝛿)  

 

図 8.8 裏込め土が粘着力を有する場合の地震時主働土圧 

[引用]建築基礎構造設計指針（（一社）日本建築学会、2019 年 11 月）、一部加工 

 

ＰE ：地震時主働土圧合力（kN/ｍ） 

θ ：地震合成角（°） 

ｃ ：粘着力（kN/㎡） 

ｌ ：仮定した滑り面の長さ（ｍ） 

β' ：仮想法面摩擦角（°）（表 8.8参照） 

ｚ ：粘着高（ｍ） 

 
𝑧𝑧 =

2𝑐𝑐
𝛾𝛾
･ tan �45° +

φ

2
� 

γ ：単位体積重量（kN/㎥） 

φ ：土の内部摩擦角（°） 

kh ：設計水平震度 

 

 

図 8.9 地震時慣性力の考え方 

[引用]建築基礎構造設計指針（（一社）日本建築学会、2019 年 11 月）、一部加工  
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[岡部・物部式による算出] 
以下の式により、擁壁の単位幅当たりに作用する地震時主働土圧合力ＰEAを求

める。 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐴𝐴 =
1
2
𝐾𝐾𝐸𝐸𝐴𝐴･𝛾𝛾･𝐻𝐻2 

𝐾𝐾𝐸𝐸𝐴𝐴 =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(φ− 𝛼𝛼 − 𝜃𝜃)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 ･ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝛼𝛼 ･ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛿𝛿 + 𝛼𝛼 + 𝜃𝜃)�1 + �𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡(φ + 𝛿𝛿)･ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡(φ− 𝛽𝛽 − 𝜃𝜃)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼 − 𝛽𝛽)･ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛿𝛿 + 𝛼𝛼 + 𝜃𝜃) �

2 

 

ＰEA ：地震時主働土圧（kＮ/ｍ） 

ＫEA ：地震時主働土圧係数 

γ ：裏込め土の単位体積重量（kN/㎥） 

Ｈ ：宅地擁壁高さ（ただし、仮想背面を考える場合はその高さ）（ｍ） 

φ ：土の内部摩擦角（°） 

α ：宅地擁壁背面と鉛直面のなす角（°） 

δ ：壁面摩擦角（°） 

β ：地表面と水平面のなす角（°） 

θ ：地震合成角（°）  θ＝tan-1kh 

 

 

8.3.3 転倒、滑動、沈下の検討 

【転倒に対する検討】 

以下の式により、転倒に対する安全率の確認を行うこと。 
 

𝐹𝐹𝑠𝑠 =
抵抗モーメント

転倒モーメント
=
𝑀𝑀𝑟𝑟

𝑀𝑀𝑜𝑜
=

Σ𝑉𝑉𝑖𝑖･𝛼𝛼𝑖𝑖
Σ𝐻𝐻𝑖𝑖･𝑏𝑏𝑖𝑖

 

 

Ｆs ：安全率 

Ｍr ：擁壁底面のつま先（o点）回りの抵抗モーメント（kN・ｍ/ｍ） 

Ｍo ：擁壁底面のつま先（o点）回りの転倒モーメント（kN・ｍ/ｍ） 

Ｖi ：擁壁に作用する各荷重の鉛直成分（kN/ｍ） 

ａi ：擁壁底面のつま先（o点）から各荷重の鉛直成分Ｖiの作用位置ま

での水平距離（ｍ） 

Ｈi ：擁壁に作用する各荷重の水平成分（kN/ｍ） 

ｂi ：擁壁底面のつま先（o点）から各荷重の水平成分Ｈiの作用位置ま

での鉛直距離（ｍ） 
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【滑動に対する検討】 

以下の式により、滑動に対する安全率の確認を行うこと。 

 

𝐹𝐹𝑠𝑠 =
活動に対する抵抗力

滑動力
=
𝑅𝑅𝑣𝑣･𝜇𝜇 + 𝐶𝐶𝐵𝐵･𝐵𝐵

𝑅𝑅𝐻𝐻
 

 

Ｆs ：安全率 

ＲV ：基礎底面における全鉛直荷重（kN/ｍ） 

ＲH ：基礎底面における全水平荷重（kN/ｍ） 

μ ：基礎底面と基礎地盤の間の摩擦係数 

ＣB ：基礎底版と基礎地盤の間の付着力（kN/㎡） 

Ｂ ：基礎底版幅（ｍ） 

 

地盤と擁壁底面の摩擦係数は表 8.6 土質に応じた摩擦係数 を参照。 
 

【沈下に対する検討】 

以下の式により、沈下に対する安全率の確認を行うこと。 

 

𝑞𝑞1
𝑞𝑞2� ≦ 𝑞𝑞𝑎𝑎 =

𝑞𝑞𝑢𝑢
𝐹𝐹𝑠𝑠
 

ｑ1 ：擁壁底面前部における地盤反力度または鉛直地盤反力度（kN/㎡） 

ｑ2 ：擁壁底面後部における地盤反力度または鉛直地盤反力度（kN/㎡） 

ｑa ：地盤の許容支持力度（kN/㎡） 

ｑu ：地盤の極限支持力度（kN/㎡） 

Ｆs ：地盤の支持力に対する安全率（ｍ） 

 

ｑ1 及びｑ2 の算出については、合力の作用点により適用する式が異なる。

あらかじめ作用点の確認を行った上で、対応する方法により確認を行うこと。 

 

[合力の作用点の確認方法] 
以下の式により、合力の作用点の確認を行うこと。 

 

擁壁底面つま先から合力作用点までの距離 

𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑟𝑟 −𝑀𝑀𝑜𝑜

𝑉𝑉𝑜𝑜
=

Σ𝑉𝑉𝑖𝑖･𝑡𝑡𝑖𝑖 −Σ𝐻𝐻𝑖𝑖･𝑏𝑏𝑖𝑖
Σ𝑉𝑉𝑖𝑖

 

 

ｄ ：擁壁底面つま先から合力作用点までの距離（ｍ） 

Ｍr ：擁壁底面のつま先（o点）回りの抵抗モーメント（kN ・ｍ/ｍ）で

各荷重の鉛直成分におるモーメントＶi･ａiの合計値 



 

8-21 

Ｍo ：擁壁底面のつま先（o点）回りの転倒モーメント（kN･ｍ/ｍ）で各

荷重の水平成分におるモーメントＨi･ｂiの合計値 

Ｖo ：擁壁底面における全鉛直荷重（kN/ｍ）で各荷重の鉛直成分Ｖi の

合計値 

Ｖi ：擁壁に作用する各荷重の鉛直成分（kN/ｍ） 

ａi ：擁壁底面のつま先（o点）から各荷重の鉛直成分Ｖiの作用位置ま

での水平距離（ｍ） 

Ｈi ：擁壁に作用する各荷重の水平成分（kN/ｍ） 

ｂi ：擁壁底面のつま先（o点）から各荷重の水平成分Ｈiの作用位置ま

での鉛直距離（ｍ） 

 

 

図 8.10 合力作用位置の求め方 

[引用]道路土工擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成 24 年 7 月）、一部加工 

 

[作用点が擁壁底面幅中央より前方にある場合] 
① 合力作用点が擁壁底面幅中央のＢ/３の範囲にある場合 

𝑞𝑞1 =
𝑉𝑉𝑜𝑜
𝐵𝐵
･ �1 +

6𝑒𝑒
𝐵𝐵
� 

𝑞𝑞2 =
𝑉𝑉𝑜𝑜
𝐵𝐵
･ �1 −

6𝑒𝑒
𝐵𝐵
� 

 

② 合力作用点が擁壁底面幅中央のＢ/３から２Ｂ/３の範囲にある場合 

𝑞𝑞1 =
2𝑉𝑉0
3𝑑𝑑

 

Ｖo ：擁壁底面における全鉛直荷重（kN/ｍ）で、擁壁に作用する各荷重の鉛

直成分の合計値 

ｑ1 ：擁壁の底面前部における地盤反力度（kN/㎡） 

ｑ2 ：擁壁の底面後部における地盤反力度（kN/㎡） 
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ｅ ：擁壁底面の中央から荷重の合力の作用位置までの偏心距離（ｍ） 

ｄ ：擁壁底面のつま先（o点）から荷重の合力作用位置までの距離（ｍ） 

Ｂ ：擁壁底面幅（ｍ） 

 

 

図 8.11 地盤反力度の求め方 

[引用]道路土工擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成 24 年 7 月）、一部加工 

 

[作用点が擁壁底面幅より後方にある場合] 

 

図 8.12 地盤反力係数法（簡便法） 

[引用]道路土工 擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成 24 年 7 月）、一部加工 

 

 

  

(補足) 
もたれ式擁壁等は、壁が後方へ傾斜しているため、主働土圧によるモーメントに比べ
て自重によるモーメントが卓越します。重力式擁壁と同様な方法で安定計算を行う
と、壁面の地盤反力を考慮に入れていないため、荷重の合力が擁壁底面そのものから
後方へ外れることがある。 
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𝑄𝑄𝑡𝑡 =
𝑀𝑀𝑎𝑎 − 𝑘𝑘𝑑𝑑･𝐵𝐵･𝑉𝑉0

𝐵𝐵･ sin𝜃𝜃(1 − 𝑘𝑘𝑑𝑑) + 𝑙𝑙 �1 − 𝑘𝑘𝑙𝑙
3 �

 

𝑄𝑄𝑣𝑣 = 𝑉𝑉0 − 𝑄𝑄𝑡𝑡･ sin𝜃𝜃,  𝑄𝑄𝐻𝐻 = 𝐻𝐻0 + 𝑄𝑄𝑡𝑡･ cos 𝜃𝜃 

𝑞𝑞1 =
2𝑄𝑄𝑣𝑣(2− 3𝑘𝑘𝑑𝑑)

𝐵𝐵
,  𝑞𝑞2 =

2𝑄𝑄(3𝑘𝑘𝑑𝑑 − 1)
𝐵𝐵

 

𝑞𝑞𝑡𝑡 =
2𝑄𝑄𝑡𝑡
𝑘𝑘𝑙𝑙･𝑙𝑙′

 

 

Ｖo ：擁壁底面における全鉛直荷重（kN/ｍ） 

Ｈo ：擁壁底面における全水平荷重（kN/ｍ） 

Ｍa ：擁壁底面のつま先回りの作用モーメント（kN・ｍ/ｍ） 

                  （Ｍa＝Ｍr－Ｍo） 

Ｍr ：擁壁底面のつま先回りの抵抗モーメント（kN・ｍ/ｍ） 

Ｍo ：擁壁底面のつま先回りの転倒モーメント（kN・ｍ/ｍ） 

Ｈ ：擁壁高（ｍ） 

Ｂ ：擁壁底面幅（ｍ） 

ｌ ：壁面長（ｍ） 

θ ：壁面傾斜角（°） 

ｄ ：擁壁底面のつま先から合力Ｒの作用位置までの距離（ｍ） 

 𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑜𝑜
 

Ｑv ：擁壁底面に発生する鉛直地盤反力（kN/ｍ） 

ＱH ：擁壁底面に発生する水平地盤反力（kN/ｍ） 

Ｑt ：擁壁背面に発生する壁面地盤反力（kN/ｍ）（𝑑𝑑≥𝑘𝑘𝑑𝑑∙𝐵𝐵の時は、𝑄𝑄𝑡𝑡=0） 

q1 ：擁壁底面の前方に発生する鉛直地盤反力度（kN/㎡） 

q2 ：擁壁底面の後方に発生する鉛直地盤反力度（kN/㎡） 

qt ：擁壁背面に発生する最大壁面地盤反力度（kN/㎡） 

dq ：擁壁底面のつま先からの鉛直地盤反力の作用位置（ｍ） 

l1 ：擁壁底面から壁面地盤反力度が発生する位置までの区間長（ｍ） 

l2 ：壁面地盤反力度が発生する区間長（ｍ） 

kl ：壁面地盤反力度が発生する区間長 l2と擁壁壁面長𝑙𝑙との比（kl=l2-l） 

kd ：壁面底面のつま先から鉛直地盤反力の作用位置 dq と擁壁底面幅Ｂとの

比（kd=dq/Ｂ） 
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表 8.9 「簡便法」に用いる係数 kl、kdの値 

荷重状態 

係数 

自重のみの場

合 

荷重組合せに土圧や地震時慣性力などを考慮

する場合 

背面勾配 － 1:0.3 1:0.4 1:0.5 

kl＝l2/l 1.00 0.50 0.60 0.70 

kd＝dq/Ｂ 0.58 0.56 

 

 

地盤の許容応力度の求め方は下記の手法から最適なものを採用すること。 
① 支持力式による方法 

qa =
1
3
�ic𝛼𝛼CNC + i𝛾𝛾𝛽𝛽𝛾𝛾1BNr + iq𝛾𝛾2DfNq� 

𝑠𝑠𝑐𝑐 = 𝑠𝑠𝑞𝑞 = �1 −
𝜃𝜃

90
�
2

 

𝑠𝑠𝛾𝛾 = �1 −
𝜃𝜃
φ
�
2

 

 

ｑa ：地盤の許容応力度（kN/㎡） 

θ ：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角（°） 

ただし、θ≦φとし、θがφを超える場合はφとする。 

φ ：地盤の特性によって求めた内部摩擦角（°） 

α,β ：基礎荷重面の形状に応じた係数（表 8.10参照） 

Ｂ ：基礎荷重面の短辺又は短径（ｍ） 

Ｌ ：基礎荷重面の長辺又は長径（ｍ） 

Ｃ ：基礎荷重面下の地盤の粘着力（kN/㎡） 

Nc, Nr, Nq ：表 8.11に示す支持力係数 

γ1 ：基礎荷重面下の地盤の単位体積重量（kN/㎥） 

γ2 ：基礎荷重面より上の根入れ部分の土の平均単位体積重量（kN/㎥） 

（γ１、γ2とも地下水位以下の場合は水中単位体積重量をとる。） 

Df ：根入れの深さ（ｍ） 

 

表 8.10 基礎の形状係数 

基礎底面の形状 円形以外の形状 円形 

α 1.0＋0.2･
𝐵𝐵
𝐿𝐿
 1.2 

β 0.5 − 0.2･
𝐵𝐵
𝐿𝐿
 0.3 
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表 8.11 支持力係数 

内部摩擦角 支持力係数 

φ Ｎc Ｎr Ｎq 

0° 5.1 0.0 1.0 

5° 6.5 0.1 1.6 

10° 8.3 0.4 2.5 

15° 11.0 1.1 3.9 

20° 14.8 2.9 6.4 

25° 20.7 6.8 10.7 

28° 25.8 11.2 14.7 

32° 35.5 22.0 23.2 

36° 50.6 44.4 37.8 

40°以上 75.3 93.7 64.2 

 

② 平板載荷試験による方法 

𝑞𝑞𝑎𝑎 = 𝑞𝑞𝑡𝑡 +
1
3
𝑁𝑁′𝛾𝛾2𝐷𝐷𝑓𝑓 

ｑa ：地盤の許容応力度（kN/㎡） 

ｑt ：平板載荷試験による降伏荷重度の 1/2の数値又は極限応力度の 1/3の

うちいずれか小さい数値（kN/㎡） 

Ｎ' ：基礎荷重面下の地盤の種類に応じて表 8.12に掲げる係数 

γ2 ：基礎荷重面より上の根入れ部分の土の平均単位体積重量（kN/㎥） 

（地下水位以下の場合は水中単位体積重量をとる。） 

Ｄf ：根入れの深さ（ｍ） 

 

表 8.12 基礎荷重面下の地盤の種類に応じた係数 

係数 

地盤の種類 

密実な砂質地盤 
砂質地盤 

（密実なものを除く） 
粘土質地盤 

Ｎ' 12 6 3 

 

③ ＳＷＳ試験による方法 

長期の許容応力度   𝑞𝑞𝑎𝑎 = 30 + 0.6Nsw 

 

𝑞𝑞𝑎𝑎 ：地盤の許容応力度（kN/㎡） 

Nsw ：基礎の底部から下方２ｍ以内の距離にある地盤の SWS試験における

１ｍあたりの半回転数の平均値（回）（150 を超える場合は 150 とす

る。） 
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8.3.4 破壊の検討 

【政令】 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の

擁壁の構造は、構造計算によって次の各号のいずれにも該当することを確

かめたものでなければならない。 

一～四 略 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又

はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。 

二～四 略 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければなら

ない。 

一 略 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力

については、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十

条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる

力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された

数値 

 

【建築基準法施行令】 

（鋼材等） 

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければ

ならない。 

表一 

  許容応力度 
長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

 

 種類  圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断  

 略  

 
この表において、Ｆは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュ

ートン）を表すものとする。 

 

表二 
 

  
長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 
 

 種類 許容応力度 

圧縮 

引っ張り 

圧縮 

引っ張り  

   せん断補強以外に

用いる場合 

せん断補強に用い

る場合 

せん断補強以外に 

用いる場合 

せん断補強に用い

る場合 
 

  

 

丸鋼 

Ｆ／１．５（当該

数値が一五五を超

える場合には、一

五五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一五五を超

える場合には、一

五五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数値が二

九五を超える場合

には、二九五） 

 

 

異形 

鉄筋 

径二十八ミリメ

ートル以下のも

の 

Ｆ／１．５（当該

数値が二一五を超

える場合には、二

一五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が二一五を超

える場合には、二

一五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数値が三

九〇を超える場合

には、三九〇） 

 

 径二十八ミリメ

ートルを超える

もの 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数値が三

九〇を超える場合

には、三九〇） 
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九五） 九五） 九五） 

 
鉄線の径が四ミリメー

トル以上の溶接金網 
－ Ｆ／１．５ Ｆ／１．５ － 

Ｆ（ただし、床版に

用いる場合に限

る。） 

Ｆ  

 この表において、Ｆは、表一に規定する基準強度を表すものとする。  

   

（コンクリート） 

第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければな

らない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋

の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることが

できる。 

 
長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミリメート

ルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミリメ

ートルにつきニュートン） 
 

 圧縮 引っ張り せん断 付着 圧縮 引っ張り せん断 付着  

 Ｆ／３ 

Ｆ／３０ 

（Ｆが二一を超えるコンクリートにつ

いて、国土交通大臣がこれと異なる数

値を定めた場合は、その定めた数値） 

〇・七（軽量骨

材を使用するも

のにあつては、

〇・六） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許

容応力度のそれぞれの数値の二倍（Ｆが二一を超えるコン

クリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこ

れと異なる数 

値を定めた場合は、その定めた数値）とする。 

 

 この表において、Ｆは、設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。  

 

【建設省告示第 1450号】 

コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を

定める件（平成 12年 5月 31日） 

第二 令第九十一条第一項に規定する設計基準強度が一平方ミリメートルに

つき二十一ニュートンを超えるコンクリートの長期に生ずる力に対する引

張り及びせん断の各許容応力度は、設計基準強度に応じて次の式により算

出した数値とする。ただし、実験によってコンクリートの引張又はせん断強

度を確認した場合においては、当該強度にそれぞれ三分の一を乗じた数値

とすることができる。 

Ｆs＝0.49＋（Ｆ／100） 

（この式において、Ｆs及びＦは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｆs コンクリートの長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方

ミリメートルにつきニュートン） 

Ｆ  設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）） 

 

【建設省告示第 2464号】 

鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件（平成

12年 12月 26日） 

第一 鋼材等の許容応力度の基準強度 

一 鋼材等の許容応力度の基準強度は、次号に定めるもののほか、次の表の数

値とする。 
 鋼材等の種類及び品質 基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）  

 （略） （略）  

 

異形鉄筋 

ＳＤＲ二三五 二三五  

 ＳＤ二九五Ａ 
二九五 

 

 ＳＤ二九五Ｂ  

 ＳＤ三四五 三四五  
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 ＳＤ三九〇 三九〇  

 （略） （略）  

 
この表において、(略）SD 二九五 A、SD 二九五 B、SD 三四五及び SD 三九〇は、JIS G 三一一二（鉄筋コンクリート用棒鋼）

―一九八七に定める(略）SD 二九五 A、SD 二九五 B、SD 三四五及び SD 三九〇を、（略）それぞれ表すものとする。（略） 
 

 

 

8.3.5 擁壁の根入れ 

審査基準 

（鉄筋コンクリート造等擁壁の根入れ） 

ア 根入れ深さは、原則として 50㎝以上確保すること。ただし、底板を有

する形式の擁壁においては、底板厚さに 50㎝以上を加えた根入れ深さを

確保すること。 

イ 水路、河川に近接して擁壁を設ける場合は、根入れ深さは河床からと

ること。ただし、河川から一定距離の離隔が確保できる場合には、これ

によらないこととし、Ｕ字溝に接する場合は地盤面からの深さを根入れ

とする。 

 

 
図 8.13 鉄筋コンクリート造等擁壁の根入れ 
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8.4 練積み擁壁 

【政令】 

（練積み造の擁壁の構造） 

第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造

は、次に定めるところによらなければならない。 

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第四項に規定する擁壁の前面

の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第四において同じ。）が、崖の土

質に応じ別表第四に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の

設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであ

るときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメ

ートル以上であること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリ

ートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗くり石、砂利又は砂利混じ

り砂で有効に裏込めすること。 

三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の

破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設

ける等必要な措置を講ずること。 

 

別表第四（第十条、第三十条関係） 
 

土質 
擁壁  

 勾配 高さ 下端部分の厚さ  
 

第一種 
岩、岩屑、砂利又は

砂利混じり砂 

七十度を超え 
七十五度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上  
 

六十五度を超え
七十度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 四十五センチメートル以上  
 三メートルを超え四メートル以下 五十センチメートル以上  
 

六十五度以下 

三メートル以下 四十センチメートル以上  
 三メートルを超え四メートル以下 四十五センチメートル以上  
 四メートルを超え五メートル以下 六十センチメートル以上  
 

第二種 

真砂土、関東ロー
ム、硬質粘土その他
これらに類するも

の 

七十度を超え 
七十五度以下 

二メートル以下 五十センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 七十センチメートル以上  
 

六十五度を超え 
七十度以下 

二メートル以下 四十五センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 六十センチメートル以上  
 三メートルを超え四メートル以下 七十五センチメートル以上  
 

六十五度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上  
 三メートルを超え四メートル以下 六十五センチメートル以上  
 四メートルを超え五メートル以下 八十センチメートル以上  
 

第三種 その他の土質 

七十度を超え 

七十五度以下 

二メートル以下 八十五センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 九十センチメートル以上  
 

六十五度を超え 
七十度以下 

二メートル以下 七十五センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 八十五センチメートル以上  
 三メートルを超え四メートル以下 百五センチメートル以上  
 

六十五度以下 

二メートル以下 七十センチメートル以上  
 二メートルを超え三メートル以下 八十センチメートル以上  
 三メートルを超え四メートル以下 九十五センチメートル以上  
 四メートルを超え五メートル以下 百二十センチメートル以上  
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審査基準 

練積み造擁壁の構造 

ア 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さが、崖の土質に応じ図 8.14に定

める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤

の土質が、同表の第 1種又は第 2種に該当するものであるときは 40cm以

上、その他のものであるときは 70cm以上であること。 

イ 石材その他の組積材は、控え長さを 30cm以上とし、コンクリートを用

いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で

有効に裏込めすること。 

ウ 擁壁に作用する積載荷重が５kN/㎡以下であること。 

 

がけの

土質 

擁壁 

の勾配 

第
１
種 

岩、岩屑、砂利

又は砂利混り砂 

第
２
種 

真砂土、関東ロー

ム、硬質粘土その

他これらに類する

もの 

第
３
種 

その他の土質 

70°
を
超
え
75°
以
下
（
約
３
分
）    

65°
を
超
え
70°
以
下
（
約
４
分
） 
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65°
以
下
（
約
５
分
） 

   
 

図 8.14 練積み擁壁の形状 

 

 

図 8.15 間知ブロックの各部名称 

 

【政令】 

（練積み造の擁壁の構造） 

第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構

造は、次に定めるところによらなければならない。 

一から三 略 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さ

は、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該

当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その値が三十五センチ

メートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他のもので

あるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満

たないときは、四十五センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対

して安全である基礎を設けること。 
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審査基準 

練積み造擁壁の根入れ 

ア 擁壁の設置される地盤の土質が、図 8.14 の第 1 種又は第 2 種に該当す

るものであるときは、擁壁の高さの 100分の 15 （その値が 35cmに満たな

いときは、35cm）以上とすること。 

イ その他のものであるときは擁壁の高さの 100分の 20 （その値が 45cmに

満たないときは、45cm）以上とすること。 

 

審査基準 

練積み造擁壁の基礎 

練積擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁

の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 
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8.5 設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用 

審査基準 

伸縮目地（運用上の留意点） 

ア 伸縮目地は次の各箇所に設け、基礎部分まで分断すること。 

(ｱ)擁壁長さ 20ｍ以内ごと 

(ｲ)地盤の変化する箇所 

(ｳ)擁壁の高さが異なる箇所 

(ｴ)擁壁の材料・構法が異なる箇所 

イ 擁壁の屈曲部においては、伸縮目地の位置を隅角部から２ｍかつ擁壁の

高さ分だけ避けて設置すること。 

 

審査基準 

隅角部の補強（運用上の留意点） 

ア 擁壁の屈曲する箇所で、隅角が 120°未満の場合は、その擁壁を挟む二

等辺三角形の部分をコンクリートで補強すること。 

イ 二等辺三角形の一辺の長さは、擁壁の高さ３ｍ以下で 50cm、３ｍを超

えるものは 60cmとすること。 

 

 

 

図 8.16 鉄筋コンクリート造擁壁等の伸縮目地及び隅角部の補強位置① 
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図 8.17 鉄筋コンクリート造擁壁等の伸縮目地及び隅角部の補強位置② 

 

 

図 8.18 練積み造擁壁の伸縮目地及び隅角部の補強位置 

 

【建築基準法施行令】 

（コンクリートの強度） 

第七十四条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定

めるものでなければならない。 

一 四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン（軽量骨材

を使用する場合においては、九ニュートン）以上であること。 

二 設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。）との

関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合

するものであること。 

 

審査基準 

（コンクリート強度） 

ア 四週圧縮強度は、12Ｎ/mm2（軽量骨材を使用する場合においては、９Ｎ
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/mm2）以上とすること。 

イ 設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。）との関係におい

て国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合させるこ

と。 

 

【建築基準法施行令】 

（鉄筋の継手及び定着） 

第七十三条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出な

いように定着しなければならない。ただし、次の各号掲げる部分以外の部分

に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。 

一 柱及びはり（基礎ばりを除く。）の出すみ部分 

二 煙突 

～略～ 

２ 主筋又は耐力壁の鉄筋（以下この項において「主筋等」という。）の継手

の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける

場合にあつては、主筋等の径（径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、

細い主筋等の径。以下この条において同じ。）の二十五倍以上とし、継手を

引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の

径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造

方法を用いる継手にあつては、この限りでない。 

３ 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱

に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。た

だし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安

全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 

４ 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用す

る場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」

とあるのは「五十倍」とする。 

（鉄筋のかぶり厚さ） 

第七十九条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又

は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三セ

ンチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立

上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎（布基礎の立上り部分を除

く。）にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上とし

なければならない。 

２ 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄

筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶ

り厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土

交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた

部材については、適用しない。 
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審査基準 

（鉄筋） 

ア 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、土に接する部分は６cm 以

上（基礎にあっては、捨てコンクリートの部分を除いて６cm 以上）とし、

その他の部分は４cm 以上にすること。なお、基礎底版下の捨てコンクリ

ートは、かぶり厚さに含めることはできない。 

イ 引張鉄筋の定着される部分の長さは、主鉄筋に溶接する場合を除き、そ

の径の 40倍以上とすること。 

ウ 主鉄筋はコンクリートの引張側に配置すること。 

エ 組立鉄筋を用心鉄筋より擁壁の表面側に配置すること。 

オ 幅止め筋は、千鳥配置とすること。 

カ 鉄筋のかぶりは、竪壁で４cm以上、底版では６cm以上とすること。 

 

 

 

図 8.19 鉄筋のかぶり厚さ 
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図 8.20 Ｌ型鉄筋コンクリート擁壁縦壁基部の配筋要領 
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8.6 擁壁の水抜穴 

【政令】 

（擁壁の水抜穴） 

第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面

の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも

一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性

の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要

な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 

 

審査基準 

（水抜き穴の構造及び透水層） 

ア 壁面の面積３㎡以内ごとに少なくとも一個の内径が 7.5cm 以上の陶管

その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設けること。 

イ 擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を

用いて透水層を設けること。 

 

 

図 8.21 鉄筋コンクリート擁壁の断面図及び水抜穴設置図 
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8.7 任意設置擁壁 

【政令】 

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければなら

ない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが二メートルを超え

るもの（第八条第一項第一号の規定により設置されるものを除く。）につい

ては、建築基準法施行令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に係る

部分を除く。）の規定を準用する。 

 

【建築基準法施行令】 

（擁壁） 

第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲

げる擁壁（以下この条において単に「擁壁」という。）に関する法第八十八

条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技

術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁

壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定め

た構造方法を用いることとする。 

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用い

た構造とすること。 

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分

に結合すること。 

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水

抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。 

四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の

規定を除く。）に適合する構造方法を用いること。 

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算に

よつて確かめられる安全性を有すること。 

２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条

第一項及び第二項、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第

七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八

十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第

七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二並び

に第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を準用する。 

 

審査基準 

（任意設置擁壁の構造） 

法第 12 条第 1 項又は第 16 条第 1 項の許可を受けなければならない宅地造

成に関する工事により設置する擁壁で高さが２ｍを超えるものは、建築基準

法施行令第 142条の規定を準用すること。 
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8.8 認定擁壁 

【政令】 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十

二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁

壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用

しない。 

【省令】 

（擁壁認定の基準） 

第十三条 国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条

まで（これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）の規定によらない擁壁であつて、

構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が

定める基準に適合しているものを、令第十七条（令第十八条及び第三十条

第一項において準用する場合を含む。第九十条において同じ。）の規定に

基づき、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定による

擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。 

２ 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつ

て築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行わ

れていることについて認証を受けた工場において製造されたものであると

きは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造

工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。 

 

審査基準 

（認定擁壁の構造） 

省令第 13条第 1項で認められた認定擁壁は、認められた築造仕様書のとお

り施行を行うこと。 

 

【コンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を認定する件】 

【建設省告示第 1485号】 

〇宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めコンクリートを用いて充填

するコンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を認定する件（昭和 40 

年６月 14日） 

宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十七号)第十五条の規定に

基づき、胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロツク練積

み造の擁壁は、次の各号に定めるところによる場合においては、同令第八条

の規定による練積み造の擁壁と同等以上の効力があると認める。 

一 コンクリートブロツクの四週圧縮強度は、一平方センチメートルにつき

百八十キログラム以上であること。 
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二 胴込めに用いるコンクリートの四週圧縮強度は、一平方センチメートル

につき百五十キログラム以上であること。 

三 コンクリートブロツクに用いるコンクリートの比重は、二・三以上であ

り、かつ、擁壁に用いるコンクリートブロツクの重量は、壁面一平方メート

ルにつき三百五十キログラム以上であること。 

四 コンクリートブロツクは、相当数の使用実績を有し、かつ、構造耐力上支

障のないものであり、その形状は、胴込めに用いるコンクリートによつて擁

壁全体が一体性を有する構造となるものであり、かつ、その施工が容易なも

のであること。 

五 擁壁の壁体曲げ強度は、一平方センチメートルにつき十五キログラム以

上であること。 

六 擁壁の勾配及び高さは、擁壁の背面土の内部摩擦角及びコンクリートブ

ロツクの控え長さに応じ、別表に定める基準に適合し、かつ、擁壁上端の水

平面上の載荷重は、一平方メートルにつき五百キログラムをこえていない

こと。 

七 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁前面の根入れ深さは擁

壁の高さの百分の二十(その値が四十五センチメートルに満たないときは、

四十五センチメートル)以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリー

ト造又は無筋コンクリート造で、擁壁のすべり及び沈下に対して安全であ

る基礎を設けること。 

八 擁壁が曲面又は折面をなす部分で必要な箇所、擁壁の背面土又は擁壁が

設置される地盤の土質が著しく変化する箇所等破壊のおそれのある箇所に

は、鉄筋コンクリート造の控え壁又は控え柱を設けること。 

九 擁壁の背面には、排水をよくするため、栗石、砂利等で有効に裏込めする

こと。 

 

別表 

 
擁壁の背面土の 

内部摩擦角 

コンクリートブロツクの 

控え長さ 

(単位センチメートル) 

擁壁  

 勾
こ う

配 
高さ 

(単位メートル) 
 

 

二十度以上 

三十度未満 

三十以上三十五未満 

六十五度以上 

七十五度未満 
一以下 

 

六十五度未満 一・五以下 

 三十五以上四十五未満 

七十度以上 

七十五度未満 
一以下 

 六十五度以上 

七十度未満 
一・五以下 

六十五度未満 二以下 

 四十五以上 
七十度以上 

七十五度未満 
一・五以下  
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六十五度以上 

七十度未満 
二以下 

六十五度未満 二・五以下 

 

三十度以上 

四十度未満 

三十以上三十五未満 

七十度以上 

七十五度未満 
一・五以下 

 六十五度以上 

七十度未満 
二以下 

六十五度未満 三以下 

 三十五以上四十未満 

七十度以上 

七十五度未満 
一・五以下 

 六十五度以上 

七十度未満 
二・五以下 

六十五度未満 三・五以下 

 四十以上四十五未満 

七十度以上 

七十五度未満 
二以下 

 六十五度以上 

七十度未満 
三以下 

六十五度未満 四以下 

 四十五以上 

七十度以上 

七十五度未満 
二以下 

 六十五度以上 

七十度未満 
三以下 

六十五度未満 四・五以下 

 

四十度以上 

三十以上三十五未満 

七十度以上 

七十五度未満 
二以下 

 六十五度以上 

七十度未満 
三・五以下 

六十五度未満 五以下 

 三十五以上四十未満 

七十度以上 

七十五度未満 
二・五以下 

 六十五度以上 

七十度未満 
四・五以下 

六十五度未満 五以下 

 四十以上四十五未満 

七十度以上 

七十五度未満 
三以下 

 

七十度未満 五以下 

 四十五以上 

七十度以上 

七十五度未満 
三・五以下 

 

七十度未満 五以下 
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8.9 その他擁壁の留意事項 

（斜面に沿って設置する擁壁） 
斜面に沿って擁壁を設置する場合は、擁壁基礎部分は段切りにより水平に設

置すること。 

 

 
 

図 8.22 斜面に沿って設置する擁壁 

 

審査基準 

（斜面上に設置する擁壁） 

斜面上に擁壁を設置する場合には、図 8.23のように擁壁基礎前端より擁壁

の地上高さの 0.4Ｈ以上で、かつ 1.5ｍ以上だけ土質に応じた勾配線より後退

し、その部分は、コンクリート打ち等により風化侵食のおそれのないようにす

ること。 

 

 

 

 

図 8.23 斜面の擁壁の構造 
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表 8.13 土質別角度（θ） 

背面土質 軟岩 風化の著しい岩 

砂利、真砂土、関

東ローム、硬質粘

土その他これらに

類するもの 

盛土又は腐植土 

角度(θ) 60° 40° 35° 25° 

 

審査基準 

（二段擁壁） 

図 8.24に示す擁壁で土質に応じた勾配線以内に入っていない又は擁壁の地

上高さの 0.4Ｈ以上かつ 1.5ｍ以上の離隔がとれていないものは、二段の擁壁

とみなす。 

二段擁壁となる場合は、下部の擁壁に設計以上の積載荷重がかからないよ

う、上部擁壁の根入れ深さを深くする、又は杭基礎とするなどして、下部擁壁

の安全を保つことができるよう措置すること。 

 

 

 

図 8.24 上部・下部擁壁を近接して設置する場合の考え方 

 



 

9-1 

第9章 崖面崩壊防止施設に関する技術的基準 

9.1 崖面崩壊防止施設の設置 

【政令】 

（擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。

以下同じ。）の政令で定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊

を防止するための施設（擁壁を除く。）で、崖面を覆うことにより崖の安定

を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）、

排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留と

する。 

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的

基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとす

る。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除

く。以下この号において同じ。）をした土地の部分に生ずる崖面に第八条第

一項第一号（ハに係る部分を除く。）の規定により擁壁を設置することとし

た場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地

下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものと

して主務省令で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるとき

は、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこ

と。 

 

【省令】 

（崖面崩壊防止施設） 

第十一条 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他

の資材が充塡された構造の施設その他これに類する施設とする。 

（擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象） 

第三十一条 令第十四条第一号（令第十八条及び第三十条第一項において準

用する場合を含む。）の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入 

三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう

事象 

 

審査基準 

擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象が認められるときは、擁壁

に替えて崖面崩壊防止施設を設置することができる。ここでいう擁壁が有す

る崖の安定を保つ機能を損なう事象が認められるときとは、下記を備えてい
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る場合をいう。 

（ア） 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

（イ） 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の侵入 

（ウ） 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損

なう事象 

 

解説 

盛土又は切土により生じた崖面は擁壁で覆うことが原則であるが、湧水が著

しい等の不安定な箇所においては、崖面崩壊防止施設の設置をすることができ

ることとしている。 

使用できるのは、周辺に保全対象となる建築物等がないことが条件となる。 
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9.2 崖面崩壊防止施設の種類 

【省令】 

（崖面崩壊防止施設） 

第十一条 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他

の資材が充塡された構造の施設その他これに類する施設とする。 

 

審査基準 

（崖面崩壊防止施設の種類） 

崖面崩壊防止施設の種類は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡され

た構造の施設その他これに類する施設とすること。 

 

9.3 崖面崩壊防止施設の構造 

【政令】 

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的

基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとす

る。 

一 略 

二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければな

らない。 

イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保

持することができる構造であること。 

ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造である

こと。 

 

審査基準 

設置する崖面崩壊防止施設は次にいずれにも該当するものであること。 

（ア）地盤の変動が生じた場合においても、崖面と密着した状態を保持す

ることができる構造であること。 

（イ）土圧等によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であるこ

と。 

 

表 9.1 壁面崩壊防止施設に要求される安定性 

常時 崖面崩壊防止施設全体の安定モーメントが転倒モーメント

の 1.5倍以上であること。 

崖面崩壊防止施設底面における滑動抵抗力が滑動外力の

1.5倍以上であること。 
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最大接地圧が、地盤の長期許容応力度以下であること。 

各部材にかかる応力が許容応力度以内であること 

大地震時 崖面崩壊防止施設全体の安定モーメントが転倒モーメント

の 1.2倍以上であること。 

崖面崩壊防止施設底面における滑動抵抗力が滑動外力の

1.2倍以上であること。 

最大接地圧が、地盤の短期許容応力度以下であること。 

各部材にかかる応力が許容応力度以内であること。 

 

（ウ）崖面崩壊防止施設の裏面に侵入する地下水を有効に排除することが

できる構造であること 

（エ）吸い出し防止材を設置すること 

（オ）かご枠工を用いる場合は、適切に連結を行い、かご間の滑動につい

ても検討を行うこと。 

（カ）補強土壁工を用いる場合は、補強材の引抜けの抵抗のほか、盛土全

体の安定性の検討を行うこと。 

 

 

 
図 9.1 想定される全てのすべり面に対する安定性の照査 

 

 

解説 

崖面崩壊防止施設として使用することができるのは、鋼製の骨組みに栗石等

が充填された構造の施設であり、具体的には鋼製枠工や大型かご枠工やジオテ

キスタイル補強土壁工等がある。 

これらの工種は基礎地盤や背面地盤の変形にある程度追従できる構造となっ

ていること及び高い透水性を有していることから、背面の地下水等の排除に有

効な構造であるため崖面崩壊防止施設として使うことができる。 

崖の安定性のための施設であることから、通常の擁壁と同様に土圧等によっ

て転倒、滑動、沈下がないように設計する必要がある。設計の際は、常時の検討
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のみではなく、地震時の検討も行うこと。 

かご工を使用する際は、連結を行なわないと単独構造となってしまうことか

ら、適切に連結し、かご間の滑動を防ぐこと。 

ジオテキスタイル補強土壁工等を使用する際は、施工地のみならず施工区域

の盛土全体の安定性も検討すること。 
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第10章 崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準 

10.1 法面の保護 

【政令】 

（崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準） 

第十五条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的

基準のうち崖面について講ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土

地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖

面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モル

タルの吹付けその他の措置を講ずることとする。 

２ 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準の

うち盛土又は切土をした後の土地の地表面（崖面であるもの及び次に掲げる

地表面であるものを除く。）について講ずる措置に関するものは、当該地表面

が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵

工その他の措置を講ずることとする。 

一 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面 

二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

 

審査基準 

盛土又は切土をした土地の部分に生じる崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設

で覆われた崖面を除く）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝

張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずること。 

 

解説 

盛土又は切土に伴って生じる法面（崖面を含む）が、風化、侵食等により不安

定化することを抑制するため、法面保護工により地盤面を保護すること。 

なお、擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた法面については、政令第 15条は

適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.1 法面保護工の分類 

参考：盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版）  

法面保護 

法面緑化工 

構造物による 
法面保護工 

法面排水工 

植生工 

緑化基礎工 

播種工 

植栽工 
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審査基準 

盛土又は切土をした後の土地の地表面（崖面であるもの及び次に掲げる地

表面であるものを除く。）について講ずる措置に関するものは、当該地表面が

雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵工そ

の他の措置を講ずること。 

ア 政令第７条第２項第１号の規定による措置が講じられた土地の地表面 

イ 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

 

解説 

盛土又は切土に伴って生じる土地の地表面が、風化、侵食等により不安定とな

ることを抑制するため、法面保護工により地盤面を保護すること。 

ただし崖面であるものと審査基準ア及びイに該当するものは除く。 

 

 

 

図 10.2 政令第７条第２項第１号の規定による措置が講じられた土地の地表面 

 

表 10.1 土工区分と地表面の勾配ごとに設置を要する構造物等の区分 

土工区分 地表面の勾配 設置を要する構造物等 

盛土 
崖面（水平面に対し 30°を超える） 擁壁/崖面崩壊防止施設 

崖面以外の地表面（水平面に対し 30°以下） 法面保護工※１ 

切土 
崖面（水平面に対し 30°を超える） 

擁壁/崖面崩壊防止施設※２ 

法面保護工 

崖面以外の地表面（水平面に対し 30°以下） 法面保護工※１ 

※１ 土地利用等により保護する必要がないことが明らかな地表面を除く。 

※２ 擁壁の設置を要しない切土法面の土質・勾配を満足する場合を除く。 

 

  

排水施設 

勾配 

勾配 
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[法面保護工の種類と特徴] 

 

表 10.2 法面保護工の種類と特徴 

分
類 

工種 目的 

法
面
緑
化
工 

植
生
工 

播
種
工 

種子散布工 

客土吹付工 

植生基材吹付工（厚層基材

吹付工） 

植生による侵食防止、凍上崩落抑制、

早期全面被覆 

植生土のう工 

植生基材注入工 

植生基盤の設置による植物の早期育

成 

厚い生育基盤の長期間安定を確保 

植
栽
工 

張芝工 
芝の全面張り付けによる侵食防止、

凍上崩落抑制、早期全面被覆 

植栽工（芝等の草本、苗木等

の木本） 

樹木や草花による良好な景観の形

成、侵食防止 

苗木設置吹付工 
早期全面被覆と樹木等の生育による

良好な景観の形成、侵食防止 

緑化 

基礎工 

伏工（わら・むしろ・そだ等

の自然材料や、シート・マッ

ト等の二次製品） 

侵食防止、凍上崩落抑制、早期全面被

覆 

筋工 

柵工 

斜面の雨水の分散、侵食防止、植物の

生育環境の改善 

構
造
物
に
よ
る
の
り
面
保
護
工 

金網張工 

繊維ネット張工 

生育基盤の保持や流下水による法面

表層部の剥落の防止 

じゃかご工 
法面表層部の侵食や湧水による土砂

流出の抑制 

モルタル・コンクリート吹

付工 

石張・ブロック張工 

風化、侵食、表流水の浸透防止 

プレキャスト枠工 中詰めの保持と侵食防止 

現場打ちコンクリート枠工 

コンクリート張工 

吹付枠工 

法面表層部の崩落防止、多少の土圧

を受ける恐れのある箇所の土留め、

岩盤剥落防止 
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[盛土法面の保護工選定] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.3 法面保護工選定フロー（盛土法面の場合） 

 

上記フローにおける具体的な判断基準等は、以下の通りとする。 

なお、植生工選定フローは、『道路土工切土工･斜面安定工指針』（（社）日本

道路協会、平成 21年６月）を参照すること。 

 

注 1）盛土のり面の安定勾配としては、『道路土工 切土工･斜面安定工指針』解

表 4-3-2に示された盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配の平均値

程度を目安とする。 

注 2）ここでいう岩砕ズリとは主に風化による脆弱性が発生しにくいような堅

固なものとし、それ以外は一般的な土質に準じる。 

注 3）浸食を受けやすい盛土材料としては、砂や砂質土等が挙げられる。 

注 4）浸食を受けやすい法面で植生工を施工する場合は、降雨等の浸食に耐え

工法を選択する。  

始 

1:0.5 以上 

の急勾配か 

盛土材料に 

岩砕ズリを 

用いるか 

植生工(土羽土

で生育基盤を

確保 

植生工 植生工(土羽土

で生育基盤を

確保、プレキ

ャスト枠工、

編柵工との共

用、植生基材

吹付工等注 4） 

無処理 吹付枠工、補

強土工の構造

物工と植生工

の併用 

擁壁工、補強

土工等の構造

物工(可能なら

ば植生工を併

用 

注 1） 
NO 

注 2） 
YES 緑化が 

必要か 

侵食を受け 

やすいか 

注 3） 
YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

緑化が 

必要か 

安定勾配が 

確保できるか 

植生工選定フロー 

（緑化目標及び導

入形態） 

NO 

YES 
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[切土法面の保護工選定] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.4 法面保護工の選定フロー（切土法面の場合） 

 

注 1）地山の土質に応じた安定勾配としては、『道路土工切土工･斜面安定工指

針』解表 62に示された地山の土質に対する標準のり面勾配の平均値程度

を目安とする。また、安定勾配が確保できない場合の対策として、可能な

場合は切直しを行う。 

注 2）落石の恐れの有無は『道路土工切土工･斜面安定工指針』の「第 10章落

石・岩盤崩壊対策」及び「落石対策便覧」を参考にして判断する。 

注 3）地山の分類は「道路土工要綱共通編 14地盤調査 9)岩及び土砂の分類」

に従うものとする。 

注 4）第三紀の泥岩、頁岩、固結度の低い凝灰岩、蛇紋岩等は切土による除

荷・応力解放、その後の乾燥湿潤の繰返しや凍結融解の繰返し作用等によ

って風化しやすい。 

注 5）風化が進んでも崩壊が生じない勾配としては、密実でない土砂の標準法

面勾配の平均値程度を目安とする。 

注 6）しらす、まさ、山砂、段丘礫層等、主として砂質土からなる土砂は表流

水による侵食には特に弱い。 

注 7）自然環境への影響緩和、周辺景観との調和、目標植生の永続性等を勘案

して判断する。 

注 8）主として安定度の大小によって判断し、安定度が特に低い場合にかご

工、井桁組擁壁工、吹付枠工、現場打コンクリート枠工を用いる。 

注 9）構造物工による保護工が施工された法面において、環境・景観対策上必

要な場合には緑化工を施す。 

注 10）ここでいう切直しとは、緑化のための切直しを意味する。

落石の発生や、表層

の部分的な滑落の恐

れがあるか 

植生工 

（参図 8-2） 

つる植物、緑化用ブロック等を

利用した緑化 

枠工や策工などの緑化基礎工を

適用して植生工を施す（参図 8-

2） 
無処理 

緑化が可能な

勾配か 

土砂 軟岩 

プレキャスト枠工、柵工等

の緑化基礎工と植生工の併

用（解表 8-2、参図 8-2） 

植生基材吹付工（参図 8-2） 

擁壁工、杭工、グラウンドアンカー工 

地山補強土工、吹付枠工 

現場打ちコンクリート枠工 

（グラウンドアンカー工、地山補強土工等と 

併用）＜開放型＞ 

植生工の併用を検討しつつ工法を選定する。 

併用可能な場合は参図 8-2 を参照 

かご工、井桁組擁壁工 

吹付枠工、現場打ちコンクリー

ト枠工 

＜開放型＞ 

吹付枠工 

現場打ちコンクリート枠工（グ

ランウンドアンカー工、地山補

強土工等との併用） 

＜開放型枠内緑化 植生工の併

用を検討する（参図 8-2）＞ 

吹付枠工 

現場打ちコンクリート枠工 

モルタル・コンクリート吹付工 

コンクリート張工 

＜密閉型＞ 

石張工 

ブロック張工 

コンクリート張工 

＜密閉型＞ 

落石防護網 

吹付枠工 

モルタル・コンクリート吹付工 

現場打ちコンクリート枠工 

地山補強土工等 

 

詳しくは「落石対策便覧」参照 

植生工の併用を検討し通工法を選定す

る。併用可能な場合は参図 8-2 を参照。 

始 

植生工 

（参図 8-2） 

かご工 

プレキャスト枠工 

＜開放型＞ 

硬岩 

地山の分類 

風化しやすいか 湧水があるか 

緑化するか 

風化が進んでも崩壊

を生じない勾配を確

保できるか 

侵食をうけや

すいか 

 

緑化するか 

緑化するか 

切直しは 

可能か 

注 1） 

注 2） 

YES 

YES 

注 3） 

注 4） 

NO 

NO 

NO 安定勾配が確保 

できるか 

注 9） 

注 8） 
YES 

湧水があるか 
YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

YES 

NO YES 

YES 

NO 

湧水による不安定

度が大きいか 

NO YES 

NO 

注 7） 

注 10） 

NO 

NO 

YES 

YES 
注 5） 

注 7） 

注 7） 



 

11-1 

第11章 排水工に関する技術的基準 

11.1 排水工の分類 

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基

準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又

は地下水（以下「地表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑

りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。 

イ 略 

ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂

利その他の資材を用いて透水層を設けること。 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 

第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的

基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛土又は切土をする場合におい

て、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、そ

の地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも

該当するものを設置することとする。 

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水

を最少限度のものとする措置が講ぜられているものであること。ただし、崖

崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の

地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能

を有するものとすることができる。 

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下さ

せることができるものであること。 

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の

部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールが設けられているものである

こと。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がな

い箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の

部分のその清掃上適当な箇所  

五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めが設けられているも

のであること。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、

盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあると
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きは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で同

項各号（第二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれにも該当するものを

設置することとする。 

 

解説 

地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときに、排水工

を設けることを規定している。 

水を原因とした盛土の崩壊は、法面を流下する表面水により表面が侵食・洗掘

されることによる崩壊と、浸透水により法面を構成する土のせん断強さが減少

するとともに間隙水圧が増大することから生じる崩壊とに分けられる。この両

者を防止するために、排水工を適切に設計しなければならない。 

 

 

 

 

図 11.1 排水工の分類 

参考：道路土工 盛土工指針（（社）日本道路協会、平成 22 年４月）原図を一部改変 
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11.2 排水工（管渠） 

審査基準 

（排水工の構造） 

ア 排水工は、堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

イ 排水工は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、

かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられているものであるこ

と。 

ウ 管渠の勾配及び断面積は流量計算により求めること。 

エ 雨水その他の地表水を排除すべき排水工は、その暗渠である構造の部分

の次にあげる箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであるこ

と。 

(ｱ)管渠が始まる箇所 

(ｲ)排水の流下方向又は勾配が著しく変化する箇所 

(ｳ)管渠の内径又は内法幅の 120 倍を超えない範囲の長さごとの管渠の部

分のその清掃上適当な場所 

(ｴ)排水工が合流する場所 

オ ますの底に、深さ 150mm以上の泥だめが設けられていること。 

カ ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

キ 排水工の流末は、当該排水工からの排水を適切に流下することができる

施設に接続すること。 

 

 

 

 

図 11.2 排水工の標準構造図 

  

泥だめ
150mm以上

確保

流水方向流水方向

止水壁
スクリーン

蓋縁塊

スクリーン

底打コンクリート

均しコンクリート
クラッシャーラン

上部側塊

中部側塊

下部側塊
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11.3 表面排水工 

11.3.1 表面排水工の種類 

 

解説 

法面に降る雨水は浸透能力を超えれば法面を流下し、分散作用と運搬作用に

より法面を侵食する。法面侵食の防止には、表面排水工の設置が必要である。 

表面排水工の種類とその機能は表 11.1に示すとおりである。 

 

表 11.1 表面排水工の種類 

排水工の種類 機能 必要な性能 

法肩排水工 法面への表面水の流下を防ぐ 

想定する雨水に対し溢

水、跳水、越流しない 

小段排水工 法面への雨水を縦排水へ導く 

縦排水工 
法肩排水工、小段排水工の水を

法尻へ導く 

法尻排水工 
法面への雨水、縦排水工の水を

排水する。 

法尻工（ふとんか

ご・じゃかご工） 

盛土内の浸透水の処理及び法尻

崩壊を防止する。 
十分な透水性の確保 

参考：道路土工 盛土工指針（（社）日本道路協会、平成 22 年４月） 

 

 

 
 

図 11.3 表面排水工の種類 

  

法肩排水工

小段排水工

法尻排水工

縦排水工

法尻工
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11.3.2 表面排水工 

審査基準 

（表面排水工） 

ア 法肩排水工 

(ｱ)法肩より上部に斜面地が続くなど、法肩に外部から地表水等の流入が想

定される場合は、法肩排水溝を設置すること。 

(ｲ)法肩上部の自然斜面地等、外部からの地表水は排水溝に流れるようにす

ること。 

 

 

コンクリート等による排水溝       プレキャスト製品による法肩排水溝 

 

図 11.4 法肩排水工の例 

[引用]道路土工 擁壁工指針（（社） 日本道路協会、平成 22 年４月 

 

イ 小段排水工 

(ｱ)小段や盛土を挟んだ平坦地には、原則として小段排水溝を設置するこ

と。 

(ｲ)小段排水溝は、小段からみて上部側の法面の下端に沿って設置するこ

と。 

(ｳ)小段排水溝に水が流れるよう、小段に下り勾配を付すこと。 

 

 

図 11.5 小段排水工の例 

[引用]道路土工  盛土工指針（（社） 日本道路協会、平成 22 年４月、一部加工 
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ウ 縦排水工 

(ｱ)法肩排水溝又は小段排水溝を設置する場合、原則として縦排水溝を設置

すること。 

(ｲ)縦排水溝は、20ｍ程度の間隔で設置すること。 

(ｳ)縦排水溝を設置の際は、原則地形的に凹地の水の集まりやすい箇所を選

定すること。 

(ｴ)法長３ｍ程度の間隔で、縦排水溝下部にすべり止めを設置すること。 

(ｵ)縦排水溝の側面は勾配をつけ、芝張りや石張りを施すこと。 

(ｶ)縦排水溝は、水が漏れたり飛び散ることのない構造とすること。特に法

尻等の勾配変化点では、排水溝への跳水防止版の設置、排水溝の外側への

保護コンクリート等の措置を講じること。 

 

図 11.6 Ｕ型による縦排水工の例 

[引用]道路土工盛土工指針（（社）日本道路協会、平成 22 年４月、一部加工 

 

エ 法尻排水工 

(ｱ)法尻には、原則として法尻排水溝を設置すること。 

(ｲ)法尻排水溝の流末は、排水能力のある施設に接続するよう設計するこ

と。 

 

オ 法尻工 

(ｱ)盛土末端が洗堀や浸食で不安定化する恐れのある箇所は、法尻工を設置

すること。 

(ｲ)法尻工の標準的な仕様は、11.4.4法尻工 表 11.9のとおりとする。 

 

 

 

  

(補足) 

盛土又は切土をした崖面の天端には、その崖の反対方向に 2％以上の下り勾配を付する

こと。 

（第７章 7.1崖面天端の排水参照） 
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11.3.3 表面排水工の断面 

審査基準 

（表面排水工の断面） 

ア 計画流出量の算定 

(ｱ) 排水施設の計画に用いる計画流出量 𝑄𝑄は、次式により算出すること。 

 

𝑄𝑄 =
1

360 ･𝐶𝐶･𝐼𝐼･𝐴𝐴 
 

𝑄𝑄 : 計画流出量（㎥/sec） 

𝐶𝐶 : 流出係数 

𝐼𝐼 : 設計降雨強度（mm/h） 

𝐴𝐴 : 集水区域面積（ha） 

 

a 流出係数 C は、土地利用の目的等に応じ、表 11.2および表 11.3を参考に、

適切な値を用いること。 

また、複数の土地利用がある箇所において、宅地造成など、地表の被覆状

態が細かく把握できる場合には、排水区域全体を加重平均して求めること。 

なお、森林法第５条の規定により策定された地域森林計画対象民有林にお

ける盛土等については、原則表 11.3を用いて算出すること。 

 

表 11.2 工種別基礎流出係数標準値 

工 種 別 流出係数 工 種 別 流出係数 

屋      根 

道      路 

その他の不透水面 

水      面 

0.85～0.95 

0.80～O.90 

0.75～0.85 

1.00 

間       地 

芝、樹木の多い公園 

勾 配 の 緩 い 山 地 

勾 配 の 急 な 山 地 

O.10～0.30 

0.05～0.25 

0.20～0.40 

0.40～O.60 

 

表 11.3 林地等地表状態別の流出係数Ｃ 

区分 

地表状態 
浸透能小 浸透能中 浸透能大 

林 地 0.6～0.7 0.5～0.6 0.3～0.5 

草 地 0.7～0.8 0.6～0.7 0.4～0.6 

耕 地 － 0.7～0.8 0.5～0.7 

裸 地 1.0 0.9～1.0 0.8～0.9 

（注）区分欄の浸透能は、地形、地質及び土壌等の条件によって決定されるも

のであるが、区分の適用については、山岳地は「浸透能小」、丘陵地は

「浸透能中」、平地は「浸透能大」として差し支えない。 

 
 

(補足) 

地表が太陽光パネル等の不浸透性の材料で覆われている箇所については、裸地にあ

たるものとし、「浸透能小」では流出係数 1.0を、「浸透能中」では流出係数 0.9～

1.0 を、「浸透能大」では流出係数 0.9を採用すること。 
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b 設計降雨強度Ｉは、「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸

透計画策定の手引」における各地域の降雨強度式（巻末資料-1）を用いて

算出するものとし、確率年は 10 年、降雨継続時間は 10 分間の降雨強度と

すること。 

(注) 地域の区分については同手引き図 5-2 「降雨強度式適用範囲と必要洪水

調節容量の例」を参照のこと。 

 

イ 流下能力 𝑄𝑄1の算定 

(ｱ)流下能力 𝑄𝑄1は、次式により算出すること。 

(ｲ)流速 𝑉𝑉は 0.8ｍ/s～3.0ｍ/sとなるよう、排水路勾配 𝐼𝐼を決定すること。 

 

𝑄𝑄1 = 𝐴𝐴･𝑉𝑉 

𝑉𝑉 =
1
𝑡𝑡 ･𝑅𝑅

2 3⁄ ･𝐼𝐼1 2⁄  

𝑄𝑄1 : 流下能力（㎥/sec） 

𝐴𝐴 : 流水断面積（㎡） 

𝑉𝑉 : 流速（ｍ/sec） 

𝑅𝑅 : 径深（ｍ） 

𝐼𝐼 : 勾配（分数または少数） 

𝑡𝑡 : 粗度係数 

 

a 粗度係数 𝑡𝑡 は表 11.4の値を用いて算出すること。 

 

表 11.4 粗度係数 

管種 粗度係数 

陶管 

鉄筋コンクリート管渠などの工場製品 

現場打ち鉄筋コンクリート管渠 

硬質塩化ビニール管 

強化プラスチック複合管 

0.013 

0.013 

0.013 

0.010 

0.010 

参考：盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版） 

 

b 径深 𝑅𝑅 は次式により算出すること。 

𝑅𝑅 =
𝐴𝐴
𝑆𝑆 

𝐴𝐴 : 流水断面積（㎡） 

𝑅𝑅 : 径深（ｍ） 

𝑆𝑆 : 潤辺長（ｍ） 
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表 11.5 潤辺長Ｓの求め方 

円形 矩形 

 

 

 
 

πd 

Ｗ＋２Ｈ 

開水路の場合、Ｈは満水位に対して

８割の水位を設定すること 

 

 

 

 

11.4 地下排水工 

11.4.1 地下排水工の種類 

盛土崩壊の多くが湧水、地下水、降雨等の浸透水を原因とするものであること、

また盛土内の地下水が地震時の滑動崩落の要因となることから、盛土内に表

11.6 に示す地下排水工を十分に設置し、基礎地盤からの湧水や地下水の上昇を

防ぐことにより、盛土の安定を図る必要がある。 

特に山地・森林では、谷部等において浸透水が集中しやすいため、現地踏査等

によって、原地盤及び周辺地盤の水文状況を適切に把握することが必要である。 

 

表 11.6 地下排水工の種類 

排水工の種類 役割 

暗渠排水工 盛土最下部に設置し、盛土地盤全体の安定を保つ 

基盤排水層 地山から盛土への水の浸透を防止する 

法尻工（ふとんか

ご・じゃかご工） 
盛土内の浸透水の処理及び法尻崩壊の防止 

盛土内排水層 

（水平排水層） 

地下水の上昇を防ぐとともに、降雨による浸透水を速や

かに排除し、盛土の安定を図る 

参考：盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版） 

参考：道路土工 盛土工指針（（社）日本道路協会、平成 22 年４月）  

ｄ

W

H

(補足) 

ボックスカルバートなどの矩形渠について、Ｈは満水位に対して 8割～9割の水位を設

定すること。 
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図 11.7 地下水の各構成成分 

[引用]盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版）、一部加工 
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11.4.2 暗渠排水工 

審査基準 

（暗渠排水工） 

原地盤の谷部や湧水の顕著な箇所等、その他盛土をする前の地盤面から盛土

の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは暗渠排水管を設置すること。 

 

ア 標準仕様 

暗渠排水工の標準的な仕様は表 11.7のとおりとする。 

 

表 11.7 暗渠排水工の標準的な仕様 

項目 仕様 

管 径 

本管 

・300mm 以上（流域等が大きい場合は流量計算により決定する） 

補助管 

・200mm以上 

配 置 

・暗渠排水工は、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地

盤面に設置  

・原地盤の谷部・湧水等の顕著な箇所等を対象に樹枝状に設置 

補助管 

・設置間隔は、40ｍ以内（渓流等をはじめとする地下水が多い

ことが想定される場合等は 20ｍ以内ごと） 

流末処理 
・維持管理や点検が行えるように、ます、マンホール、かご工

等で保護を行うこと。 

構 造 

本管 

・管材を使用すること 

補助管 

・管材又は砕石構造とすること 

共通 

・暗渠排水管等の上面や側面には、粗朶（そだ）や砂利等によ

るドレーン材を敷設して土で埋め戻すこと 

参考：盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版） 

 

 

 

図 11.8 地下排水工断面の例 

[引用]道路土工 盛土工指針（（社）日本道路境界、平成 22 年４月）、一部加工 

吸出し防止材 
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図 11.9 地下水排水工の配置例   

[引用]道路土工 盛土工指針（（社）日本道路境界、平成 22 年４月）、一部加工 

 

イ 流域が大きい場合 

(ｱ)流域が大きい場合の暗渠排水量Ｑは、次に掲げる事項を踏まえ、以下の

式を用いて算出すること。 

(ｲ)湧水箇所がある場合には、湧水量を測定して暗渠排水量に加算すること。 

(ｳ)本暗渠の規格の決定に当たっては、排水流量は以下の式で求まる暗渠排

水量に対して 5割の余裕を見込むこと。 

 

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴･𝑞𝑞 

𝑞𝑞 =
𝑅𝑅･𝑝𝑝･10,000
𝑁𝑁･86,400  

𝑄𝑄 : 暗渠排水量(ℓ/s) 

𝑞𝑞 : 単位暗渠排水量(ℓ/s) 

𝑅𝑅 : 計画日雨量(mm/d) 

𝑝𝑝 : 地下浸透率(＝１－ｆ)、f：流出率 

𝑁𝑁 : 排除日数(d) 

𝐴𝐴 : 流域面積(ha) 

 

a 計画日雨量Ｒは、「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計

画策定の手引」における各地域の降雨強度式（巻末資料-1）を用いて算出す

るものとし、確率年は 10年、降雨継続時間は 1,440分(24時間)の雨量とす

ること。 

暗渠排水工

暗渠排水工

暗渠排水工

暗渠排水工

暗渠排水工（補助管）

暗渠排水工（補助管）
暗渠排水工

基盤排水層
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(注 1) 地域の区分については同手引き図 5-2「降雨強度式適用範囲と必要

洪水調節容量の例」を参照のこと。 

 

b 地下浸透率 pは１－ｆ(ｆ：流出率)とすること。 

 

c 流出率 fが大きい場合は、排除日数Ｎを３日以内とすること。 

 

 

11.4.3 基盤排水層 

審査基準 

（基盤排水層） 

原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所、その他盛土をする前の地盤面から盛

土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは基盤排水層を設置するこ

と。 

 

ア 標準仕様 

基盤排水層の標準的な仕様は、表 11.8のとおりとする。 

 

表 11.8 基盤排水層の標準的な仕様 

項目 仕様 

配 置 

・法尻から法肩の水平距離の 1/2の範囲に設定 

・地表面勾配ｉ＜1:4の谷底部を包括して設置 

・湧水等の顕著な箇所等に設置 

層 厚 

・標準：0.5ｍを標準とする（渓流等における盛 

土をはじめとする地下水が多い事が想定され 

る場合等は 1.0ｍ以上） 

材 料 ・透水性が高い材料 
参考：盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版） 
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図 11.10 基盤排水層の設置例 

参考：盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版） 
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11.4.4 法尻工 

審査基準 

（法尻工） 

原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所、その他盛土末端が洗堀や浸食で不安

定化する恐れのある箇所は、法尻工を設置すること。 

 

ア 標準仕様  

法尻工の標準的な仕様は、表 11.9のとおりとする。 

 

表 11.9 法尻工の標準的な仕様 

項目 仕様 

配 置 
・法尻部に設置 

・地下排水工等と併用 

材 料 

・ふとんかご 

・じゃかご工 

・透水性の高い岩塊（盛土材料の細粒分

の流出を防ぐため、必要に応じて吸出

し防止材等を設置） 
 

 

 

 

 

  

 

図 11.11 法尻工の例 

[引用]道路土工 盛土工指針（（社）日本道路協会、平成 22 年４月）、一部加工 

 

  

ふとんかごを盛土法尻に使用した例 普通じゃかごを盛土法尻に使用した例
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11.4.5 水平排水層 

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基

準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとす

る。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水

又は地下水（以下「地表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊

又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。  

イ 略 

ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、

砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。 

 

審査基準 

（水平排水層） 

盛土に対して地表水や、原地盤の谷部や湧水の顕著な箇所等で地下水が浸

透することにより、崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときには、水

平排水層を設置すること。 
 

ア 水平排水層の仕様 

水平排水層の標準的な仕様は、表 11.10のとおりとする。 

 

表 11.10 盛土法面に設置する水平排水層の標準的な仕様 

項目 基準 

層 厚 30cm以上 

配 置 間 隔 小段ごとに設置 

層 の 長 さ 小段高さの 1/2以上 

排 水 勾 配 5～6％ 

材 料 透水性が高い材料（砕石、砂など） 
参考：盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版） 

 

 

 
 

図 11.12 水平排水層端末部 
[引用]道路土工 盛土指針（（社）日本道路協会、平成 22 年４月）一部加工  
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図 11.13 水平排水層の設置例 

[引用]道路土工 盛土指針（（社）日本道路協会、平成 22 年４月）一部加工 

 

 

11.5 排水施設の流末処理 

審査基準 

（排水施設の流末処理） 

盛土又は切土をする土地の面積が 500 ㎡を超える工事において設置する排

水施設にて集められた地表水等は、放流先の管理者の同意を得たうえで、当該

工事箇所が下水道法による排水区域である場合には公共下水道又は都市下水

路に、その他の場合には従来その土地の地表水の放流先であった河川、池沼又

はその他の水路に対して、土砂を含まないように排除すること。 

放流先の管理者等から調整池等の設置や放流量等に関して特段の指示があ

る場合には、11.6 調整池等の基準に適合することを確認したうえで、その指

示に従うこと。 

 

 

11.6 調整池等 

審査基準 

（調整池等） 

施行区域が１ha 以上の工事においては「千葉県における宅地開発等に伴う

雨水排水・貯留浸透計画策定の手引き」及び「盛土等防災マニュアルの解説」

により適切に調整池等の設置を行うこと。 
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第12章 土石の堆積に関する技術的基準 

12.1 土石を堆積する土地の基準 

【政令】 

（土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第十九条 法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術

的基準は、次に掲げるものとする。 

一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定め

る措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地

において行うこと。 

二 土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊

又は滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について地

盤の改良その他の必要な措置を講ずること。 

三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れイ又はロに定める空地（勾配が十分の一以下であるものに限る。）を設け

ること。 

イ 堆積する土石の高さが五メートル以下である場合 当該高さを超える幅

の空地 

ロ 堆積する土石の高さが五メートルを超える場合 当該高さの二倍を超え

る幅の空地 

四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これ

に類するものを設けること。 

五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあると

きは、当該地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲

に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずること。 

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超え

る鋼矢板を設置することその他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を

有効に防止することができるものとして主務省令で定める措置を講ずる場

合には、適用しない。 

 

【省令】 

（柵その他これに類するものの設置） 

第三十三条 令第十九条第一項第四号（令第三十条第二項において準用する

場合を含む。）に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関す

る工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見や

すい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設ける

ものとする。 
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審査基準 

（堆積する土地の地盤） 

土石の堆積を行う場合は下記の基準に適合させること。 

ア 空地を含み、土石を堆積する土地の勾配は、原則 10 分の１以下とする

こと。 

 
 

 イ （「12.2堆積した土石の崩壊を防止する措置」参照） 

ウ 地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊、滑りが生じるおそれがある場

合は、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講

じること。 

 

 

 

審査基準 

（堆積した土石の保安） 

 堆積した土石を保安するため、下記の基準に適合させること。 

ア 土石の堆積を行う区域の周囲に、次のとおり空地を設けること。 

(ｱ)堆積する土石の高さＨが５ｍ以下の場合、当該高さを超える幅の空地 

(ｲ)堆積する土石の高さＨが５ｍ超の場合、当該高さの２倍を超える幅の空

地 

イ 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがある

ときは、当該地表水を有効に排除できるよう、空地の外側に側溝を設置す

ることその他の必要な措置を講じること。 

 

 

ウ 空地及び側溝の外側に柵等を設けること。 

エ 見やすい場所に関係者以外立入禁止の表示を行うこと。 

  

(補足) 
・地盤改良その他必要な措置として、堆積範囲の原地盤面に透水性の高い砂や砂礫を
敷く又は溝等により堆積箇所の外に適切に排水を行い、堆積箇所の乾燥を図るととも
に、必要に応じて地盤改良等の措置を講ずること。 
・原地盤については樹木の伐開、除根、除草等の必要な処置を行うこと。 

(補足) 
・申請の際には平面図に加え、土石を堆積する土地（空地を含む）の勾配が最も大き
くなる位置における断面図を添付すること。 
・勾配が 10 分の１超の斜面地を平坦にするために造成を行い、当該造成が土地の形
質の変更に該当するときは、先に形質の変更による工事の許可をとり、その後、土石
の堆積に関する工事の許可をとること。 
 

(補足) 
側溝の構造については、地表水の流出入を防止できるようであれば、素掘り側溝等の
簡素な措置としてもよい。 
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図 12.1 堆積する土石の高さが５ｍ以下の場合、空地等の措置例 

 

 

 

 

図 12.2 堆積する土石の高さが５ｍ超の場合、空地等の措置例 

 

 

解説 

土石の堆積に関する工事を行うに当たっては、堆積する土地の周囲に空地を

設置することや立ち入り防止措置等を講じる必要がある。 

 

  

(補足) 
柵等には、ロープ等も使用可能である。 

土地の勾配θ 

(1/10 以下) 

地表水等による地盤の 

緩み等が生じない措置 

地表水を排除する 

措置 

地表水を排除する 

措置 

土石 

Ｈを超える幅の確保 

柵等 

空地 空地 土石の堆積を行う区域 

堆積する土石の高さＨ（５ｍ以下) 
柵等 

空地 空地 土石の堆積を行う区域 

２Ｈを超える幅の確保 

堆積する土石の高さＨ（５ｍ超) 柵等 柵等 土石 

土地の勾配θ 

(1/10 以下) 

地表水等による地盤の 

緩み等が生じない措置 

地表水を排除する 

措置 

地表水を排除する 

措置 
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12.2 堆積した土石の崩壊を防止する措置 

【省令】 

（堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

第三十二条 令第十九条第一項第一号（令第三十条第二項において準用する

場合を含む。）の主務省令で定める措置は、土石の堆積を行う面（鋼板等を

使用したものであって、勾配が十分の一以下であるものに限る。）を有する

堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動

する堆積した土石を支えることができる措置とする。 

 

審査基準 

（堆積する土地の地盤） 

 土石の堆積を行う場合は下記の基準に適合させること。 

 

ア （「12.1土石を堆積する土地の基準」参照） 

イ やむを得ず地盤の勾配が 10分の１を超える場所に土石の堆積を行う場合

は、鋼板等を使用し、土石の堆積を行う面を有する構台等の堅固な構造物を

設置すること。 

ウ （「12.1土石を堆積する土地の基準」参照） 

 

 
 

 

 

図 12.3 土石の堆積を行う面を有する構台等の構造物を設置する際の措置例 

  

(補足) 
・土石の堆積を行う構台等の面の勾配は、10分の１以下とすること。 
・空地は構台等の上面を含む勾配 10分の１以下の範囲に設けることとし、政令の規定に
基づく幅を確保すること。 
・想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必要に応じて重機
による積載荷重に耐えうる構造とすること。 
・構台の詳細な設計を行う際は、乗入れ構台設計・施工指針（日本建築学会、平成 26年
11 月）や道路土工―仮設構造物指針（日本道路協会、平成 11 年３月）を参考とするこ
と。 

空地 空地 土石の堆積を行う区域 

土石 堆積する土石の高さＨ 

柵等 

地表水等による地盤の 

緩み等が生じない措置 

柵等 

側溝等 

側溝等 

人工構造物により基礎勾配を 

1/10 以下で確保 
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12.3 土石の崩壊に伴う流出を防止する措置 

【省令】 

（土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 

第三十四条 令第十九条第二項（令第三十条第二項において準用する場合を

含む。）の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設

（次項において「鋼矢板等」という。）を設置すること 

二 次に掲げる全ての措置 

イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部

に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための措置 

ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他

の堆積した土石の傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにする

ための措置 

２ 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動

又は沈下をしない構造でなければならない。 

 

審査基準 

（土石の崩壊に係る空地の特例） 

下記の基準に適合する場合は、空地を設けることを要しない。 

ア  鋼矢板等を設置する場合 

(ｱ)堆積高さを超える鋼矢板やこれに類する施設を設置すること。 

(ｲ)土圧、水圧、自重によって、損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造と

すること。 

 

 

 

 
 

図 12.4 堆積した土石の高さを超える鋼矢板等の設置例 

 

(補足) 
・想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必要に応じて
重機による積載荷重に対して、損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造とすること。 
・鋼矢板等の詳細な設計を行う際は、道路土工-仮設構造物工指針(日本道路協会、
平成 11 年３月)２.設計を参考とすること。 

空地 土石の堆積を行う区域 

側溝等 

柵等 

側溝等 
1/10 以下 

地表水等による地盤の 

緩み等が生じない措置 

土石 
鋼矢板等 
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イ 緩勾配での堆積及び防水性のシート等により保護する場合 

(ｱ)堆積する土石の勾配は土質に関わらず安定を保つことができる勾配であ

る 1:2.0より緩くすること。 

(ｲ)堆積した土石を防水性のシート等で覆うこと、その他の堆積した土石の

内部に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための措置をとること。 

 

 

図 12.5 堆積勾配の規制及び防水性シート等による保護 

 

 

 

地表水等による地盤の 

緩み等が生じない措置 

勾配 1:2.0 より緩い勾配 

側溝等 側溝等 1/10 以下 

堆積する土石の高さＨ 

防水性シート等による養生 

土石の堆積を行う区域 

土石 
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第13章 工事施行に係る手続き 

13.1 着手の届出 

【細則】 

（届出） 

第八条 略 

２ 法第十二条第一項の許可を受けた者（法第十五条第二項の規定により法

第十二条第一項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等

に関する工事に係るものを除く。以下同じ。）は、当該許可に係る工事に着

手したときは、速やかに、工事着手届（別記第八号様式）を知事に提出しな

ければならない。 

３・４ 略 

 

解説 

工事の許可を受けた者（工事主）は、その工事に着手したときは、工事着手届

を知事に提出しなければならない。 

なお、工事着手届を提出する際は、以下の書類を添えるものとする。 

 

①法第四十九条（標識の表示）の規定により工事主が掲げる標識の設置状況を

明らかにする写真 

②防災計画平面図 

③工事の工程を示す書類 

 

 

【法第十五条第二項のみなし許可案件の場合】 

開発許可を受けたことによるみなし許可案件の場合は、千葉県開発行為等規

制細則第八条の四の規定による着手届を提出すること。 
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13.2 変更の許可又は届出 

【法律】 

（変更の許可） 

第十六条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等

に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるとこ

ろにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令

で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 略 

３ 第十二条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及び前条第一項の規

定は、第一項の許可について準用する。 

４ 第一項又は第二項の場合における次条から第十九条までの規定の適用に

ついては、第一項の許可又は第二項の規定による届出に係る変更後の内容

を第十二条第一項の許可の内容とみなす。 

５ 前条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされ

た宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二

第一項の許可…は、当該工事に係る第一項の許可…とみなす。 

 

【省令】 

（変更の許可の申請） 

第三十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第

一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本

に、第七条第一項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府

県知事に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けよう

とする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第七条第二項各号に

掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が

変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

 

解説 

工事の許可を受けた者 （工事主）は、当該許可に係る工事の計画を変更しよう

とする場合には、軽微な変更を除き、変更許可を受ける必要がある。 

なお、変更の許可は、工事の許可に準じ、許可基準、許可の付帯条件、許可事

項の公表や関係市町村への通知が適用されるほか、許可後には、変更後の許可の

内容への適合を確認するため、中間検査、定期の報告、完了検査等が必要である。 

 

工事の計画を変更する場合には、工事の変更許可申請書とともに、工事の計画

の変更に伴いその内容が変更される書類及び当該変更に係る事項の新旧を対照

した書類を添付して、提出すること。 
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法第十二条 （宅地造成等に関する工事の許可）第一項の許可の申請時と同様に、

変更許可申請書に現場管理者の情報を記載すること。 

 

【法第十五条第二項のみなし許可案件の場合】 

開発許可を受けたことによるみなし許可案件の場合は、法第十六条 （変更の許

可等）第五項の規定により、都市計画法第三十五条の二 （変更の許可等）第一項

の規定による開発許可の変更許可が、法第十六条 （変更の許可等）第一項の変更

許可とみなされる。 
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13.3 軽微な変更 

【法律】 

（変更の許可等） 

第十六条 略 

２ 第十二条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める

軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。 

３～４ 略 

５ 前条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされ

た宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二

第一項の許可又は同条第三項の規定による届出は、当該工事に係る第一項

の許可又は第二項の規定による届出とみなす。 

 

【省令】 

（軽微な変更） 

第三十八条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第

一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省

令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更（当該変更後の

工事予定期間（着手予定年月日から完了予定年月日までの期間をいう。以

下この号において同じ。）が当該変更前の工事予定期間を超えないものに限

る。） 

 

【細則】 

（届出） 

第八条 法第十六条第二項の規定による軽微な変更をした場合の届出書の様

式は、軽微変更届出書（別記第七号様式）とする。 

２．３．４ 略 

 

解説 

工事の許可を受けた者は、軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を軽微

変更届出書にて届け出なければならない。 

 

以下の事項に該当する変更は、軽微な変更として取り扱うので、変更許可の申

請は不要である。 
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【宅地造成又は特定盛土等に関する工事】 

①工事主の氏名若しくは名称又は住所の変更 

②設計者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

③工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

④工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

 

【土石の堆積に関する工事】 

①工事主の氏名若しくは名称又は住所の変更 

②設計者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

③工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

④当該変更後の工事予定期間が当該変更前の工事予定期間を超えない工事の

着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

 

ただし、土石の堆積に関する工事について、変更前の工事予定期間を超える変

更は、軽微な変更ではなく、変更許可が必要となる。 

 

 

 

【法第十五条第二項のみなし許可案件の場合】 

開発許可を受けたことによるみなし許可案件の場合は、法第十六条 （変更の許

可等）第五項の規定により、都市計画法第三十五条の二 （変更の許可等）第三項

の規定による開発許可の軽微な変更の届出が、法第十六条 （変更の許可等）第二

項の届出とみなされる。 

  

(補足) 
工事主が変更となる場合は、改めて「許可」の手続きが必要となる。ただし、その変
更が一般承継によるものであれば、「軽微な変更」として届出を行う。 
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13.4 工事の中止・再開・廃止 

【細則】 

（届出） 

第八条 １．２ 略 

３ 法第十二条第一項の許可を受けた者は、工事の中止、中止した工事の再開

又は工事の廃止をしようとするときは、直ちに、工事中止等届（別記第九号

様式）を知事に提出しなければならない。４ 略 

 

解説 

許可工事を中止又は廃止する場合には、工事によって損なわれた公共施設の

機能を速やかに回復するとともに、土地の形質の変更等によって周辺の地域に

交通、用排水上の支障を来し、また、土砂崩れ、溢水等による被害を及ぼすおそ

れのないように適切な措置を講じること。 

 

許可工事を中止、再開、又は廃止しようとするときは、事前に許可権者に相談

の上、工事中止等届を提出すること。 

 

【法第十五条第二項のみなし許可案件の場合】 

開発許可を受けたことによるみなし許可案件の場合は、工事の廃止について

は、都市計画法第三十八条 （開発行為の廃止）の規定により第 4章（4.1.2 みな

し許可の場合）に記載した許可申請先へ届け出ること。 

工事の中止又は再開については、都市計画法に規定がないため、上記に示す許

可申請先に相談すること。 
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13.5 許可に基づく地位の承継 

13.5.1 一般承継 

許可を受けた工事主の相続人等の一般承継人は、被承継人の有していた許可

に基づく地位を引き継ぐ。地位を承継したときは、軽微な変更として遅滞なく第

4章 4.1に示す窓口に届け出ること。 

一般承継人に工事を相続する意思のないときは、工事の廃止を届け出ること。

この場合にも、一般承継人は工事の廃止に必要な防災上の措置を完了させるこ

と。 

 

 

 

 

13.5.2 特定承継 

許可を受けた工事主から工事を施行する権利を取得した特定承継人は、一般

承継人と異なり、改めて工事の許可を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

(補足) 
一般承継人とは、相続人のほか、合併後存続する法人(吸収合併)又は合併により新た
に設立された法人(新設合併)を指す。 

(補足) 
特定承継人とは、一般承継人以外の承継人を指す。 
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第14章 検査等 

14.1 中間検査の概要 

【法律】 

（中間検査） 

第十八条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又

は特定盛土等（政令で定める規模のものに限る。）に関する工事が政令で定

める工程（以下この条において「特定工程」という。）を含む場合において、

当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間

内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなけれ

ばならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第十三条

第一項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める

様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を第十二条第一項の許可を受け

た者に交付しなければならない。 

３ 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項

の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなけ

れば、することができない。 

４ 略 

５ 都道府県知事は、第一項の検査において第十三条第一項の規定に適合す

ることを認められた特定工程に係る工事については、前条第一項の検査に

おいて当該工事に係る部分の検査をすることを要しない。 

 

【政令】 

（中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模） 

第二十三条 法第十八条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土

等は、次に掲げるものとする。 

一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える

崖を生ずることとなるもの 

二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える

崖を生ずることとなるもの 

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地

の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける

当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土を除く。） 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが五メートルを超える

もの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切

土をする土地の面積が三千平方メートルを超えるもの 
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（特定工程等） 

第二十四条 法第十八条第一項の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤

面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。 

２ 前項に規定する工程に係る法第十八条第三項の政令で定める工程は、前

項に規定する排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とす

る。 

 

【省令】 

（中間検査の申請期間） 

第四十五条 法第十八条第一項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る

工事を終えた日から四日以内とする。 

（中間検査の申請） 

第四十六条 法第十八条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第

十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明

示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 

 

解説 

政令で定められた規模かつ特定工程を含む工事については、当該特定工程に

係る工事を終えた日から四日以内に申請することにより、中間検査を受ける義

務がある。 

申請においては、省令で定められた中間検査申請書に、提出検査の対象となる

特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して提出すること。提出先

は第 4章 4.1.1（通常の場合）4.1.2（みなし許可の場合）のとおり。 

なお、その他、中間検査に当たって必要とされる書類がある場合には、都度提

出を求めることがある。中間検査は、施工後に確認することのできない箇所につ

いて行うものであり、盛土及び切土の安定性にかかわる重要な検査となること

をふまえ、これらの確認に必要と知事が判断した場合に提出を依頼するもので

ある。 

 

中間検査に合格し、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後

の工程に着手することはできない。 

 

中間検査の対象となる規模、特定工程及び特定工程後の工程は表 14.1のとお

りである。特定工程に関する工事範囲について技術的基準への適合性を確認し、

問題がなければ中間検査合格証を交付する。 

 

なお、土石の堆積に関する工事は、中間検査対象ではない。 

このため、許可時に災害防止措置状況の確認を行うことがある。 
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表 14.1 中間検査の対象となる規模、特定工程及び特定工程後の工程 

 対象規模 特定工程 特定工程後の工程 

１ 盛土で高さ２ｍ超の崖を生ず

るもの 

盛土をする前の地

盤又は切土をした

後の地盤面に排水

施設を設置する工

事の工程 

(図 14.1における

暗渠排水工) 

排水施設の周囲を

砕石その他の資材

で埋める工事の工

程 

２ 切土で高さ５ｍ超の崖を生ず

るもの 

３ 盛土と切土を同時に行って、

高さ 5ｍ超の崖を生ずるもの

（１、２を除く） 

４ 盛土で高さ５ｍを超えるもの

（１、３を除く） 

５ 盛土又は切土の面積が 3,000

㎡を越えるもの（１～４を除

く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.1 中間検査の対象となる特定工程（暗渠排水工）概要図 

出典）「盛土等防災マニュアルの解説」（令和５年 10月、盛土等防災研究会）p137 に加筆 
 

 

 

【法第十五条第二項のみなし許可案件の場合】 

開発許可を受けたことによるみなし許可案件の場合も、中間検査の対象とな

る。 

  

水平排水層 

中央縦排水 

基盤排水層 

中央縦排水 

暗渠排水工 雨水排水管 
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14.2 完了検査等の概要 

【法律】 

（完了検査等） 

第十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第十二条第一項の

許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定め

る期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第十三条第一項の

規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなけ

ればならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第十三条第一項の規定に適合

していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第

十二条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。 

３ 第十五条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみな

された宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十六条

第一項の規定による届出又は同条第二項の規定により交付された検査済証

は、当該工事に係る第一項の規定による申請又は前項の規定により交付さ

れた検査済証とみなす。 

４ 土石の堆積に関する工事について第十二条第一項の許可を受けた者は、

当該許可に係る工事（堆積した全ての土石を除却するものに限る。）を完了

したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、

堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県

知事の確認を申請しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却さ

れたと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第十二

条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。 

 

【省令】 

（完了検査の申請期間） 

第三十九条 法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した

日から四日以内とする。 

（完了の検査の申請） 

第四十条 法第十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九

の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

（確認の申請期間） 

第四十二条 法第十七条第四項の主務省令で定める期間は、工事が完了した

日から四日以内とする。 

（確認の申請） 

第四十三条 法第十七条第四項の確認を申請しようとする者は、別記様式第

十一の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 
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【細則】 

（工事一部完了等の検査） 

第十一条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の工事主は、法第十二条第

一項本文の工事の一部が完了した場合においては、知事が当該工事に係る

土地が分割できるものであり、かつ、独立して宅地又は農地等の用に供し得

るものであると認めたときは、当該完了した工事について法第十七条第一

項の検査を受けることができる。 

 

解説 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了したときは完了検査を、土石の

堆積に関する工事を完了したときは確認を受ける必要がある。当該検査又は確

認の申請においては、当該工事が完了した日から４日以内に、省令で定められた

申請書を知事に提出すること。 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、技術的基準に従い擁壁設

置等の必要な措置が完了していることを確認し、問題がなければ検査済証を交

付する。中間検査合格済証を交付された工事範囲については、完了検査を受ける

必要はない。 

土石の堆積に関する工事については、土石の除却が完了したことを確認し、問

題がなければ確認済証を交付する。 

 

許可工事の一部が完了した場合において、当該終了した工事に係る宅地又は

農地等が分割できるものであり、かつ、独立して宅地又は農地等の用に供し得る

ものであると認められる場合には、当該完了した工事について完了検査を受け

ることができる。 

この場合、残りの工事が完了した際には、当該工事について改めて完了検査を

受けることとなる。 

 

【法第十五条第二項のみなし許可案件の場合】 

開発許可を受けたことによるみなし許可案件の場合は、都市計画法第三十六

条（工事完了の検査）による検査済証の交付をもって、盛土規制法による完了検

査済証を交付されたものとみなすため、この場合、盛土規制法の完了検査を受け

る必要はない。 

 

 

 

中間検査、完了検査又は除却の確認（以下「検査等」という。）の流れは以下

のとおり。 
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検査日の調整 検査等の申請に先立ち、担当者と日程調整をすること。 

検査の申請 
検査等対象となる工事が完了した日から４日以内に書面により検

査等の申請をすること。 

検査の受検 

あらかじめ指定された方法により、検査等を受けること。宅地造

成又は特定盛土等に関する工事については、許可申請の内容と相

違がある場合は不合格となる。 

検査済証等の交付 
検査合格又は除却の確認完了後、中間検査合格証、検査済証又は

確認済証を交付する。 
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14.3 検査項目

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する

工事（前条第一項ただし書に規定する工事を除く。第二十一条第一項におい

て同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、

その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政

令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う

災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で

都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定めるも

のの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

解説

中間検査及び完了検査では、政令で定める技術的基準に適合していることを

確認する。 

なお、工事の規模に応じて、検査員が検査密度の増減を行うことがある。 
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表 14.2 中間検査運用指針 

分類 検査項目 検査密度 確認方法 
提出する記録写真 

撮影種別 撮影内容 撮影時期 撮影頻度 

排水工

暗渠排水工 

①排水管の位置、種類 

②材料 

③排水管の接合 

④管径 

⑤管渠の勾配 

⑥排水の状況 

延長 120ｍに 1 箇所 

①位置を排水施設の平面図と照合、排水管の種類を写真等で確認 

②排水管の材料を確認 

③排水管の接合部の処理状況を確認 

④スケール等により管渠の管径を確認 

⑤水糸、スタッフ等により管渠の勾配を確認 

⑥現況地盤（盛土）や切土面からの湧水の処理状況を確認 

⑦溝掘り（切土工事）の施行状況を確認 

出来形 

□排水管の種類 

□排水管の位置 

□排水管の接合部の処理状況 

□排水管の管径 

□排水管の勾配 

□湧水等の排水工への流入状況 

□湧水等の排水の状況 

□施工後(埋戻し前) 延長 120ｍに 1 箇所 
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表 14.3 完了検査運用指針（1/2） 

分類 検査項目 検査密度 確認方法 

提出する記録写真 

撮影種別 撮影内容 撮影時期 撮影頻度 

地盤 

締固め 

①巻出し厚が概ね 30cm以下となってい

ること 

②締固めが行われていること 

施行状況は施工箇所ごとに１箇所 

出来形は 200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①スタッフ等により巻出し厚を確認 

②締固めの施工状況を確認 

施工状況 
□巻出しの状況 

□締固め状況 
□施工中 施工箇所ごとに１箇所 

出来形 □巻出し厚（各層の厚さ） □施工後 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

土の置換え等 

①置換材料 

②締固めの状況 

施工箇所ごとに１箇所 
①置換材料を品質管理資料で確認 

②締固めの施工状況を確認 

施工状況 □締固めの状況 □施工前・中 施工箇所ごとに１箇所 

出来形 □置換後の締固めの状況 □施工後 施工箇所ごとに１箇所 

地滑り抑止杭等 

①基準高 

②杭長 

③根入れ長 

④位置 

⑤数量 

⑥継杭状況 

⑦施工状況 

④⑤の位置・数量は全数 

⑥⑦の継杭状況・施工状況は、 

・打継がある箇所は全数 

・ない箇所は施工箇所ごとに１箇所 

その他の項目は施工箇所ごとに１箇所 

①③スタッフ等により基準高、根入れ長を確認 

②リボンロッド等により杭長を確認 

④⑤位置、数量を土地の平面図と照合 

⑥継杭状況を写真で確認 

⑦施工状況を写真で確認 

施工状況 □施工状況 □施工中 施工箇所ごとに１箇所 

出来形 

□基準高 

□杭長 

□根入れ長 

□位置 

□数量 

□継杭状況 

□基準高、杭長及び根入れ

長は打込前後 

□位置は打込後 

□数量は施工後 

□継杭状況は完了後 

数量は全数 

継杭状況は全数(１本につき２方向） 

その他の項目は施工箇所ごとに１箇所

法面 

法面保護(浸食防止措置) 

①位置、種類 

②延長、厚さ、土羽土の厚さ 

③地表面については保護工の施工状況 

施行状況は措置の種類、施工箇所ごとに１箇所

出来形は 200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①位置、種類を土地の平面図と照合、全景写真で確

認 

②リボンロッド等により延長及び高さを確認、スタ

ッフ等により土羽土の厚さを確認 

③地表面の保護工の施工状況を確認 

施工状況 □施工状況 □施工中 措置の種類、施工箇所ごとに１箇所 

出来形 

□全景(位置、種類) 

□延長 

□厚さ 

□土羽土の厚さ 

□施工後 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

崖面天端の土地の勾配 
200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 
水糸、スタッフ等により地盤面の勾配を確認 出来形 □勾配 □施工後 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

小段の設置 

①小段の高さ 

②小段の幅 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 
①②スタッフ等により小段の幅・高さを確認 出来形 

□高さ 

□幅 
□施工後 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

基礎 

練積み擁壁の基礎形状 

①深さ 

②形状 

１基又は１目地間に１箇所以上 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①②リボンロッド等により根入れ部分の深さ・形状

を確認 
出来形 

□根入れ部分の深さ 

□基礎の形状 
□施工後(埋戻し前) 

１基又は１目地間に１箇所以上 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

擁壁等

義務設置擁壁の設置 

①位置、擁壁の種類 

②延長 

③躯体幅 

④高さ 

⑤部材の厚さ 

大臣認定擁壁については 

①～⑤に加え、 

⑥認定条件への適合 

①位置、②擁壁の種類は全数 

その他の項目は 200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①位置、種類を土地の平面図と照合、全景写真で確

認 

②④⑤リボンロッド等により延長及び高さを確認 

③スタッフ等により躯体幅を確認 

⑥メーカー等による検査済証や認定擁壁である旨の

銘版等表示の写真で確認 

出来形 

□全景 

□位置 

□種類 

□延長 

□躯体幅 

□高さ 

□銘版等の表示(大臣認定擁壁

の場合) 

□施工後 

位置、種類は全数 

その他の項目は 200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 
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表 14.4 完了検査運用指針（2/2） 

分類 検査項目 検査密度 確認方法 

提出する記録写真 

撮影種別 撮影内容 撮影時期 撮影頻度 

擁壁等

任意設置擁壁の設置 

①位置、擁壁の種類 

②延長 

③躯体幅 

④高さ 

⑤部材の厚さ 

位置、種類は全数 

その他の項目は 200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①位置、種類を土地の平面図と照合、全景写真で確

認 

②④リボンロッド等により延長及び高さを確認 

③スタッフ等により躯体幅を確認 

出来形 

□全景 

□位置 

□種類 

□延長 

□躯体幅 

□高さ 

□施工後 

位置、種類は全数 

その他の項目は 200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

義務設置擁壁の水抜穴 

①水抜穴の位置(配置のピッチ) 

②水抜穴の寸法 

③透水層の設置状況 

④裏込めの状況 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①②コンベックス等により水抜穴のピッチ、内径を

写真等で確認 

③透水層の材料を確認 

④裏込めの状況を確認 

出来形 

□水抜穴の位置(水抜穴配置の

ピッチ) 

□管の位置(管の本数) 

□穴の寸法 

□透水層の設置状況 

□裏込めの状況 

□施工後(埋戻し前) 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

RC 造擁壁等の四週圧縮強度 コンクリート種類ごとに１回 
コンクリートの圧縮強度試験結果が規定の数値以上

であることを品質管理資料等で確認 
    

練積み擁壁の形状等 

①擁壁の勾配、高さ 

②擁壁の上端の厚さ 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①水糸、リボンロット等により勾配、高さを確認 

②コンベックス等により上端部分の厚さを確認 
出来形 

□擁壁の勾配 

□高さ 

□上端の厚さ 

□施工後 

位置、種類は全数 

延長、高さは 200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

崖面崩壊防止施設の設置 

①位置、崖面崩壊防止施設の種類 

②延長 

③高さ 

④厚さ 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに１箇所 

①位置、種類を土地の平面図と照合、全景写真で確

認 

②③リボンロッド等により延長及び高さを確認 

④スタッフ等により擁壁の厚さを確認 

出来形 

□位置 

□種類 

□延長 

□高さ 

□施工後 

200ｍに１箇所 

断面が変化する場合は、変化点ごとに

１箇所 

排水工

表面排水施設 

①排水工の位置、種類 

②材料 

③流路洗掘等への配慮 

④排水工の断面積 

⑤勾配 

延長 100ｍに１箇所以上（施行延長 200ｍ以下

の場合は２箇所以上） 

①位置を排水施設の平面図と照合、排水溝の種類を

写真等で確認 

②排水工の材料を確認 

③流路洗掘等への対応状況を確認 

④コンベックス等により排水工の深さ、幅を確認 

⑤水糸、スタッフ等により排水工の勾配、管渠の勾

配を確認 

出来形 

□排水工の種類 

□流路洗掘等への配慮 

□排水工の断面積 

□排水工の勾配 

□施工後 
延長 100ｍに１箇所以上（施工延長 200

ｍ以下のものは２箇所以上） 

その他排水施設 

①ます又はマンホールの設置 

②ます又はマンホールの蓋の有無 

③ますの泥溜めの深さ 

人孔については全数 

ますについては２箇所に１箇所の割合 

①②ます又はマンホールの内径、位置、蓋の設置状

況を写真等で確認 

③コンベックス等により泥溜めの深さを確認 

出来形 

□ます又はマンホールの内径 

□ます又はマンホールの位置 

□ます又はマンホールの蓋の

設置状況 

□泥溜めの深さ 

□施工後 
人孔については全数 

ますについては２箇所に１箇所の割合
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第15章 定期報告

【法律】 

（定期の報告） 

第十九条 第十二条第一項の許可（政令で定める規模の宅地造成等に関する

工事に係るものに限る。）を受けた者は、主務省令で定めるところにより、

主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の

実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければ

ならない。 

 

【政令】 

（定期の報告を要する宅地造成等の規模） 

第二十五条 法第十九条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土

等は、第二十三条各号に掲げるものとする。 

２ 法第十九条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるもの

とする。 

一 高さが五メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う

土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの 

二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面

積が三千平方メートルを超えるもの 

 

【省令】 

（定期の報告） 

第四十八条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第

一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、

報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近

の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出

しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告

をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点

における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする

写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

（定期の報告の期間） 

第四十九条 法第十九条第一項の主務省令で定める期間は、三月とする。 

（定期の報告の報告事項） 

第五十条 法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものと

する。ただし、第三号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を

行う場合に限るものとする。 

一 工事が施行される土地の所在地 

二 工事の許可年月日及び許可番号 
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三 前回の報告年月日 

２ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規

定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものと

する。 

一 報告の時点における盛土又は切土の高さ 

二 報告の時点における盛土又は切土の面積 

三 報告の時点における盛土又は切土の土量 

四 報告の時点における擁壁等（法第十三条第一項に規定する擁壁等をい

う。）に関する工事の施行状況 

３ 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事

の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

一 報告の時点における土石の堆積の高さ 

二 報告の時点における土石の堆積の面積 

三 報告の時点における堆積されている土石の土量 

四 前回の報告の時点から新たに堆積された土石の土量及び除却された土石

の土量 

 

【細則】 

（定期の報告） 

第十一条の二 法第十九条第一項の規定による報告は、定期報告書（別記第十

号様式）により行うものとする。 

 

解説 

工事の規模が表 15.1の記載に該当する場合には、当該工事の実施状況やその

他主務省令で定める事項について、工事着手年月日から３か月ごとにその末日

から７日以内を期限とし、定期的な報告が必要となる。 
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表 15.1 定期報告を要する規模 

工事種別 対象規模 

宅地造成又は

特定盛土等 

①盛土で高さ２ｍ超の崖を生ずるもの 

②切土で高さ５ｍ超の崖を生ずるもの 

③盛土と切土を同時に行って、高さ５ｍ超の崖を生ずるもの

（①、②を除く） 

④盛土で高さ５ｍを超えるもの（①、③を除く） 

⑤盛土又は切土の面積が 3,000 ㎡を越えるもの（①～④を除

く） 

土石の堆積 

①高さが５ｍを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積

を行う土地の面積が 1,500㎡を超えるもの 

②①に該当しない土石の堆積で、当該土石の堆積を行う土地

の面積が 3,000㎡を超えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

図 15.1 定期報告時期イメージ 

 

 

報告は、定期報告書に工事を行っている土地及びその付近の状況を明らかに

する写真その他の書類を添付して提出することで行う。報告書に記載する事項

は、表 15.2 のとおり。提出先は第 4 章 4.1.1（通常の場合）に記載した許可申

請先とすること。 

 

 

  

着手 
定期報告 
（３か月＋７日以内） 

定期報告 
（６か月＋７日以内） 

工期７か月 

３か月 
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表 15.2 定期報告に係る提出書類 

 書類の名称 様式 報告事項 

1 定期報告書 

第十号様式

（施行細

則第十一

条の二） 

共通 

 ① 工事が施行される土地の所在地 

② 工事の許可年月日及び許可番号 

③ 前回の報告年月日（２回目以降のみ記入） 

宅地造成等に関する工事 

 ④ 報告の時点における盛土又は切土の高さ 

⑤ 報告の時点における盛土又は切土の面積 

⑥ 報告の時点における盛土又は切土の土量 

⑦ 報告の時点における擁壁等に関する工事 

  の施行状況 

土石の堆積に関する工事 

 ⑧ 報告の時点における土石の堆積の高さ 

⑨ 報告の時点における土石の堆積の面積 

⑩ 報告の時点における堆積されている土石 

  の土量 

⑪ 前回の報告の時点から新に堆積された土 

  石の土量及び除却された土石の土量 

2 写真 － 

・報告の時点における盛土、切土又は土石の堆

積をしている土地及びその付近の状況を撮影

したもの 

3 
進捗が確認 

できる図面等 
－ 

・申請時の提出図面で施工済の箇所を着色等し

明示 

・写真の撮影方向を表示 

 

 

【法第十五条第二項のみなし許可案件の場合】 

開発許可を受けたことによるみなし許可案件の場合も、定期の報告が必要で

ある。提出先は第 4章 4.1.2 （みなし許可の場合）に記載した許可申請先とする

こと。 
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第16章 施工上の留意事項 

16.1 盛土 

盛土の施工に当たっては、次の事項に留意することが大切である。 

 

16.1.1 原地盤の処理 

盛土の施工に先立ち、下記を目的として原地盤の処理を行うこととする。 

 

・盛土と原地盤のなじみを良くする 

・初期の盛土作業を円滑化 

・地盤の安定を図り支持力を増加 

・草木等の有害物の腐植による沈下等を防止 

 

・盛土の施工に先立って、樹木の伐開を行うとともに、盛土条件並びに樹径、

草丈等の状況によっては、樹木の除根及び除草も行うこと。 

 

・原地盤の表土が腐植土、軟弱な粘性土、風化した堆積軟岩層などで盛土の

施工に悪影響を及ぼすことが懸念される場合には、予め必要な深さまで切

り又ははぎ取り、良質な盛土材料で置き換えること。 

 

・盛土の第１層施工時に建設機械のトラフィカビリティが得られるよう、盛

土高さに関わらず、盛土施工前の原地盤に深さ 0.5～1.0ｍ程度の溝を掘

り、盛土敷の外に排水を行って、盛土敷の乾燥を図ることが望ましい。 

・盛土原地盤周辺の地下水排水を目的とする地下水排除工（暗渠排水工、基

盤排水層）が必要な場合は、次の事項に留意して対応を図ること。 

 

①暗渠排水工は、原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所等を対象に樹枝状に

設置することを基本とする。また、暗渠排水工の流末は、維持管理や点

検が行えるように、ます、マンホール、かご工等で保護することを基本

とする。 

②基盤排水層は、透水性の高い材料を用い、主に谷埋め盛土における法尻

部及び谷底部、湧水等の顕著な箇所等を対象に設置することを基本とす

る。 

 

・盛土の原地盤に極端な凹凸や段差がある場合には、盛土に先がけて平坦に

かき均すこと。  
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・軟弱地盤の分布が予想される箇所で、事前の調査ボーリング等の結果によ

り軟弱地盤と判定された場合には、地盤の条件、土地利用計画、施工条件、

環境条件等を踏まえて沈下計算及び安定計算を実施し、適切な対応を行う

こと。 

・事業区域内及びその周辺部において、地震時に液状化現象が生じると予想

される箇所では、液状化現象による盛土不安定化を防止・軽減するために、

液状化に対する検討を行い、必要に応じて適切な対応を行うこと。 

 

 

16.1.2 傾斜地盤上の盛土 

傾斜地盤上での盛土では、以下の要因等により、豪雨・地震時にすべり崩壊が

生じやすい傾向が見られる。 

 

・切り盛り境界部に湧水、浸透水等が集まり盛土が軟化する 

・境界部の盛土の締固めが不十分 

・基礎地盤（地山）と盛土との密着が不十分 

・崩積土よりなる基礎地盤の支持力不足 

 

よって傾斜地盤上に盛土を行う場合は、以下の事項に留意して施工する。 

 

・盛土原地盤が傾斜し、表層部に緩く堆積した表土や崖錐堆積物、高含水比

の軟弱層が堆積している場合には、滑りを助長するおそれがあるため、こ

れを掘削除去すること。 

 

・谷地形等で地下水位が高い傾斜地盤上での盛土では、傾斜地盤の勾配に関

わらず段切りを行うことを原則とする。 

 

・既設盛土上に段切りを行う場合は、段切り規模を大きくすると既設盛土に

悪影響を及ぼすことがあるため注意すること。 

・腹付けした盛土の圧密沈下を極力小さくするため、腹付け盛土材料は既設

盛土と同等又はそれ以上のものを用いて十分締固めること。 
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16.1.3 盛土材料 

盛土材はその特性を十分把握した上で計画を行い、また、盛土材料の搬入に当

たっては、土質、含水比等の盛土材料の性質が計画と逸脱していないこと等、盛

土材料として適切か確認の上、利用することとする。 

以下のような不適切な材料は、沈下又は崩壊が生じないよう、締固めや改良そ

の他の適切な処理を施さなければならない。 

①雨水等による浸食に弱いもの 

②スレーキングを生じやすいもの 

③高含水比の粘性土 

④腐植土 

 

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の他法令の規制に照らして盛土

材料としての使用が適当ではない物質を含まないようにしなければならない。 

 

 

16.1.4 敷均し・締固め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査基準 

盛土を行う場合は、１回の敷均し厚（巻き出し厚）を 30cm以下として、そ

の層を盛るごとにローラー等の建設機械を用いて締め固めること。 

 

解説 

盛土をした後の地盤に地表水等の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じ

ないようにするための措置の一つとして、敷均し・締固めについて規定している。 

  

【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基

準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。  

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水

又は地下水（以下「地表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又

は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。 

イ おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、そ

の層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用

いて締め固めること。 



 

16-4 

16.1.5 防災小堤 

・造成による平坦面の表面水が法面へ流下することによる浸食を防止する目

的で、法高さが 15ｍを超える場合など必要に応じて、工事期間中に限り法

肩部に防災小堤を設置すること。 

・造成面における表面水は、別途排水施設により適切に排水すること。 
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16.2 切土 

切土の対象となる地山は種々の土質から構成されており、事前の調査のみで

は地山の状況を十分に把握できないことが多いため、施工中における土質及び

地下水の状況の変化には特に注意を払い、必要に応じて法面勾配を変更する等、

適切な対応を図ること。 

次のような場合には、施工中に滑り等が生じないよう留意することが大切で

ある。 

 

・地質構造上、割れ目の発達程度、岩の破砕程度、地層の傾斜等を確認し、

すべりに対して十分留意して法面勾配を決定すること。 

 

・時間の経過とともに表層から崩壊が発生しやすくなるため、適切な法面保

護工を考慮すること。 

 

・地山の強度が極端に低い箇所がある可能性を考慮し、余裕を持たせた勾配

を設定するよう努めること。 

 

・表流水や湧水等が要因となって不安定化するおそれがあるため、余裕を持

たせた法面勾配を設定するとともに、法面全体の排水や、湧水等の軽減を

図るための排水工等を考慮すること。 

 

・法面又は崖の上端面に砂層や砂礫層等の透水性の高い地層、あるいは破砕

帯が露出している場合などでは、法面を不透水性材料で覆う等の浸透防止

対策に努めること。 

 

・表面の凍結融解による緩みや、融雪水の浸透に留意すること。 
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16.3 擁壁 

16.3.1 鉄筋コンクリート造等擁壁の施工上の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 

鉄筋コンクリート造等擁壁の施工にあたっては、次の各事項に留意すること。 

 

・骨材は 2022 年制定「コンクリート標準示方書[施工編]」を参考として、

鉄筋相互間及び鉄筋と型枠との間を容易に通る程度の大きさとすること。 

・一般の場合 20mmまたは 25mm 

・断面の大きい場合 40mm 

 

・コンクリートは、密実かつ均質で十分な強度を有するよう、打設、打継ぎ、

養生等を適切に行うこと。 

 

・型枠存置期間は、建築基準法施行令第 75 条に定める最低日数を守り、所

定のコンクリート強度を確かめられない前に裏込め土の埋戻しを行わな

いこと。 

  

【建築基準法施行令】 

（コンクリートの材料） 

第七十二条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各

号に定めるところによらなければならない。 

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び

硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。 

二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさである

こと。 

三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な

強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。 

（コンクリートの養生） 

第七十五条 コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの

温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリート

の凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コ

ンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合にお

いては、この限りでない。 
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16.3.2 練積み造擁壁の施工上の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 

練積み造擁壁の施工に当たっては、次の各事項に留意すること。 

 

擁壁の勾配及び裏込めコンクリート厚等を正確に確保するため、以下の事

項に留意して表丁張り及び裏丁張りを設置すること 

・丁張り間隔は、10ｍを標準とするが、始点、終点及び平面・断面の変化点

等には設置すること。 

 

・裏込めコンクリートが透水層内に流入してその機能を損なわないよう、抜

型枠を使用すること。 

 

・組積材（間知石等の石材）は、組積み前に十分水洗いをすること。また、

擁壁の一体性を確保するため、芋目地ができないよう組積みをすること。 

 

 

 

図 16.1 芋目地の組積みの例（施工してはならない積み方）  

【建築基準法施行令】 

（組積造の施工） 

第五十二条 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組

積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。 

2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなけ

ればならない。 

3 前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対三

のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメント

モルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対五のもの若しくはこ

れと同等以上の強度を有するものとしなければならない。 

4 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。 
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・１日の工程は、積み過ぎにより擁壁が前面にせり出さない程度にとどめる

こと。 

 

・コンクリートで水抜穴を閉塞しないよう注意し、また、透水管の長さは、

透水層に深く入り過ぎないようにすること。 

 

・胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートの打設に当たっては、コンク

リー卜と組積材とが一体化するよう十分締固めること。 

・胴込めコンクリートの性能については、建設省告示第千四百八十五号「宅

地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用いて充

填するコンクリートブロツク練積み造の擁壁の効力を認定する件」昭和四

十年六月十四日 を参考とすること。 

 

・擁壁背面の埋戻し土は、胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートが安

定してから施工するものとし、十分に締固めを行い、常に組積みと並行し

て施工すること。 

 

・胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートは、打設後直ちに養生シート

等で覆い、十分養生すること。 

 

・崖又は他の擁壁の上部に近接して設置される擁壁については、下部の崖又

は擁壁に有害な影響を与えないよう十分注意すること。 
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16.4 排水 

 

16.4.1 仮設排水工 

整地工事中は排水管が未布設の場合が多いため、土と雨水が共に流出しない

よう仮排水施設を要所に配置すること。 

排水管が布設された部分では、集中豪雨等緊急の際はマンホールを設置し、上

流側の水を受け入れるなどの対策を行うこと。 

 

仮排水施設としては、素掘水路、板柵水路、プレキャスト水路、沈砂ます等が

あり、また地下排水暗渠に接続した縦排水管を釜場と組合せ、仮設縦集水ますと

して設置することもある。 

なお仮設排水工としての中央縦排水は、暗渠排水工と併用せず、別系統の排水

管を設置することを基本とする。中央縦排水に土砂が入らないよう、排水管の口

元は十分な保護を行うこと。 

 

また素掘り水路については、次の事項に留意すること。 

①工事の進捗により移動することがあるため、位置の移動の少ない主要な水路

は適宜Ｕ字型側溝等を用い、要所に集水ます、減勢工を設けること。 

②地質の弱い部分では、水流により洗掘されやすいため、板柵水路、アスファ

ルト水路、コンクリート水路などの水路を設置し、必要に応じて落差工、沈

砂ます、沈砂池等により、流速を緩和させること。 

 

 

16.4.2 仮設防災調整池等 

造成工事施行中においては、急激な出水、濁水及び土砂等の流出が生じないよ

う、造成規模、施工時期等を勘案して、必要な箇所に濁水等を一時的に滞留させ、

併せて土砂を沈殿させる機能を有する施設（沈砂池・調整池等）をあらかじめ設

置すること。 

なお集水面積が小さく、沈砂池・調整池等が設置されない谷において盛土を行

う場合には、仮設縦集水ますを釜場と併せて設置し、濁水処理等の対応を図るこ

とが望ましい。 
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16.5 土石の堆積 

土石の堆積に関する工事の施工に当たっては、次の事項に留意する。 

 

16.5.1 土石の堆積の計画 

・土石の運搬に使用するダンプトラックに加えて堆積する際に使用するバ

ックホウ等の重機のうち、最大規格の重機が安全に移動可能な道幅を確保

すること。 

 

・堆積する土石を搬入する際は、書類や目視によって、土石が計画の材質で

あることを確認すること。 
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第17章 施行細則 
 

今後追記いたします。 
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第18章 申請様式一覧 

18.1 様式一覧 
区分 手続きの種類 根拠法令 様式 掲載頁 

許
可
申
請
関
係 

当
初 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 
法第12条第１項 

法第30条第１項※ 
様式第二 p.18-3 

資金計画書（宅地造成又は特定盛土等に関する工事）    － 様式第三 p.18-6 

土石の堆積に関する工事の許可申請書 
法第12条第１項 

法第30条第１項※ 
様式第四 p.18-8 

資金計画書（土石の堆積に関する工事）    － 様式第五 p.18-10 

許可証 
法第14条第２項 

法第33条第２項※ 様式第六 p.18-12 

実務経験証明書    － 参考様式 p.18-39 

周知措置報告書    － 参考様式 p.18-40 

事業経歴書    － 参考様式 p.18-41 

許可申請の取下届    － 参考様式 p.18-42 

地権者一覧表    － 参考様式 p.18-43 

同意証明書    － 参考様式 p.18-44 

誓約書    － 参考様式 p.18-45 

委任状    － 参考様式 p.18-46 

申請書類修正申告書    － 参考様式 p.18-47 

宅地造成等に関する工事設計者の資格申告書    － 参考様式 p.18-48 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書    － 千葉県様式 p.18-31 

土石の堆積に関する工事の協議申出書    － 千葉県様式 p.18-33 

協議同意書    － 参考様式 p.18-54 

変
更 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 
法第16条第１項 

法第35条第１項※ 
様式第七 p.18-13 

土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 
法第16条第１項 

法第35条第１項※ 
様式第八 p.18-16 

軽微変更届出書    － 千葉県様式 p.18-34 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議届出書    － 参考様式 p.18-50 

土石の堆積に関する工事の変更協議届出書    － 参考様式 p.18-52 

検
査
・
定
期
報
告
関
係 

中間 

検査 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 
法第18条第１項 

法第37条第１項※ 
様式第十三 p.18-22 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査合格証 
法第13条第１項 

法第31条第１項※ 
様式第十四 p.18-24 

完
了
検
査 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 
法第17条第１項 

法第36条第１項※ 
様式第九 p.18-18 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証 
法第13条第１項 

法第31条第１項※ 
様式第十 p.18-19 

土石の堆積に関する工事の確認申請書 
法第17条第４項 

法第36条第４項※ 
様式第十一 p.18-20 

土石の堆積に関する工事の確認済証 
法第17条第４項 

法第36条第４項※ 
様式第十二 p.18-21 

定期 

報告 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書    － 千葉県様式 p.18-37 

土石の堆積に関する工事の定期報告書    － 千葉県様式 p.18-38 

届
出
工
事
関
係 

既
存
工
事 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 
法第21条第１項 

法第40条第１項※ 
様式第十五 p.18-25 

土石の堆積に関する工事の届出書 
法第21条第１項 

法第40条第１項※ 
様式第十六 p.18-26 

新
規
工
事 

擁壁等に関する工事の届出書 
法第21条第３項 

法第40条第３項※ 
様式第十七 p.18-27 

公共施設用地の転用の届出書 
法第21条第４項 

法第40条第４項※ 
様式第十八 p.18-28 

工事着手届    － 千葉県様式 p.18-35 

宅地造成等に関する届出工事の変更届出書    － 参考様式 p.18-55 

擁壁等に関する届出工事の変更届出書    － 参考様式 p.18-56 

標識 
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 法第49条 様式第二十三 p.18-29 

土石の堆積に関する工事の標識 法第49条 様式第二十四 p.18-30 

中止･再開 

･廃止 
工事中止等届    － 千葉県様式 p.18-36 
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※千葉県では、令和７年５月２６日から県内（千葉市・船橋市・柏市を除く）の全区域を「宅地造成等工事規制区

域」として指定し、特定盛土等規制区域は指定していないため、本手引きで示している様式においては、あらか

じめ、盛土規制法のうち適用対象外の条文に取消線を付加している。 
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18.2 国様式 

様式第二 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により、 

 

許可を申請します。 

 

年  月  日 

 

様 

 

申請者 氏名 

※手数料欄 

1 工 事 主 住 所 氏 名  

(法人役員住所氏名)  

 

(                        ) 

2 設 計 者 住 所 氏 名   

3 工事施行者住所氏名   

4 土地の所在地及び地番  

(代表地点の緯度経度)  
(緯度：      度      分      秒、 

経度：      度      分      秒) 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工事着手前の土地利用状況  

7 工事完了後の土地利用   

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土、腹付け盛土・谷埋め盛土 

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

工 

事 

の 

概 

要 

イ 盛土又は切土の高さ メートル 

ロ 盛土又は切土をする 

土地の面積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

ホ 崖面崩壊防止施設 
番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

第 12条第 1項 
第 30条第 1項 
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ヘ 排 水 施 設  番 号 種 類 内法寸法 延 長 

    センチ 

メートル 

メートル 

    

    

ト 崖面の保護の方法  

チ 崖面以外の地表面の 

保護の方法 

 

リ 工事中の危害防止の 

ための措置 

 

ヌ そ の 他 の 措 置   

ル 工事着手予定年月日 年    月    日 

ヲ 工事完了予定年月日 年    月    日 

ワ 工 程 の 概 要   

11 そ の 他 必 要 な 事

項 

 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※ 
許可に当たって 

付した条件 
※許 可 番 号 欄 

年 月 日     年 月 日 

第 号 第 号 

係員氏名 係員氏名 
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〔注意〕 

1 ※印のある欄は記入しないでください。 

2 申請者、1欄の工事主、2欄の設計者又は 3欄の工事施行者が法人であるときは、氏名

は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

3 1欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を

記入してください。 

4 2欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に

○印を付してください。 

5 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

6 4欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで

記入してください。 

7 8欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください(複数選択可)。 

8 9欄は、渓流等(令第 7条第 2項第 2号に規定する土地をいう。)への該当の有無のいず

れかに○印を付してください。 

9 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令によ

る許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入し

てください。 

10 11欄は、現場管理者の住所及び氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

を記入してください。未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てくださ

い。 
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様式第三 

資金計画書（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

1 収支計画 

（単位 千円） 

科 目 金 額 

収

入 

自己資金 

 

借入金 

 

○○○ 

 

処分収入 

○○○ 

 

補助負担金 

○○○ 

 

○○○ 

 

計 

 

支

出 

用地費 

 

工事費 

 

整地工事費 

 

道路工事費 

 

排水施設工事費 

 

防災施設工事費 

 

○○○ 

 

附帯工事費 

 

事務費 

 

 

借入金利息 

 

 

○○○ 

 

計 
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2 年度別資金計画書 

（単位 千円） 

年度 

科目 年度 年度 
  

年度 計 

支

出 

事業費 

用地費 

工事費 

附帯工事費 

事務費 

借入金利息 

○○○ 

借入償還金 

○○○ 

計 

     

収

入 

自己資金借入金 

○○○処分収入 

○○○補助負担金 

○○○ 

   

     

借入金の借入先      
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様式第四 

 

土石の堆積に関する工事の許可申請書 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により、 

 

許可を申請します。 

 

年  月  日 

様 

 

申請者 氏名 

※手数料欄 

1 工 事 主 住 所 氏 名  

(法 人 役 員 住 所 氏 名) 

 

(                  ) 

2 設 計 者 住 所 氏 名   

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

4 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番  

(代 表 地 点 の 緯 度 経 度) 

 

（緯度：   度   分   秒、 

経度：   度   分   秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工 事 の 目 的   

７

工

事

の

概

要 

イ 土石の堆積の最大堆積高さ  メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積土量  立方メートル 

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾配   

ホ 勾配が十分の一を超える土地に 

おける堆積した土石の崩壊を防 

止するための措置 

 

ヘ 土石の堆積を行う土地における 

地盤の改良その他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

 メートル 

  

  

チ 雨水その他の地表水を有効に排 

除する措置 

 

第 12条第 1項 
第 30条第 1項 
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リ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂 

の流出を防止する措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のための措置  

ル そ の 他 の 措 置   

ヲ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年    月    日 

ワ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年    月    日 

カ 工 程 の 概 要  

8 そ の 他 必 要 な 事 項   

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※ 
許可に当たって 

付した条件 
※許 可 番 号 欄 

年 月 日     年 月 日 

第 号 第 号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は記入しないでください。 

2 申請者、1欄の工事主、2欄の設計者又は 3欄の工事施行者が法人であるときは、氏

名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

3 1欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏

名を記入してください。 

4 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

5 4欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位

まで記入してください。 

6 7欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種

類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入し

てください。 

7 8欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認

可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してくださ

い。 

8 8欄は、現場管理者の住所及び氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏

名）を記入してください。未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出て

ください。 
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様式第五 

資金計画書（土石の堆積に関する工事） 

1 収支計画 

（単位 千円） 

科 目 金 額 

収

入 

自己資金 

 

借入金 

 

○○○ 

 

処分収入 

○○○ 

 

補助負担金 

○○○ 

 

○○○ 

 

計 

 

支

出 

用地費 

 

工事費 

 

整地工事費 

 

防災施設工事費 

 

撤去工事費 

 

○○○ 

 

附帯工事費 

 

事務費 

 

借入金利息 

 

○○○ 

 

計 
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2 年度別資金計画書 

（単位 千円） 

年度 

科目 年度 年度 
  

年度 計 

支

出 

事業費 

用地費 

工事費 

附帯工事費 

事務費 

借入金利息 

○○○ 

借入償還金 

○○○ 

計 

     

収

入 

自己資金 

借入金 

○○○ 

処分収入 

○○○ 

補助負担金 

○○○ 

○○○ 

計 

     

借入金の借入先      
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様式第六 

 

許可証 

第   号 

年   月   日 

都道府県知事 

指定都市の長 

中 核 市 の 長 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

 

 

        の規定により、下記の条件を付して許可する。 

 

 

1 
工事をする土地の所在地及び 

地番 

 

2 工 事 主 住 所 氏 名   

3 許 可 番 号  第     号 

4 許 可 対 象 行 為 宅地造成・特定盛土等・土石の堆積 

5 許 可 期 間  
（自）   年   月   日 

（至）   年   月   日 

6 条 件  

  

第 14条第 2項（第 16条第 3項において準用する 

第 33条第 2項（第 35条第 3項において準用する 

場合を含む。） 

場合を含む。） 
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様式第七 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により、 

 

変更の許可を申請します。 

 

年   月   日 

様 

申請者 氏名 

※手数料欄 

1 工 事 主 住 所 氏 名  

(法 人 役 員 住 所 氏 名 ) 

 

(            ) 

2 設 計 者 住 所 氏 名   

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

4 土地の所在地及び地番  

(代表地点の緯度経度) 

 

(緯度：     度     分     秒、 

経度：     度     分     秒) 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工事着手前の土地利用状況  

7 工事完了後の土地利用   

8 盛 土 の タ イ プ  
平地盛土、腹付け盛土 

・谷埋め盛土 

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 盛土又は切土の高さ メートル 

ロ 盛土又は切土をする土地の面積 平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

ニ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

ホ 崖面崩壊防止施設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

第 16条第 1項 
第 35条第 1項 
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ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  センチメートル メートル 

    

    

ト 崖面の保護の方法  

チ 崖面以外の地表面の保護の方法  

リ 工事中の危害防止のための措置  

 ヌ そ の 他 の 措 置   

ル 工事着手予定年月日 年   月   日 

ヲ 工事完了予定年月日 年   月   日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項   

12 変 更 の 理 由  

13 許 可 番 号 第     号 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※  

許可に当た

って 

付した条件 

※許 可 番 号 欄 

年 月 日     年 月 日 

第 号 第 号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は記入しないでください。 

2 申請者、1欄の工事主、2欄の設計者又は 3欄の工事施行者が法人であるときは、氏

名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

3 1欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名

を記入してください。 

4 2欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横

に○印を付してください。 

5 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

6 4欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位ま

で記入してください。 

7 8欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください(複数選択可)。 

8 9欄は、渓流等(令第 7条第 2項第 2号に規定する土地をいう。)への該当の有無のい

ずれかに○印を付してください。 
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9 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令に

よる許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記

入してください。 

10 11欄は、現場管理者の住所及び氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏

名）を記入してください。未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出て

ください。 

11 申請書の添付資料として、変更に係る事項の新旧を対照した書類を提出してくださ

い。 
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様式第八 

土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法           の規定により、 

許可を申請します。 

年  月  日 

様 

 

申請者 氏名 

※手数料欄 

1 工 事 主 住 所 氏 名 

(法 人 役 員 住 所 氏 名) 

 

(                 ) 

2 設 計 者 住 所 氏 名  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

4 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番  

(代 表 地 点 の 緯 度 経 度) 

 

(緯度：   度   分   秒、 

経度：   度   分   秒) 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工 事 の 目 的  

7 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 土石の堆積の最大堆積高さ  メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積  平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積土量  立方メートル 

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾配   

ホ 勾配が十分の一を超える土地にお 

ける堆積した土石の崩壊を防止する 

ための措置 

  

ヘ 土石の堆積を行う土地における地 

盤の改良その他の必要な措置 

  

ト 空 地 の 設 置 

番 号 空地の幅 

 メートル 

  

  

チ 雨水その他の地表水を有効に排除 

する措置 

 

 

第 16条第 1項 
第 35条第 1項 
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リ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の 

流出を防止する措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のための措置  

ル そ の 他 の 措 置   

ヲ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年    月    日 

ワ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年    月    日 

カ 工 程 の 概 要  

8 そ の 他 必 要 な 事 項  

9 変 更 の 理 由  

10 許 可 番 号 第    号 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※ 
許可に当たって 

付した条件 
※許可番号 欄 

年 月 日   年 月 日 

第 号   第 号 

係員氏名   係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は記入しないでください。 

2 申請者、1欄の工事主、2欄の設計者又は 3欄の工事施行者が法人であるときは、

氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

3 1欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏

名を記入してください。 

4 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

5 4欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位

まで記入してください。 

6 7欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種

類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入し

てください。 

7 8欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認

可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してくださ

い。 

8 8欄は、現場管理者の住所及び氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏

名）を記入してください。未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出て

ください。 

9 申請書の添付資料として、変更に係る事項の新旧を対照した書類を提出してくださ

い。 
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様式第九 

 

 

 

 

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 

年   月   日 

様 

 

工事主 住所 

氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法            の規定による検査を申請します。 

 

1 工 事 完 了 年 月 日  年 月 日 

2 許 可 番 号 第 号 

3 許 可 年 月 日 年 月 日 

4 工事をした土地の所在地及び地番  

5 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

6 備 考  

 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は記入しないでください。 

2 工事主又は 5欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の

氏名を記入してください。 

  

※受 付 欄 

年 月 日 

第  号 

第 17条第 1項 
第 36条第 1項 
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様式第十 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証 

 

第 号 

年 月 日 

 

 

都道府県知事 

指定都市の長 

中 核 市 の 長 

 

下記の宅地造成及び特定盛土等に係る工事は、検査の結果、宅地造成及び特定盛土等 

 

規制法          の規定に適合していることを証明する。 

 

 

1 許 可 番 号 第 号 

2 許 可 年 月 日 年 月 日 

3 工事をした土地の所在地及び地番  

4 工 事 主 住 所 氏 名  

5 工 事 完 了 検 査 年 月 日 年 月 日 

6 検 査 員 職 氏 名   

 

  

第 13条第 1項 
第 31条第 1項 
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様式第十一 

 

 

 

 

 

 

土石の堆積に関する工事の確認申請書 

 

年 月 日 

様 

工事主 住所 

氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法           の規定による確認を申請します。 

 

 

1 工 事 完 了 年 月 日  年 月 日 

2 許 可 番 号 第 号 

3 許 可 年 月 日 年 月 日 

4 工事をした土地の所在地及び地番  

5 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

6 備 考  

 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は記入しないでください。 

2 工事主又は 5欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の

氏名を記入してください。 

  

※受 付 欄 

年 月 日 

第  号 

第 17条第 4項 
第 36条第 4項 
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様式第十二 

 

 

土石の堆積に関する工事の確認済証 

第 号 

年 月 日 

 

都道府県知事 

指定都市の長 

中 核 市 の 長 

 

下記の土石の堆積に関する工事について、          の規定による確認の結果、 

 

堆積されていた全ての土石が除却されたことを証明する。 

 

1 許 可 番 号 第 号 

2 許 可 年 月 日 年 月 日 

3 工事をした土地の所在地及び地番  

4 工 事 主 住 所 氏 名   

5 工 事 完 了 検 査 年 月 日 年 月 日 

6 確 認 員 職 氏 名   

  

第 17条第 4項 
第 36条第 4項 
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様式第十三 

 

 

 

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 

年 月 日 

様 

工事主 住所 

氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定による中間検査を申請します。 

 

1 許 可 番 号 第 号 

2 許 可 年 月 日 年 月 日 

3 工事をしている土地の所在地及び地番  

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

5 今回中間検査の対象となる特定工 

程に係る工事 

検査実施 回 第 回 

特 定 工 程  

特定工程に係る 

工事終了年月日 
年 月 日 

6 今回申請以前の中間検査受検履歴 

検査実施 回 第 回 第 回 

特 定 工 程   

中間検査合格証   

 

 

番 号 第 号 第 号 

交付年月日 年 月 日  年 月 日 

7 今回申請以降の中間検査受検予定 

検査実施 回 第 回 第 回 

特 定 工 程   

特定工程に係る 

工事終了予定 

年 月 日 

年 月 日 年 月 日 

8 備考  

〔注意〕 

1 ※印のある欄は記入しないでください。 

※受 付 欄 

年 月 日 

第  号 

第 18条第 1項 
第 37条第 1項 
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2 工事主又は 4欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の

氏名を記入してください。 

3 6及び 7欄は、記入欄が不足するときは、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 
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様式第十四 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査合格証 

 

第 号 

年 月 日 

都道府県知事 

指定都市の長 

中 核 市 の 長 

 

下記の宅地造成又は特定盛土等に関する工事における特定工程に係る工事は、検査の結果、 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定に適合していることを証明する。 

 

 

1 許 可 番 号 第 号 

2 許 可 年 月 日 年 月 日 

3 工事をしている土地の所在地及び 

地番 
 

4 工 事 主 住 所 氏 名   

5 中 間 検 査 年 月 日  年 月 日 

6 中 間 検 査 の 対 象  

検 査 実 施 回 第 回 

特 定 工 程   

特定工程に係る 

工事終了年月日 
年 月 日 

7 検 査 員 職 氏 名   

  

第 13条第 1項 
第 31条第 1項 
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様式第十五 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 

年  月  日 

様 

工事主 住所 

氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法           の規定により、下記の工事について 

 

届け出ます。 

 

記 

1 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

2 工事をしている土地の所在地及び地番 

（代 表 地 点 の 緯 度 経 度） 

 

 

（緯度：    度    分    秒、 

経度：    度    分    秒） 

3 工事をしている土地の面積  平方メートル 

4 盛 土 の タ イ プ  
平地盛土・腹付け盛土 

・谷埋め盛土 

5 盛 土 又 は 切 土 の 高 さ メートル 

6 盛土又は切土をする土地の面積 平方メートル 

7 盛 土 又 は 切 土 の 土 量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

8 工 事 着 手 年 月 日  年 月 日 

9 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年 月 日 

10 工 事 の 進 捗 状 況  

 

〔注意〕 

1 工事主又は 1欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者

の氏名を記入してください。 

2 2欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで

記入してください。  

第 21条第 1項 
第 40条第 1項 
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様式第十六 

 

土石の堆積に関する工事の届出書 

 

年 月 日 

様 

工事主 住所 

氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により、下記の工事について届 

 

け出ます。 

記 

1 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

2 工事をしている土地の所在地及び 

地番 

（代 表 地 点 の 緯 度 経 度） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

 経度：    度    分    秒） 

3 工事をしている土地の面積  平方メートル 

4 土石の堆積の最大堆積高さ  メートル 

5 土石の堆積を行う土地の面積  平方メートル 

6 土石の堆積の最大堆積土量  立方メートル 

7 工 事 着 手 年 月 日  年 月 日 

8 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年 月 日 

9 工 事 の 進 捗 状 況   

〔注意〕 

1 工事主又は 1欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者

の氏名を記入してください。 

2 2欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで

記入してください。  

第 21条第 1項 
第 40条第 1項 
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様式第十七 

 

擁壁等に関する工事の届出書 

 

年 月 日 

様 

 

届出者 住所 

氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により、下記の工事について届 

 

け出ます。 

記 

1 工事が行われる土地 

の所在地及び地番 
 

2 行おうとする工事の 

種類及び内容 
 

3 工事着手予定年月日 年 月 日 

4 工事完了予定年月日 年 月 日 

 

〔注意〕届出者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してくだ

さい。 

  

第 21条第 3項 
第 40条第 3項 
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様式第十八 

 

公共施設用地の転用の届出書 

 

年 月 日 

 

様 

 

届出者 住所 

氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

1 転用した土地の所在地 

及び地番 
 

2 転用した土地の面積 平方メートル 

3 転 用 前 の 用 途   

4 転 用 後 の 用 途   

5 転 用 年 月 日 年 月 日 

 

〔注意〕届出者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してくだ

さい。 

 

 

  

第 21条第 4項 
第 40条第 4項 
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様式第二十三 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 

 

 

 

〔注意〕 

1 1欄の工事主、4欄の工事施行者又は 5欄の現場管理者が法人であるときは、氏名は、当

該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

2 2、3、9及び 10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可番号、

許可年月日、許可期間をそれぞれ記入してください。  
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様式第二十四 

 

土石の堆積に関する工事の標識 

 

 

 

〔注意〕 

1 1欄の工事主、4欄の工事施行者又は 5欄の現場管理者が法人であるときは、氏名は、当

該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

2 2、3、9及び 10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可番号、

許可年月日、許可期間をそれぞれ記入してください。 
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18.3 千葉県様式 

千葉県様式 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、宅地造成及び特定盛土等規制法第 15 条第１項の規定に

よる協議を申し出ます。 

 

     年  月  日 

           様 

 

申出者氏名            

１ 工事主住所氏名  

２ 設計者住所氏名  

３ 工事施行者住所氏名  

４ 現場管理者住所氏名  

５ 
施工する土地の所在及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：   度   分   秒、 経度：   度   分   秒） 

６ 施工する土地の面積 平方メートル 

７ 工事着手前の土地利用状況  

８ 工事完了後の土地利用  

９ 盛土のタイプ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

10 土地の地形 渓流等への該当 有・無 

11 

 

工

事

の

内

容 

イ 切土又は盛土の高さ メートル 

ロ 
切土又は盛土をする土地

の面積 
平方メートル 

ハ 切土又は盛土の土量 
切土 立方メートル 

盛土 立方メートル 

ニ 擁壁 

番号 構造 高さ 延長 

  メートル メートル 

    

    

ホ 崖面崩壊防止施設 

番号 構造 高さ 延長 

  メートル メートル 

    

    

ヘ 排水施設 

番号 種類 内 法
の り

寸法 延長 

  
センチメ

ートル 

メートル 

    

    

ト 崖面の保護の方法  

チ 
崖面以外の地表面の保護

の方法 
 

リ 
工事中の危害防止のため

の措置 
 

ヌ その他の措置  

ル 工事着手予定年月日       年  月  日 
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ヲ 工事完了予定年月日       年  月  日 

ワ 工程の概要  

12 その他必要な措置  

※ 受 付 年 月 日 ※ 処 理 年 月 日 ※ 協 議 成 立 の 有 無 

年  月  日 年  月  日 
成 立   不成立 

※ 文書番号   第   号 

備 考 

（注）１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

   ２ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合は、氏名の横に○印を付し

てください。 

   ３ ３欄及び４欄は未定のときは定まつてから工事着手前に届け出てください。 
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千葉県様式 

土石の堆積に関する工事の協議申出書 

 

土石の堆積に関する工事について、宅地造成及び特定盛土等規制法第 15 条第１項の規定による協議を申

し出ます。 

 

     年  月  日 

           様 

 

申出者氏名          

１ 工事主住所氏名  

２ 設計者住所氏名  

３ 工事施行者住所氏名  

４ 現場管理者住所氏名  

５ 
施工する土地の所在及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

(緯度：   度   分   秒、経度：   度   分   秒） 

６ 施工する土地の面積 平方メートル 

７ 工事の目的  

８   

工   

事     

の    

内    

容 

イ 土石の堆積の最大堆積高さ メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積土量 立方メートル 

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾配  

ホ 

勾配が十分の一を超える土地にお

ける堆積した土石の崩壊を防止す

るための措置 

 

ヘ 
土石の堆積を行う土地における地

盤の改良その他の必要な措置 
 

ト 空地の設置 

番号 空地の幅 

 メートル 

  

  

チ 
雨水その他の地表水を有効に排除

する措置 
 

リ 
堆積した土石の崩壊に伴う土砂の

流出を防止する措置 
 

ヌ 工事中の危害防止のための措置  

ル その他の措置  

ヲ 工事着手予定年月日       年  月  日 

ワ 工事完了予定年月日       年  月  日 

カ 工程の概要  

９ その他必要な措置  

※ 受 付 年 月 日 ※ 処 理 年 月 日 ※ 協 議 成 立 の 有 無 

年  月  日 年  月  日 
成 立   不成立 

※ 文書番号   第   号 

備 考 

（注）１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

   ２ ３欄及び４欄は未定のときは定まつてから工事着手前に届け出てください。 
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千葉県様式 

軽微変更届出書 

 

年  月  日  

 

           様 

 

工事主 住 所 

氏 名 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 許 可 番 号     年  月  日     第     号 

２ 施 行 土 地 の 所 在  

３ 変 更 の 内 容 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

   

   

４ 変 更 理 由  

※ 事 務 所 受 付 ※ 主 管 課 受 付 

  

※処 理  

 

（注）※印のある欄は、記入しないでください。 
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千葉県様式 

工事着手届 

 

年  月  日  

 

           様 

 

工事主 住 所  

氏 名   

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項の規定により許可を受けた工事について、次のとおり着

手しました。 

 

１ 許 可 番 号 ・ 許 可 年 月 日        年   月   日    第     号 

２ 施 行 土 地 の 所 在  

３ 工 事 着 手 年 月 日 年   月   日 

４ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年   月   日 

５ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

６ 現 場 管 理 者 

氏 名  

連絡先  

※ 事 務 所 受 付 ※ 主 管 課 受 付 

  

※処 理  

 

（注）※印のある欄は、記入しないでください。 
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千葉県様式 

工事中止等届 

年   月   日    

        様 

 
工事主住所  

氏名  

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第１項の規定により許可を受けた工事について、次のとおり（中

止・再開・廃止）をします。 

記 

１ 許 可 番 号         年    月    日  第     号 

２ 施行土地の所在  

３ 中 止 等 の 別 中止・再開・廃止 

４ 中止、再開又は廃止する理由 

※ 事 務 所 受 付 ※ 主 管 課 受 付 

  

※ 

処
理 

 

（注）１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

２ ３欄は、該当するものを○で囲んでください。 
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千葉県様式 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 

年  月  日  

 

          様 

 

工事主住所          

氏名          

 

宅地造成及び特定盛土等に関する工事について、宅地造成及び特定盛土等規制法第 19 条第１項の規定に

より、次のとおり報告します。 

 

１ 工事が施行される土地の所在地  

２ 工事の許可年月日及び許可番号  

３ 前回の報告年月日  

４ 報告の時点における盛土又は切土の高さ  

５ 報告の時点における盛土又は切土の面積  

６ 報告の時点における盛土又は切土の土量  

７ 
報告の時点における擁壁等に関する工事 

の施行状況 
 

※ 事 務 所 受 付 ※ 主 管 課 受 付 

  

※処 理  

（注）※印のある欄は、記入しないでください。 
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千葉県様式 

土石の堆積に関する工事の定期報告書 

年  月  日  

 

          様 

 

工事主住所          

氏名          

 

土石の堆積に関する工事について、宅地造成及び特定盛土等規制法第 19 条第１項の規定により、次のと

おり報告します。 

 

１ 工事が施行される土地の所在地  

２ 工事の許可年月日及び許可番号  

３ 前回の報告年月日  

４ 報告の時点における土石の堆積の高さ  

５ 報告の時点における土石の堆積の面積  

６ 
報告の時点における堆積されている 

土石の土量 
 

７ 
前回の報告の時点から新たに堆積された 

土石の土量及び除却された土石の土量 
 

※ 事 務 所 受 付 ※ 主 管 課 受 付 

  

※処 理  

（注）※印のある欄は、記入しないでください。 
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18.4 参考様式 

参考様式 

 

実務経験証明書 

年 月 日 

 

以下の者は、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。 

 

証 明 者 

被証明者との関係 

 

記 

技術者の氏名  生年月日  
使用された 

期間 

年  月から 

使用者の商号

又は名称 
 年  月まで 

部署名 実務経験の内容※ 実務経験年数 

  年 月から 年 月まで 

  年 月から 年 月まで 

  年 月から 年 月まで 

  年 月から 年 月まで 

  年 月から 年 月まで 

  年 月から 年 月まで 

  年 月から 年 月まで 

使用者の証明を 

得ることができ 

ない場合はその 

理由 

 合計 満   年   月 

 

※従事した主な土木又は建築に関する案件名等を具体的に記載すること。 
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参考様式 

 

周知措置報告書 

年 月 日 

 

      様 

 

工事主 住所 

氏名 

 

 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 11条の規定に基づき、宅地造成、特定盛土等又は土

石の堆積に関する工事の内容を周知させるための措置について、下記のとおり講じたこ

とを報告します。 

 

記 

1 
土地の所在地 

及び地番 
 

２ 周知措置の方法 

1．説明会の開催 

2．書面の配布 

3．工事内容の掲示及びインターネットを利用した閲覧 

３ 
周知期間 

説明会開催日時 

年  月  日から  年  月  日まで 

（  年  月  日（ ）  時  分から  時  分まで） 

４ 説明会開催場所 
名 称 

所 在 地 

５ 説明会参加者数 人 

６ 
配布範囲 

掲示場所 
 

７ 住民からの意見等  

  

法人にあっては、その事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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参考様式 

 

事業経歴書 

 

年 月 日 

 

工事主 住所 

氏名 

 

 

 

 

No 開発事業名※1 事業場所 
事業規模 

（面積等） 
許認可番号※2 事業期間 備考 

1  
    年 月着工  

    年 月竣工  

2  
    年 月着工  

    年 月竣工  

3  
    年 月着工  

    年 月竣工  

4  
    年 月着工  

    年 月竣工  

5  
    年 月着工  

    年 月竣工  

6  
    年 月着工  

    年 月竣工  

7  
    年 月着工  

    年 月竣工  

8  
    年 月着工  

    年 月竣工  

9  
    年 月着工  

    年 月竣工  

10  
    年 月着工  

    年 月竣工  

※1 法令に基づくものか否かを問わず、土地開発に関するものを記載する。 

※2 都市計画法に基づく開発許可又は宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事の許可を取得して 

いる場合に記載する。 

  

法人にあっては、その事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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参考様式 

許可申請の取下届 

 

年 月 日 

 

      様 

 

申請者 住所 

氏名 

 

 

 

工事の許可申請を取り下げますので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１  受付番号 第 号 

２  受付年月日 年 月 日 

３ 取下げの理由  

  

法人にあっては、その事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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参考様式 

地権者一覧表 

 

物件の 

種類※1 
所在・地番 

面積 

(㎡) 

権利の

種別※2 
権利者の氏名※3 

同意の 

有無 
摘要 

同意書との 

対照番号 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合計 関係権利者の総数  関係権利者の同意数  

※1 物件の種類欄は、地目、建物、工作物等の種別を記入してください。 

※2 権利の種別欄は、所有権等登記事項証明書に記載された権利の別を記入してください 

※3 同一物件に権利者が二人以上ある場合は摘要欄にその旨を記入してください。 
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参考様式 

 

同意証明書 

 

私が権利を有する次の物件について、申請者が宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条の規定

による宅地造成等に関する工事を施行することに同意したことを証明します。 

 

所在及び地番 地目 地積 権利の種類※1 摘要※2 

     

同意年月日 住所氏名※3 実印※4 

   

 

備考 

※1 権利の種別欄には、所有権、地上権、質権、賃借権等の種別を記入すること。 

※2 当該権利に係る土地が共有の場合には、摘要欄にその旨を記入すること。 

※3 住所氏名欄に記載のある同意者全員の本人確認資料（実印の印鑑登録証明書）を添付す

ること。 

※4 同意者の実印（当該権利に係る土地が共有の場合は全員の実印）を捺すこと。 
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参考様式 

誓 約 書 

      様  

 

私 （法人の場合はその役員を含む）は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律第 191

号。以下「本法」という。）に基づく許可申請を行うに当たって、次の事項について誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになって

も、異議は一切申し立てません。 

 

１．私（法人又は組合の場合はその役員を含む）は次のいずれにも該当しません。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）本法又は本法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者（知事が必要と認める場合は、

他の法律又は当該他の法律に基づく処分の違反をした者を含む。） 

（３）本法第 12条、第 16条、第 30条又は第 35条の許可を取り消され、その取消しの日から５

年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

の処分に係る行政手続法（平成５年法律第 88号）第 15条の規定による通知があった日前

60 日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含

む。） 

（４）本法に基づく是正措置命令を受け、措置が完了していない者 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号

に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団

員等」という。） 

（６）法人であって、その役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの 

（７）暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（８）その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由

がある者 

２．１の誓約事項に違反又は相違があり、本法第 20 条第１項の規定に基づく工事の許可を取消

し等の処分を受けた場合には、これに異議なく応じます。 

３．知事が必要と認めた場合には、１．（５）から（７）までに該当する者であるか否かの確認

のため、千葉県警察本部へ照会がなされることに同意いたします。 

 

年 月 日 

 

住 所 

 

氏 名 

 
 

＊法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。 
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参考様式 

 

委 任 状 

 

私は、下記のとおり代理人を定め、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請その他申

請代理に関する一切の権限を委任します。 

 

年 月 日 

委任者 住所 

氏名 

 

 

 

 

記 

 

代理人 

住所  

氏名  

電話番号  

委任事項 宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第１項の許可申請から完了検査済

証の受領まで 

 

 

以上 

  

法人にあっては、その事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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参考様式 

 

申請書類修正申告書 

 

 

年 月 日 

 

様 

 

申告者 住所 

 

氏名 

 

 提出済の申請書類に影響がある変更が生じたことから、下記の通り申告します。 

 

記 

 

１ 申請日及び受理番号 

 

 

 

２ 修正の内容（修正前後の変更点が分かるように記載すること。） 

 

 

 

３ 修正の理由 

 

 

 

以上 
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参考様式 

宅地造成等に関する工事設計者の資格申告書 

 

年  月  日  

 

           様 

 

申告者 住 所          

氏 名          

 

 次のとおり設計者の資格について申告します。 

１ 
設計者の氏名及

び生年月日 

ふりがな（        ） 

年  月  日生  

２ 最終学歴 
年  月 

（学校名）（学部名）（学科名）卒業 中退 

３ 現住所等 
 

事務所電話番号（ ― ― ）自宅電話番号（ ― ― ） 

４ 資格免許等  

５ 

実
務
経
歴 

(１) 会社又は事務所名 職務内容 期間 年数 年数計 

職
務
経
歴 

   年 年 

     

     

     

     

(２) 工事名 工事発注者名 工事施工場所 工事面積 実務内容 期間 

工
事
及
び
設
計
経
歴 

      

      

      

      

      

６ その他申告する事項  

備考 １ 設計者が法人の従業員である場合は、当該法人が、その他の場合は、設計者自身が申告してくださ
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い。 

   ２ ２欄及び４欄については、それぞれ当該申告事項を証する書類を添付してください。 

   ３ ５欄については、知事が必要と認めるときは、当該申告事項を証する書類を添付してください。 

   ４ ６欄については、設計者が宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第三十五条第一号又は第二号

に掲げる者であることを証するために必要な場合は、当該申告事項を証する書類を添付した上で、申

告する内容を記入してください。 
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参考様式 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 16条第３項の規定による協議を申し出ます。 

 

     年  月  日 

           様 

 

申出者氏名            

１ 工事主住所氏名  

２ 設計者住所氏名  

３ 工事施行者住所氏名  

４ 現場管理者住所氏名  

５ 
施工する土地の所在及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：   度   分   秒、 

 経度：   度   分   秒） 

６ 施工する土地の面積 平方メートル 

７ 工事着手前の土地利用状況  

８ 工事完了後の土地利用  

９ 盛土のタイプ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

10 土地の地形 渓流等への該当 有・無 

11   

工   

事     

の    

内    

容 

イ 切土又は盛土の高さ メートル 

ロ 
切土又は盛土をする土地

の面積 
平方メートル 

ハ 切土又は盛土の土量 
切土 立方メートル 

盛土 立方メートル 

ニ 擁壁 

番号 構造 高さ 延長 

  メートル メートル 

    

    

ホ 崖面崩壊防止施設 

番号 構造 高さ 延長 

  メートル メートル 

    

    

ヘ 排水施設 

番号 種類 内
のり
法 寸法 延長 

  
センチメ

ートル 

メートル 

    

    

ト 崖面の保護の方法  

チ 
崖面以外の地表面の保護

の方法 
 

リ 
工事中の危害防止のため

の措置 
 

ヌ その他の措置  

ル 工事着手予定年月日       年  月  日 

ヲ 工事完了予定年月日       年  月  日 
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ワ 工程の概要  

12 その他必要な措置  

13 変更理由  

14 許可番号 第    号 

※ 受 付 年 月 日 ※ 処 理 年 月 日 ※ 協 議 成 立 の 有 無 

年  月  日 年  月  日 
成 立   不成立 

※ 文書番号   第   号 

備 考 

（注）１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

   ２ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○印を付し

てください。 

   ３ ３欄及び４欄は未定のときは定まつてから工事着手前に届け出てください。 

   ４ ５欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してく

ださい。 

   ５ ９欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください。 

   ６ 10 欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号）第７条第２項

第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してください。 

   ７ 12 欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認

可等を要する場合は、その許可、認可等の手続きの状況を記入してください。 

   ８ 添付資料として、変更に係る事項の新旧を対照した書類を提出してください。 
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参考様式 

土石の堆積に関する工事の変更協議申出書 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 16条第３項の規定による協議を申し出ます。 

 

     年  月  日 

           様 

 

申出者氏名            

１ 工事主住所氏名  

２ 設計者住所氏名  

３ 工事施行者住所氏名  

４ 現場管理者住所氏名  

５ 
施工する土地の所在及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：   度   分   秒、 

 経度：   度   分   秒） 

６ 施工する土地の面積 平方メートル 

７ 工事の目的  

８   

工   

事     

の    

内    

容 

イ 土石の堆積の最大堆積高さ メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積土量 立方メートル 

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾配  

ホ 

勾配が十分の一を超える土地におけ

る堆積した土石の崩壊を防止するた

めの措置 

 

ヘ 
土石の堆積を行う土地における地盤

の改良その他の必要な措置 
 

ト 空地の設置 

番号 空地の幅 

 メートル 

  

  

チ 
雨水その他の地表水を有効に排除す

る措置 
 

リ 
堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流

出を防止する措置 
 

ヌ 工事中の危害防止のための措置  

ル その他の措置  

ヲ 工事着手予定年月日       年  月  日 

ワ 工事完了予定年月日       年  月  日 

カ 工程の概要  

９ その他必要な措置  

10 変更理由  

11 許可番号 第    号 

※ 受 付 年 月 日 ※ 処 理 年 月 日 ※ 協 議 成 立 の 有 無 

年  月  日 年  月  日 
成 立   不成立 

※ 文書番号   第   号 

備 考 
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（注）１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

   ２ ３欄及び４欄は未定のときは定まつてから工事着手前に届け出てください。 

   ３ ５欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してく

ださい。 

   ４ ８欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等について、それぞれ番号、種類、高さ及び延

長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

   ５ ９欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等の手続の状

況を記入してください。 

   ６ 添付資料として、変更に係る事項の新旧を対照した書類を提出してください。 
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参考様式 

協議同意書 

 

第   号  

年 月 日  

 

        様 

 

千葉県知事         印  

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 15条第１項（第 16 条第３項において準用する場合を含む。）の規定に

より 年 月 日付けでなされた協議の申出に係る工事については、下記の条件を付して協議に同意しま

したので、宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第６条第３項の規定により通知します。 

 

１ 工事をする土地の所在地及び地番  

２ 工事主住所氏名  

３ 協議同意番号  

４ 協議同意対象行為 
協議・変更協議 

宅地造成・特定盛土等・土石の堆積 

５ 協議同意期間 
（自） 年 月 日 

（至） 年 月 日 

６ 条件  

７ 備考  
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参考様式 

宅地造成等に関する届出工事の変更届出書 

 

年  月  日  

 

          様 

 

工事主住所          

氏名          

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 21 条第１項の規定により届け出た工事について、次のとおり変更しま

す。 

記 

１ 最初に届け出た年月日  

２ 工事施行者住所氏名  

３ 
工事をしている土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：   度   分   秒、 

 経度：   度   分   秒） 

４ 工事をしている土地の面積 平方メートル 

５ 変更の内容 

変更事項 変更前 変更後 

   

   

６ 変更理由  

※ 事 務 所 受 付 ※ 主 管 課 受 付 

  

※処 理  

（注）１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

   ２ 工事主又は２欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記

入してください。 

   ３ ２欄の工事施行者が法人であるときは、工事施行者住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記

入してください。 

   ４ ３欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入してく

ださい。 
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参考様式 

擁壁等に関する届出工事の変更届出書 

年  月  日  

 

          様 

 

工事主住所          

氏名          

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第 21 条第３項の規定により届け出た工事について、次のとおり変更しま

す。 

記 

１ 最初に届け出た年月日  

２ 工事施行者住所氏名  

３ 工事が行われる土地の所在地及び地番  

４ 行おうとする工事の種類及び内容  

５ 変更の内容 

変更事項 変更前 変更後 

   

   

６ 変更理由  

※ 事 務 所 受 付 ※ 主 管 課 受 付 

  

※処 理  

（注）１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

   ２ 工事主又は２欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記

入してください。 

   ３ ２欄の工事施行者が法人であるときは、工事施行者住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記

入してください。 
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